
 

 

令和 ８ 年 ６ 月 １ 日 

 

 

備前市議会第２回定例会議案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 前 市 

 



備前市議会第2回定例会付議事件 

 

議案第56号 令和8年度備前市一般会計補正予算(第1号) 

議案第57号 令和8年度備前市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 

議案第58号 令和8年度備前市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 

議案第59号 令和8年度備前市企業用地造成事業特別会計補正予算(第1号) 

議案第60号 令和8年度備前市水道事業会計補正予算(第1号) 

議案第61号 令和8年度備前市病院事業会計補正予算(第1号) 

議案第62号 備前市農業委員会委員の任命同意について 

議案第63号 備前市教育委員会委員の任命同意について 

議案第64号 備前市固定資産評価員の選任同意について 

議案第65号 備前市三国地区財産区管理委員の補欠委員の選任同意について 

議案第66号 備前市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第67号 備前市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第68号 備前市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第69号 備前市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第70号 備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第71号 備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第72号 備前市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第73号 備前市新図書館建設工事の請負契約の変更について 

報告第4号 専決処分(専決第6号 備前市税条例等の一部を改正する条例)の承認を求めるこ

とについて 

報告第5号 専決処分(専決第7号 備前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認

を求めることについて 

報告第6号 令和7年度継続費繰越計算書の報告について 

報告第7号 令和7年度繰越明許費繰越計算書の報告について 

報告第8号 令和7年度繰越計算書の報告について 

報告第9号 専決処分(損害賠償の額の決定及び和解)の報告について 

 



 

議案第56～61号 

 

令和8年度備前市補正予算を定めることについて 

 

下記の補正予算を定めたいので、議会の議決を求める。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

記 

 

議案第56号 令和8年度備前市一般会計補正予算(第1号) 

議案第57号 令和8年度備前市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 

議案第58号 令和8年度備前市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 

議案第59号 令和8年度備前市企業用地造成事業特別会計補正予算(第1号) 

議案第60号 令和8年度備前市水道事業会計補正予算(第1号) 

議案第61号 令和8年度備前市病院事業会計補正予算(第1号) 
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議案第62号 

 

備前市農業委員会委員の任命同意について 

 

次の者を備前市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法

律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 

 

住       所 氏   名 生  年  月  日 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 松 山 忠 義 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 藤 森   亨 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 草 加 己 良 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 大 森 雄 貴 平成＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 武 内 宣 夫 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 兼 光 邦 明 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 坂 口 智 美 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 森 安 かんな 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 森 本 秀 喜 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 幡 上 明 文 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 𠮷 形   敦 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 石 原   勝 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 春 本 利 彦 昭和＊年＊月＊日生 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 難 波 眞 二 昭和＊年＊月＊日生 

 

 

  令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

2



議
案
第

62
号

参
考

資
料

 

 
農

業
委

員
会

の
委
員

候
補

者
履
歴
 

番
号
 

推
薦
応
募
 

の
 
 
別
 

推
薦
を
受

け
る

者
・
応

募
す

る
者
 

氏
名
 

性
別
 

年
齢
 

職
業
 

経
歴
 

農
業
経
営

の
状

況
等
 

認
定
農
業

者
等
 

推
薦
 

応
募
 

営
農
類
型
 

耕
 
作
 

面
積
（

a）
 

そ
の
他
 

1
 

 
○
 

松
山
 
忠

義
 

男
 

 
 

   R
 
5
.
 
7
～

現
在

 
 
農

地
利

用
最

適
化

推
進

委
員

 

水
 

稲
 

1
5
0
 
 

中
立

の
立

場
の

者

2
 

 
○
 

藤
森

 
亨

 
男

 
 

 
  

水
 

稲
 

2
1
5
 

 
非

該
当

 

3
 

 
○
 

草
加
 
己

良
 

男
 

 
 

       H
2
3
. 

7～
現

在
 
 
農

業
委

員
 

水
 
稲
 

野
 
菜
 

果
 
樹
 

2
4
 
 

非
該
当
 

4
 

○
 

 
大

森
 
雄

貴
 

男
 

 
 

    

水
 

稲
 

8
0
0
 
 

認
定

農
業

者
 

5
 

 
○
 

武
内
 
宣

夫
 

男
 

 
 

   R
 
2
.
 
7
～

現
在

 
 
農

地
利

用
最

適
化

推
進

委
員

 

水
 
稲
 

野
 
菜
 

9
0
 
 

非
該
当
 

6
 

 
○
 

兼
光
 
邦

明
 

男
 

 
 

  R
 
5
. 

7～
現

在
 
 
農

業
委

員
 

水
 
稲
 

3
6
 
 

非
該
当
 

3



7
 

○
 

 
坂

口
 
智

美
 

女
 

 
 

    

果
 

樹
 

1
0
0
 

農
業

士
 

認
定

農
業

者
 

8
 

 
○
 

森
安

 
か

ん
な

 

   

女
 

 
 

    H
2
9
. 

7～
現

在
 
 
農

業
委

員
 

水
 
稲
 

野
 
菜
 

3
0
0
 

農
業

士
 

認
定

農
業

者
 

9
 

 
○
 

森
本
 
秀

喜
 

男
 

 
 

  

水
 
稲
 

1
0
 
 

非
該
当
 

1
0 

 
○
 

幡
上
 
明

文
 

男
 

 
 

  H
2
6
. 

7～
現

在
 
 
農

業
委

員
 

水
 

稲
 

5
0
0
 
 

認
定

農
業

者
 

1
1
 

 
○
 

𠮷
形

 
敦
 

男
 

 
 

      R
 
5
. 

7～
現

在
 
 
農

業
委

員
 

水
 

稲
 

1
5
0
 
 

非
該

当
 

1
2
 

 
○
 

石
原
 

勝
 

男
 

 
 

  H
1
4
. 

7～
現

在
 
 
農

業
委

員
 

水
 
稲
 

野
 
菜
 

 

2
0
0   

農
業
士
 

  

認
定
農
業

者
 

 

 

1
3 

 
○
 

春
本
 
利

彦
 

男
 

 
 

   

水
 
稲
 

1
3
 
 

非
該
当
 

1
4 

 
○
 

難
波
 
眞

二
 

男
 

 
 

  R
 
5
.
 
7
～

現
在

 
 
農

地
利

用
最

適
化

推
進

委
員

 

水
 

稲
 

1
0
0
 
 

非
該

当
 

 

4



 

議案第63号 

 

   備前市教育委員会委員の任命同意について 

 

次の者を備前市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。 

 

住       所 氏   名 生  年  月  日 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 難 波 佳 子 昭和＊年＊月＊日生 

 

 

  令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 
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議案第64号 

 

備前市固定資産評価員の選任同意について 

 

次の者を備前市固定資産評価員に選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条

第2項の規定により、議会の同意を求める。 

 

住       所 氏   名 生  年  月  日 

岡山市＊＊＊＊＊＊＊ 中 野 智 子 昭和＊年＊月＊日生 

 

 

  令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行   
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議案第65号 

 

備前市三国地区財産区管理委員の補欠委員の選任同意について 

 

備前市三国地区財産区管理委員に欠員が生じるため、次の者を補欠委員として選任したいの

で、備前市三国地区財産区管理会条例(平成17年備前市条例第93号)第3条第2項の規定により議

会の同意を求める。 

 

住       所 氏   名 生 年 月 日 

備前市＊＊＊＊＊＊＊ 奥 真紀子 昭和＊年＊月＊日生 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 
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議案第66号 

 

備前市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 

備前市職員特殊勤務手当支給条例(平成17年備前市条例第58号)の一部を次のように改正する。 

 

第20条第3項第1号中「第12条第1項ただし書」を「第14条第1項ただし書」に改め、同項第2号

中「配偶者」の次に「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として

当該外国勤務職員の収入により生計を維持している者に限る。)」を加え、「100分の20」を「100

分の13」に改め、同項第3号中「うち」の次に「次に掲げるもので」を加え、「であって市長が

定めるもの」を削り、「第15条の2第1項」を「第24条第1項」に改め、同号に次のように加える。 

ア 3歳以上18歳未満の子 

イ 18歳に達した子であって、就学する学校(規則で定める学校を除く。)において、18歳

に達した日から、19歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して1年

を経過する日までの間にあるもの 

第20条第3項中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 

(3) 外国勤務職員の子のうち次に掲げるもので主として当該外国勤務職員の収入により生

計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)を勤務地に随伴する場合 同行子女1人

につき、前項の規定による額に100分の8を乗じて得た額 

ア 外国勤務職員と同居する18歳未満の子 
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イ 外国勤務職員と同居する18歳に達した子であって、就学する学校(規則で定める学校を

除く。)において、18歳に達した日から、19歳に達するまでの間に新たに所属する学年の

開始日から起算して1年を経過する日までの間にあるもの 

ウ 次号に掲げる支給の対象となっている子(ア及びイに掲げるものを除く。) 

第20条第3項に次の1号を加える。 

(5) 外国勤務職員のうち、勤務地への異動に伴い、本邦から本邦以外の地に住居を移転し、

父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居することになった外国勤務職員

で、単身で生活することを常況とするとき 法第27条の規定による額 

第20条第4項中「前項第3号」を「前項第4号」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和8年7月1日から施行する。 

(経過措置) 

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の備前市職員特殊

勤務手当支給条例(以下「旧条例」という。)第20条第3項第2号の規定の適用を受けていた備

前市職員特殊勤務手当支給条例(以下「条例」という。)第20条第1項に規定する外国勤務職員

(以下「外国勤務職員」という。)であって、引き続き改正後の備前市職員特殊勤務手当支給

条例(以下「新条例」という。)第20条第3項第2号の規定の適用を受けるもの(同項第3号の規

定の適用を受けるものを除く。)に対する同項第2号の規定の適用については、施行日から令

和9年3月31日までの間は、同号中「100分の13」とあるのは、「100分の17」とする。 

第3条 施行日の前日において旧条例第20条第3項第2号の規定の適用を受けていた外国勤務職

員のうち、同日から引き続き同号に規定する配偶者を伴うものであって、新条例第20条第3項

第2号の規定の適用を受けないもの(同項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)には、施

行日から令和9年3月31日までの間は、当該外国勤務職員が現に受ける条例第20条第2項の規定

による額に100分の10を乗じて得た額を旧条例第20条第3項第2号の例により支給する。 

第4条 施行日から令和9年3月31日までの間における新条例第20条第3項第3号の規定の適用に

ついては、同号中「100分の8」とあるのは、「100分の6」とする。 

(規則への委任) 

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、

規則で定める。 
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る
者

を
含

み
、

主
と

し
て

当
該

外
国

勤
務

職
員

の
収

入
に

よ
り

生
計

を
維
持
し
て
い
る
者
に
限
る
。
)
を
勤
務
地
に
随
伴
す
る
場
合
 
前
項
の
規
定
に

よ
る
額
に
1
0
0
分
の
1
3
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(
2
)
 
外
国
勤
務
職
員
が
配
偶
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 を

勤
務

地
に

随
伴

す
る

場
合

 
前

項
の

規
定

に

よ
る
額
に
1
0
0
分
の
2
0
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(
3
)
 

外
国

勤
務

職
員

の
子

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

で
主

と
し

て
当

該
外

国
勤

務
職
員
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も
の
(
以
下
「
同
行
子
女
」
と
い

う
。
)
を
勤
務
地
に
随
伴
す
る
場
合
 
同
行
子
女
1
人
に
つ
き
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
額
に
1
0
0
分
の
8
を
乗
じ
て
得
た
額
 

ア
 
外
国
勤
務
職
員
と
同
居
す
る
1
8
歳
未
満
の
子
 

イ
 

外
国

勤
務

職
員

と
同

居
す

る
1
8
歳

に
達

し
た

子
で

あ
っ

て
、

就
学

す
る

学
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校
(
規
則
で
定
め
る
学
校
を
除
く
。
)
に
お
い
て
、
1
8
歳
に
達
し
た
日
か
ら
、
1

9
歳

に
達

す
る

ま
で

の
間

に
新

た
に

所
属

す
る

学
年

の
開

始
日

か
ら

起
算

し

て
1
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
 

ウ
 

次
号

に
掲

げ
る

支
給

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
子

(
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
も

の
を
除
く
。
)
 

(
4
)
 

外
国

勤
務

職
員

の
子

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

で
主

と
し

て
当

該
外

国
勤

務
職
員
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(
以
下
「
年
少
子
女
」
と
い
う
。
)
が
勤
務
地
に
お
い
て
学
校
教
育
そ
の
他
の

教
育

を
受

け
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
外

国
勤

務
職

員
が

必
要

な
経

費
を

負
担

し
て
い
る
と
き
 
法
第
2
4
条
第
1
項

  
 
の
規
定
に
よ
る
額
 

(
3
)
 
外
国
勤
務
職
員
の
子
の
う
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主
と
し
て
当
該
外
国
勤

務
職

員
の

収
入

に
よ

り
生

計
を

維
持

し
て

い
る

も
の

で
あ

っ
て

市
長

が
定

め
る

も
の
(
以
下
「
年
少
子
女
」
と
い
う
。
)
が
勤
務
地
に
お
い
て
学
校
教
育
そ
の
他
の

教
育

を
受

け
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
外

国
勤

務
職

員
が

必
要

な
経

費
を

負
担

し
て
い
る
と
き
 
法
第
1
5
条
の
2
第

1項
の
規
定
に
よ
る
額
 

ア
 
3
歳
以
上
1
8
歳
未
満
の
子
 

イ
 
1
8
歳
に
達
し
た
子
で
あ
っ
て
、
就
学
す
る
学
校
(
規
則
で
定
め
る
学
校
を
除

く
。
)
に
お
い
て
、
1
8
歳
に
達
し
た
日
か
ら
、
1
9
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
新

た
に

所
属

す
る

学
年

の
開

始
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

の

間
に
あ
る
も
の
 

 

(
5
)
 
外
国
勤
務
職
員
の
う
ち
、
勤
務
地
へ
の
異
動
に
伴
い
、
本
邦
か
ら
本
邦
以
外

の
地

に
住

居
を

移
転

し
、

父
母

の
疾

病
そ

の
他

規
則

で
定

め
る

や
む

を
得

な
い

事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
(
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
)
と
別
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
外
国
勤
務
職
員

で
、

単
身

で
生

活
す

る
こ

と
を

常
況

と
す

る
と

き
 

法
第

2
7
条

の
規

定
に

よ
る

額
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4
 

前
項

第
4
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

教
育

に
関

し
特

別
の

事
情

が
認

め
ら

れ
る

こ
と

に
よ

り
年

少
子

女
が

学
校

教
育

そ
の

他
の

教
育

を
受

け
る

の
に

相
当

な
経

費

を
要

す
る

と
市

長
が

認
め

る
勤

務
地

に
係

る
外

国
勤

務
職

員
に

対
し

て
は

、
年

少

子
女
1
人
に
つ
き
、
同
号
に
規
定
す
る
額
の
1
0
0
分
の

4
0
0
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

規
則

で
定

め
る

額
を

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

額
に

加
算

し
て

支
給
す
る
。
 

4
 

前
項

第
3
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

教
育

に
関

し
特

別
の

事
情

が
認

め
ら

れ
る

こ
と

に
よ

り
年

少
子

女
が

学
校

教
育

そ
の

他
の

教
育

を
受

け
る

の
に

相
当

な
経

費

を
要

す
る

と
市

長
が

認
め

る
勤

務
地

に
係

る
外

国
勤

務
職

員
に

対
し

て
は

、
年

少

子
女
1
人
に
つ
き
、
同
号
に
規
定
す
る
額
の
1
0
0
分
の

4
0
0
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

規
則

で
定

め
る

額
を

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

額
に

加
算

し
て

支
給
す
る
。
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議案第67号 

 

備前市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

備前市職員等の旅費に関する条例(令和7年備前市条例第49号)の一部を次のように改正する。 

 

別表第1を次のように改める。 
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別表第1(第11条関係) 

宿泊地の都道府県 基準額 

東京都 21,000円

京都府 20,000円

千葉県、兵庫県、福岡県 17,000円

埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府 16,000円

北海道、香川県 15,000円

岡山県、広島県、熊本県 14,000円

山梨県、長野県、岐阜県、長崎県 13,000円

青森県、宮城県、群馬県、静岡県、愛知県、三重県、奈良県、島根県、

愛媛県、高知県、沖縄県 

12,000円

秋田県、茨城県、栃木県、富山県、滋賀県、和歌山県、佐賀県、大分

県、宮崎県、鹿児島県 

11,000円

岩手県、山形県、石川県、福井県、徳島県 10,000円

福島県、鳥取県、山口県 9,000円

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和8年7月1日から施行する。 

(経過措置) 

第2条 この条例による改正後の備前市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の

規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に備前市職員等の旅費に関する

条例(以下「条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者(以下「旅行命令権者」とい

う。)が同項に規定する旅行命令等(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行、退職、免職

(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)した場合又は死亡した場合に

おいて条例第3条第2項の規定により旅費を支給する旅行及び条例第3条第5項の規定により旅

費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅

行、退職等となった場合又は死亡した場合において条例第3条第2項の規定により旅費を支給

する旅行及び条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前

の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅

行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条

例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅

行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

2 前項の規定に基づき従前の例によることとされる旅行について、この条例の施行日以後に条

例第3条第6項及び同条第7項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の

例による。 
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議
案
第
6
7
号
参
考
資
料
 

備
前
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

別
表
第
1
(
第
1
1
条
関
係

)
 

宿
泊
地
の
都
道
府
県
 

基
準
額
 

東
京
都
 

2
1,
00
0円

京
都
府
 

2
0,
00
0円

千
葉
県
、
兵
庫
県
、
福
岡
県
 

1
7,
00
0円

埼
玉
県
、
神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
大
阪
府
 

1
6,
00
0円

北
海
道
、
香
川
県
 

1
5,
00
0円

岡
山
県
、
広
島
県
、
熊
本
県
 

1
4,
00
0円

山
梨
県
、
長
野
県
、
岐
阜
県
、
長
崎
県
 

1
3,
00
0円

青
森
県
、
宮
城
県
、
群
馬
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
、

奈
良
県
、
島
根
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
沖
縄
県
 

1
2,
00
0円

秋
田
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
富
山
県
、
滋
賀
県
、
和
歌
山
県
、

佐
賀
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
 

1
1,
00
0円

岩
手
県
、
山
形
県
、
石
川
県
、
福
井
県
、
徳
島
県
 

1
0,
00
0円

福
島
県
、
鳥
取
県
、
山
口
県
 

9
,0
00
円

 

別
表
第
1
(
第
1
1
条
関
係

)
 

宿
泊
地
の
都
道
府
県
 

基
準
額
 

埼
玉
県
、
東
京
都
、
京
都
府
 

1
9,
00
0円

福
岡
県
 

1
8,
00
0円

千
葉
県
 

1
7,
00
0円

神
奈
川
県
、
新
潟
県
 

1
6,
00
0円

香
川
県
 

1
5,
00
0円

熊
本
県
 

1
4,
00
0円

北
海
道
、
岐
阜
県
、
大
阪
府
、
広
島
県
 

1
3,
00
0円

山
梨
県
、
兵
庫
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
 

1
2,
00
0円

青
森
県
、
秋
田
県
、
茨
城
県
、
富
山
県
、
長
野
県
、
愛
知
県
、
滋

賀
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県
、
高
知
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
大

分
県
、
沖
縄
県
 

1
1,
00
0円

宮
城
県
、
山
形
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
福
井
県
、
岡
山
県
、
徳

島
県
、
愛
媛
県
 

1
0,
00
0円

岩
手
県
、
石
川
県
、
静
岡
県
、
三
重
県
、
島
根
県
 

9
,0
00
円

福
島
県
、
鳥
取
県
、
山
口
県
 

8
,0
00
円
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議案第68号 

 

備前市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市税条例の一部を改正する条例 

 

 備前市税条例(平成17年備前市条例第83号)の一部を次のように改正する。 

 

第34条の7第2項中「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める。 

第36条の2第1項ただし書中「及び第36条の3の3第1項」を「並びに第36条の3の3第1項及び第2

項第4号」に改める。 

第36条の3の2第1項第2号中「除き、合計所得金額」を「除く。次条第1項第2号において同じ。) 

(合計所得金額」に改め、「。次条第1項において同じ」を削り、同条第5項中「次条第4項」を

「次条第5項」に改める。 

第36条の3の3第1項を次のように改める。 

次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、公的年金等支払者

(所得税法第203条の6第1項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年

金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者をいう。以下この条において同

じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長

に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならな

18



い者 

(2) 法の施行地において公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除

く。)の支払を受ける第23条第1項第1号に掲げる者であって、特定配偶者(所得割の納税義

務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合

計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第3号において同

じ。)(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。)に

係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であ

って退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得

を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)を有する者 

(3) 法の施行地において公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものに限

る。)の支払を受ける第23条第1項第1号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的

年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令

第48条の9の7の3に定める金額に満たない者を除く。)であって、障害者、寡婦若しくはひ

とり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶

養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)を有す

る者 

第36条の3の3第5項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第

48条の9の7の3」を「第48条の9の8」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項と

し、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「法第317条の3の3第1項の規定による申告書に」を

「同条第1項の規定による申告書に」に、「法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出す

る」を「同条第1項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項

の次に次の1項を加える。 

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者又はその他の障害

者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場

合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第63条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては20万円」を削り、「150

万円」を「180万円」に改める。 

附則第6条中「から令和9年度まで」を「以後」に改める。 

附則第7条の3第1項中「令和20年度」を「令和25年度」に、「令和7年」を「令和12年」に改め

る。 
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附則第7条の4中「又は附則第20条第1項」を「、附則第19条の3第1項又は附則第20条第1項」

に、「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める。 

附則第9条の2中「附則第7条の2第4項」の次に「(法附則第7条の3第3項又は第4項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。 

附則第17条の2第2項中「附則第34条の2第5項」を「附則第34条の2第6項」に、「附則第34条

の2第10項」を「附則第34条の2第12項」に改め、同条に次の1項を加える。 

4 第1項(第2項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、租税

特別措置法第31条の2第2項第13号から第15号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをし

たときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法(昭和

33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警

戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止

区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は第2項に規定する優良住宅地等のため

の譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第19条の2の次に次の1条を加える。 

(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例) 

第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第38条の2第1項に規定す

る事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得に

ついては、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の6の4

で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の

金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所

得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、

附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1

項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、

第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の3第1項の規定による市
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民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第19条の3第1項に規

定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、

同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の3第1項の規定によ

る市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和9年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(1) 第63条の改正規定及び附則第3条の規定 令和9年4月1日 

(2) 第34条の7第2項の改正規定並びに附則第7条の4の改正規定(「附則第5条の6第2項」を「附

則第5条の6第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、附則第9条の2の改正規定及び附則第

17条の2の改正規定並びに次条第4項の規定 令和10年1月1日 

(3) 附則第7条の4の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第19条の2の次に1条

を加える改正規定並びに次条第3項及び第5項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関す

る法律の一部を改正する法律(令和8年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の1月1

日 

(市民税に関する経過措置) 

第2条 この条例による改正後の備前市税条例(以下「新条例」という。)第36条の3の3第1項及

び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する

新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公

的年金等について提出したこの条例による改正前の備前市税条例第36条の3の3第1項の規定

による申告書については、なお従前の例による。 

2 新条例附則第7条の3第1項及び第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和8年1月1

日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。以下この項において「所得

税法等改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第16項の規定により同条第1項に規定する居住用家

屋とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第17

項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項に規定する特例既存

住宅及び同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に

規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第17項の規定により同
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条第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第17項に規定する特例増改築等を

した家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第6項に

規定する認定住宅等(同条第18項の規定により同条第6項に規定する認定住宅等とみなされる

同条第18項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第1項の定めるところによりその者の

居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等

改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条

第20項の規定により同条第1項に規定する居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特

例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存

住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家

屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第21項の規

定により同条第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅

等を含む。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、

なお従前の例による。 

3 前条第3号に掲げる規定による改正後の備前市税条例附則第7条の4の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日(以下この項及び第5項において「3号施行日」という。)の属する年度の翌年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、3号施行日の属する年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

4 前条第2号に掲げる規定による改正後の備前市税条例附則第17条の2第4項の規定は、市民税

の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う同条第1項の土地等の譲渡

について適用する。 

5 前条第3号に掲げる規定による改正後の備前市税条例附則第19条の3の規定は、3号施行日の

属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第3条 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の備前市税条例第63条の規定は、令和9年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和8年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 
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し
く
は
医
療
費
控

除
額
の
控
除
、
法
第

3
1
3
条
第
8
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第

9

項
に

規
定

す
る

純
損

失
若

し
く

は
雑

損
失

の
金

額
の

控
除

若
し

く
は

第
3
4
条

の
7

の
規

定
に

よ
り

控
除

す
べ

き
金

額
(
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
寄

附
金

税
額

控
除

額
」
と
い
う
。
)
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
)
及
び
第
2
4
条
第

2
項

に
規

定
す

る
者

(
施

行
規

則
第

2
条

の
2
第

1
項

の
表

の
上

欄
の

(
二

)
に

掲
げ

る

者
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

く
。
)、

法
第
3
1
4
条
の
2
第

4項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別

控
除
額
(
特
定
親
族
(
同
条
第
1
項
第

1
2
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
3
6
条

の
3
の

2第
1
項
第
3
号
及
び
第
3
6
条
の
3
の

3第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て

同
じ
。
)
(
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
8
5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
に
係
る

も
の
を
除
く
。
)
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控

除
額
の
控
除
、
法
第

3
1
3
条
第
8
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第

9

項
に

規
定

す
る

純
損

失
若

し
く

は
雑

損
失

の
金

額
の

控
除

若
し

く
は

第
3
4
条

の
7

の
規

定
に

よ
り

控
除

す
べ

き
金

額
(
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
寄

附
金

税
額

控
除

額
」
と
い
う
。
)
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
)
及
び
第
2
4
条
第

2
項

に
規

定
す

る
者

(
施

行
規

則
第

2
条

の
2
第

1
項

の
表

の
上

欄
の

(
二

)
に

掲
げ

る

者
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

2
～

9
 
（
略
）
 

2
～

9
 
（
略
）
 

(
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
)
 

(個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
)
 

第
3
6
条

の
3
の

2
 

所
得

税
法

第
1
9
4
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規

定
す

る
申

告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と

い
う
。
)
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き

同
項

に
規

定
す

る
給

与
等

の
支

払
者

(
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
給

与
支

払

者
」
と
い
う
。
)
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施

行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当

該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
3
6
条

の
3
の

2
 

所
得

税
法

第
1
9
4
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規

定
す

る
申

告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と

い
う
。
)
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き

同
項

に
規

定
す

る
給

与
等

の
支

払
者

(
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
給

与
支

払

者
」
と
い
う
。
)
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施

行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当

該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
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(
2
)
 

所
得

割
の

納
税

義
務

者
(
合

計
所

得
金

額
が

1
,
0
0
0
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

)
の

自
己

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
(
法

第
3
1
3
条

第
3
項

に
規

定
す

る
青

色
事

業
専

従
者

に
該

当
す

る
も

の
で

同
項

に
規

定
す

る
給

与
の

支
払

を
受

け
る

も
の

及
び

同
条

第
4
項

に
規

定
す

る
事

業
専

従
者

に
該

当
す

る
も

の
を

除

く
。
次
条
第

1
項
第
2
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
(
合
計
所
得
金
額
が
1
3
3
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。

)
の
氏
名
 

(
2
)
 

所
得

割
の

納
税

義
務

者
(
合

計
所

得
金

額
が

1
,
0
0
0
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

)
の

自
己

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
(
法

第
3
1
3
条

第
3
項

に
規

定
す

る
青

色
事

業
専

従
者

に
該

当
す

る
も

の
で

同
項

に
規

定
す

る
給

与
の

支
払

を
受

け
る

も
の

及
び

同
条

第
4
項

に
規

定
す

る
事

業
専

従
者

に
該

当
す

る
も

の
を

除

き
、
合
計
所
得
金
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

1
3
3
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
1
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
氏
名
 

(
3
)
・

(
4
)
 
（
略
）
 

(
3
)
・

(
4
)
 
（
略
）
 

2
～

4
 
（
略
）
 

2
～

4
 
（
略
）
 

5
 
給
与
所
得
者
は
、
第
1
項
及
び
第
3
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ

き
給

与
支

払
者

が
令

第
4
8
条

の
9
の

7
の

2
に

お
い

て
準

用
す

る
令

第
8
条

の
2

の
2
に

規
定

す
る

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

、
施

行
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
当
該

申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該

給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

電
磁

的
方

法
(
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

方
法

そ
の

他
の

情
報

通
信

の
技

術
を

利
用

す
る

方
法

で
あ

っ
て

施
行

規
則

で
定

め
る

も
の

を

い
う
。
次
条
第
5
項
及
び
第

5
3
条
の
9
第

3項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
り
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

5
 
給
与
所
得
者
は
、
第
1
項
及
び
第
3
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ

き
給

与
支

払
者

が
令

第
4
8
条

の
9
の

7
の

2
に

お
い

て
準

用
す

る
令

第
8
条

の
2

の
2
に

規
定

す
る

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

、
施

行
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

電
磁

的
方

法
(
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

方
法

そ
の

他
の

情
報

通
信

の
技

術
を

利
用

す
る

方
法

で
あ

っ
て

施
行

規
則

で
定

め
る

も
の

を

い
う
。
次
条
第
4
項
及
び
第

5
3
条
の
9
第

3項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
り
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

6
 
（
略
）
 

6
 
（
略
）
 

(
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
)
 

(個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
)
 

第
3
6
条
の
3
の
3
 
次
に
掲
げ
る
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」

と
い
う
。
)
は
、
公
的
年
金
等
支
払
者
(
所
得
税
法
第
2
0
3
条
の
6
第

1項
に
規
定
す
る

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き

同
項

に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

(
以

下
こ

の

第
3
6
条

の
3
の

3
 

所
得

税
法

第
2
0
3
条

の
6
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規

定
す

る

申
告

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
者

又
は

法
の

施
行

地
に

お
い

て
同

項
に

規

定
す

る
公

的
年

金
等

(
所

得
税

法
第

2
0
3
条

の
7
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を
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項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
)
の
支
払
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て

同
じ

。
)
か

ら
毎

年
最

初
に

公
的

年
金

等
の

支
払

を
受

け
る

日
の

前
日

ま
で

に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(
1
)
 

所
得

税
法

第
2
0
3
条

の
6
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規

定
す

る
申

告
書

を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
 

(
2
)
 

法
の

施
行

地
に

お
い

て
公

的
年

金
等

(
所

得
税

法
第

2
0
3
条

の
7
の

規
定

の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
)
の
支
払
を
受
け
る
第
2
3
条
第
1
項
第

1
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
(
所
得
割
の
納
税
義
務
者
(
合
計
所
得
金
額
が
9
0
0
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

)
の

自
己

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
(
合

計
所

得
金
額
が
9
5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
第
3
号

に
お

い
て

同
じ

。
)
(
退

職
手

当
等

(
第

5
3
条

の
2
に

規
定

す
る

退
職

手
当

等
に

限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
)
又
は

扶
養

親
族

(
年

齢
1
6
歳

未
満

の
者

又
は

控
除

対
象

扶
養

親
族

で
あ

っ
て

退
職

手

当
等

に
係

る
所

得
を

有
す

る
者

に
限

る
。

)
若

し
く

は
特

定
親

族
(
退

職
手

当
等

に
係

る
所

得
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

、
合

計
所

得
金

額
が

8
5
万

円
以

下
で

あ
る

も
の
に
限
る
。
)
を
有
す
る
者
 

(
3
)
 

法
の

施
行

地
に

お
い

て
公

的
年

金
等

(
所

得
税

法
第

2
0
3
条

の
7
の

規
定

の
適

用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
)
の
支
払
を
受
け
る
第
2
3
条
第
1
項
第

1
号
に
掲
げ
る

者
(
当

該
年

中
に

支
払

を
受

け
る

べ
き

当
該

公
的

年
金

等
の

額
が

そ
の

年
最

初

に
当

該
公

的
年

金
等

の
支

払
を

受
け

る
べ

き
日

の
前

日
の

現
況

に
お

い
て

令
第

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
)
の
支
払
を
受
け
る
者

で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
(
所
得
割
の
納
税
義
務
者
(
合
計
所
得
金
額
が
9
0
0
万
円
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
(
退
職
手
当
等
(
第

5
3
条
の
2
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
係

る
所

得
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

、
合

計
所

得
金

額
が

9
5
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に

限
る
。
)
を
い
う
。
第
2
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
又
は
扶
養
親
族
(
年
齢

1
6
歳
未
満
の
者

又
は

控
除

対
象

扶
養

親
族

で
あ

っ
て

退
職

手
当

等
に

係
る

所
得

を
有

す
る

者
に

限

る
。
)
若
し
く
は
特
定
親
族
(
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合

計
所

得
金

額
が

8
5
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

)
を

有
す

る
者

(
以

下
こ

の
条

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
)
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、

当
該

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き

所
得

税
法

第
2
0
3
条

の
6
第

1
項

に
規

定

す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と

い
う
。
)
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施

行
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当

該
公
的
年
金
等
支

払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称
 

(
2
)
 
特
定
配
偶
者
の
氏
名
 

(
3
)
 
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

(
4
)
 
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
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4
8
条

の
9
の

7
の

3
に

定
め

る
金

額
に

満
た

な
い

者
を

除
く

。
)
で

あ
っ

て
、

障
害

者
、

寡
婦

若
し

く
は

ひ
と

り
親

に
該

当
す

る
者

又
は

特
定

配
偶

者
若

し
く

は
扶

養
親

族
(
年

齢
1
6
歳

未
満

の
者

又
は

控
除

対
象

扶
養

親
族

に
限

る
。

)
若

し
く

は

特
定

親
族

(
合

計
所

得
金

額
が

8
5
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

)
を

有
す

る

者
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
 

(
1
)
 
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称
 

(
2
)
 
公
的
年
金
等
受
給
者
が
、
法
第
3
1
4
条
の
2
第

1項
第
6
号
に
規
定
す
る
特
別
障

害
者

又
は

そ
の

他
の

障
害

者
に

該
当

す
る

場
合

に
は

そ
の

旨
及

び
そ

の
該

当
す

る
事
実
並
び
に
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
 

(
3
)
 
特
定
配
偶
者
の
氏
名
 

(
4
)
 
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

(
5
)
 
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
 

 

3
 

第
1
項

又
は

法
第

3
1
7
条

の
3
の

3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

公
的

年
金

等
支

払
者

を
経

由
し

て
提

出
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

申
告

書
に

記
載

す
べ

き
事

項

が
そ

の
年

の
前

年
に

お
い

て
当

該
公

的
年

金
等

支
払

者
を

経
由

し
て

提
出

し
た

第

1
項
又
は
同
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
載
し
た
事
項
と

異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得

税
法

第
2
0
3
条

の
6
第

2
項

に
規

定
す

る
国

税
庁

長
官

の
承

認
を

受
け

て
い

る
場

合

に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
1
項
又
は
法
第
3
1
7
条
の
3
の

3第

1
項

の
規

定
に

よ
り

記
載

す
べ

き
事

項
に

代
え

て
当

該
異

動
が

な
い

旨
を

記
載

し

た
第
1
項
又
は
同
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

2
 

前
項

 
又

は
法

第
3
1
7
条

の
3
の

3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

公
的

年
金

等
支

払
者

を
経

由
し

て
提

出
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

申
告

書
に

記
載

す
べ

き
事

項

が
そ

の
年

の
前

年
に

お
い

て
当

該
公

的
年

金
等

支
払

者
を

経
由

し
て

提
出

し
た

前

項
 
又

は
法

第
3
1
7
条

の
3
の

3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
に

記
載

し
た

事
項

と

異
動
が
な
い
と
き

は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得

税
法

第
2
0
3
条

の
6
第

2
項

に
規

定
す

る
国

税
庁

長
官

の
承

認
を

受
け

て
い

る
場

合

に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
 
又
は
法
第
3
1
7
条
の
3
の

3第

1
項

の
規

定
に

よ
り

記
載

す
べ

き
事

項
に

代
え

て
当

該
異

動
が

な
い

旨
を

記
載

し

た
前

項
 
又

は
法

第
3
1
7
条

の
3
の

3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

提
出

す
る

こ
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と
が
で
き
る
。
 

と
が
で
き
る
。
 

4
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
 

5
 

公
的

年
金

等
受

給
者

は
、

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
4
8
条
の
9
の

8
 
 
 
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
8
条

の
2
の

2
に

規
定

す
る

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

、
施

行
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に

よ
り
、
当

該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当

該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該

申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4
 

公
的

年
金

等
受

給
者

は
、

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き

公
的

年
金

等
支

払
者

が
令

第
4
8
条

の
9
の

7
の

3
に

お
い

て
準

用
す

る
令

第
8
条

の
2
の

2
に

規
定

す
る

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

、
施

行
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に

よ
り
、
当
該
申
告

書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該

申
告
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6
 

前
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
第

4
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
同
項

中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、

「
公
的
年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払
者

が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た

日
」
と
す
る
。
 

5
 

前
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
第

3
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、

「
公
的
年
金
等
支

払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払
者

が
提
供
を
受
け
た

と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た

日
」
と
す
る
。
 

(
固
定
資
産
税
の
免
税
点
)
 

(固
定
資
産
税
の
免
税
点
)
 

第
6
3
条

 
同

一
の

者
に

つ
い

て
そ

の
者

の
所

有
に

係
る

土
地

、
家

屋
又

は
償

却
資

産

に
対

し
て

課
す

る
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
が

土
地

又
は

家
屋

に

あ
っ
て
は
3
0
万
円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
1
8
0
万
円

に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。
 

第
6
3
条

 
同

一
の

者
に

つ
い

て
そ

の
者

の
所

有
に

係
る

土
地

、
家

屋
又

は
償

却
資

産

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
 
 
 
 
 
 
 
 
に

あ
っ
て
は
3
0
万
円
、
家
屋
に
あ
っ
て
は
2
0
万
円

、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
1
5
0
万
円

に
満
た
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

(
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
)
 

(特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
)
 

第
6
条
 
平
成
3
0
年
度
以
後

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、

法
附

則
第

4
条

の
5
第

3
項

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
お

け
る

第
3
4
条

の
2
の

第
6
条

 
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
9
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限

り
、

法
附

則
第

4
条

の
5
第

3
項

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
お

け
る

第
3
4
条

の
2
の
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規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
1
項
」

と
あ
る
の
は
「
同
条
第

1
項
(
第

2
号
を
除
く
。
)
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま

で
並

び
に

法
附

則
第

4
条

の
5
第

3
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

法

第
3
1
4
条
の

2第
1
項

(第
2
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
1
項
」

と
あ
る
の
は
「
同
条
第

1
項
(
第

2
号
を
除
く
。
)
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま

で
並

び
に

法
附

則
第

4
条

の
5
第

3
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

法

第
3
1
4
条
の

2第
1
項

(第
2
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
)
 

(個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
)
 

第
7
条

の
3
 

平
成

2
2
年

度
か

ら
令

和
2
5
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
4

1
条

又
は

第
4
1
条

の
2
の

2
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
場

合
(
同

法
第

4
1
条

第
1
項

に

規
定

す
る

居
住

年
が

平
成

2
1
年

か
ら

令
和

1
2
年

ま
で

の
各

年
で

あ
る

場
合

に
限

る
。
)
に
は
、
法
附
則
第
5
条
の
4
第

5項
 
(
同
条
第
7
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当

該
納

税
義

務
者

の
第

3
4
条

の
3
及

び
第

3
4
条

の
6
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
の

所
得

割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

第
7
条

の
3
 

平
成

2
2
年

度
か

ら
令

和
2
0
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
4

1
条

又
は

第
4
1
条

の
2
の

2
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
場

合
(
同

法
第

4
1
条

第
1
項

に

規
定

す
る

居
住

年
が

平
成

2
1
年

か
ら

令
和

7
年

 
ま

で
の

各
年

で
あ

る
場

合
に

限

る
。
)
に
は
、
法
附
則
第
5
条
の
4
第

5項
 
(
同
条
第
7
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当

該
納

税
義

務
者

の
第

3
4
条

の
3
及

び
第

3
4
条

の
6
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
の

所
得

割
の
額
か
ら
控
除

す
る
。
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

(
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
)
 

(寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
)
 

第
7
条

の
4
 

第
3
4
条

の
7
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
市

民
税

の
所

得
割

の
納

税
義

務

者
が

、
法

第
3
1
4
条

の
7
第

1
1
項

第
2
号

若
し

く
は

第
3
号

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
場

合
又

は
第

3
4
条

の
3
第

2
項

に
規

定
す

る
課

税
総

所
得

金
額

、
課

税
退

職
所

得

金
額

及
び

課
税

山
林

所
得

金
額

を
有

し
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

納
税

義
務

者

の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第

1
6
条
の

3第
1
項
、
附
則
第

1
6
条
の
4
第

1項
、

附
則
第
1
7
条
第
1
項
、
附
則
第
1
8
条
第
1
項
、
附
則
第
1
9
条
第
1
項
、
附
則
第
1
9
条
の

第
7
条

の
4
 

第
3
4
条

の
7
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
市

民
税

の
所

得
割

の
納

税
義

務

者
が

、
法

第
3
1
4
条

の
7
第

1
1
項

第
2
号

若
し

く
は

第
3
号

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
場

合
又

は
第

3
4
条

の
3
第

2
項

に
規

定
す

る
課

税
総

所
得

金
額

、
課

税
退

職
所

得

金
額

及
び

課
税

山
林

所
得

金
額

を
有

し
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

納
税

義
務

者

の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第

1
6
条
の

3第
1
項
、
附
則
第

1
6
条
の
4
第

1項
、

附
則
第
1
7
条
第
1
項
、
附
則
第
1
8
条
第
1
項
、
附
則
第
1
9
条
第
1
項
、
附
則
第
1
9
条
の

29



2
第

1
項
、
附
則
第
1
9
条
の
3
第
1
項
又
は
附
則
第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
と
き
は
、
第
3
4
条
の
7
第

2項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら

ず
、

法
附

則
第

5
条

の
5
第

2
項

(
法

附
則

第
5
条

の
6
第

3
項

又
は

第
4
項

の
規

定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
と
す
る
。
 

2
第

1
項
又
は
附
則
第
2
0
条
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
と
き
は
、
第
3
4
条
の
7
第

2項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
附
則
第
5
条
の
5
第

2項
(
法
附
則
第
5
条
の

6
第
2
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
と
す
る

。
 

3
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
 

第
9
条

の
2
 

当
分

の
間

、
所

得
割

の
納

税
義

務
者

が
前

年
中

に
特

例
控

除
対

象
寄

附

金
を
支
出
し
、
か
つ

、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
特

例
通

知
書

の
送

付
が

あ
っ

た
場

合
(
法

附
則

第
7
条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

な

か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
)
に
は
、
法
附
則
第
7
条
の
2
第

4項
(
法

附
則

第
7
条

の
3
第

3
項

又
は

第
4
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第

3
4
条
の
7
第

1項
及

び
第
2
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

第
9
条

の
2
 

当
分

の
間

、
所

得
割

の
納

税
義

務
者

が
前

年
中

に
特

例
控

除
対

象
寄

附

金
を
支
出
し
、
か
つ

、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
特

例
通

知
書

の
送

付
が

あ
っ

た
場

合
(
法

附
則

第
7
条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

な

か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
)
に
は
、
法
附
則
第
7
条
の
2
第

4項
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
及

び
第
2
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
優

良
住

宅
地

の
造

成
等

の
た

め
に

土
地

等
を

譲
渡

し
た

場
合

の
長

期
譲

渡
所

得

に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(
優

良
住

宅
地

の
造

成
等

の
た

め
に

土
地

等
を

譲
渡

し
た

場
合

の
長

期
譲

渡
所

得

に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
7
条

の
2
 

昭
和

6
3
年

度
か

ら
令

和
1
1
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
(
租

税
特

別
措

置
法

第
3
1
条

第
1
項

に
規

定
す

る
土

地
等

を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
譲
渡
(
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅

地
等

の
た

め
の

譲
渡

(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
優

良
住

宅
地

等
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲

第
1
7
条

の
2
 

昭
和

6
3
年

度
か

ら
令

和
1
1
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
(
租

税
特

別
措

置
法

第
3
1
条

第
1
項

に
規

定
す

る
土

地
等

を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
譲
渡
(
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅

地
等

の
た

め
の

譲
渡

(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
優

良
住

宅
地

等
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲
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渡
所

得
(
次

条
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
譲

渡
所

得
を

除
く

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
)
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額

は
、
前
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

渡
所

得
(
次

条
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
譲

渡
所

得
を

除
く

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
)
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額

は
、
前
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
1
1
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡

所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
の

譲
渡

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

譲
渡

が
確

定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

6
項

に
規

定
す

る

確
定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同

じ
。

)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
に

係
る

課

税
長

期
譲

渡
所

得
金

額
に

対
し

て
課

す
る

市
民

税
の

所
得

割
に

つ
い

て
準

用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の

2第
1
2
項
の
規
定
に
該

当
す

る
こ

と
と

な
る

と
き

は
、

当
該

譲
渡

は
確

定
優

良
住

宅
地

等
予

定
地

の
た

め

の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
1
1
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡

所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
の

譲
渡

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

譲
渡

が
確

定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

5
項

に
規

定
す

る

確
定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同

じ
。

)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
に

係
る

課

税
長

期
譲

渡
所

得
金

額
に

対
し

て
課

す
る

市
民

税
の

所
得

割
に

つ
い

て
準

用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の

2第
1
0
項
の
規
定
に
該

当
す

る
こ

と
と

な
る

と
き

は
、

当
該

譲
渡

は
確

定
優

良
住

宅
地

等
予

定
地

の
た

め

の
譲
渡
で
は
な
か

っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

3
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
 

4
 
第

1項
(
第
2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割

の
納

税
義

務
者

が
、

租
税

特
別

措
置

法
第

3
1
条

の
2
第

2
項

第
1
3
号

か
ら

第
1
5
号

ま

で
に

掲
げ

る
土

地
等

の
譲

渡
に

該
当

す
る

も
の

を
し

た
と

き
に

お
け

る
そ

の
譲

渡

を
し

た
土

地
等

が
そ

の
譲

渡
を

し
た

時
に

お
い

て
地

す
べ

り
等

防
止

法
(
昭

和
3
3

年
法
律
第
3
0
号
)
第

3
条
第
1
項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る

災
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
(
昭

和
4
4
年

法
律

第
5
7
号

)
第

3
条

第
1
項

の
急

傾
斜

地
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崩
壊

危
険

区
域

、
土

砂
災

害
警

戒
区

域
等

に
お

け
る

土
砂

災
害

防
止

対
策

の
推

進

に
関

す
る

法
律

(
平

成
1
2
年

法
律

第
5
7
号

)
第

9
条

第
1
項

の
土

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
又

は
特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
法

(
平

成
1
5
年

法
律

第
7
7
号

)
第

5
6
条

第
1

項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第

1項
又

は
第

2
項

に
規

定
す

る
優

良
住

宅
地

等
の

た
め

の
譲

渡
又

は
確

定
優

良
住

宅
地

等

予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
 

(
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
9
条
の
3
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第

3
8
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
事

業
所

得
、

譲
渡

所
得

又
は

雑
所

得
を

有
す

る
場

合

に
は
、
当
該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
3
3
条
第
1
項
及

び
第
2
項
並
び
に
第
3
4
条
の
3
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年

中
の

当
該

事
業

所
得

の
金

額
、

譲
渡

所
得

の
金

額
及

び
雑

所
得

の
金

額
と

し
て

令

附
則

第
1
8
条

の
6
の

4
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
計

算
し

た
金

額
(
以

下
こ

の
項

に

お
い
て
「
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
特

定
暗

号
資

産
に

係
る

課
税

譲
渡

所
得

等
の

金
額

(
特

定
暗

号
資

産
に

係
る

譲
渡

所

得
等

の
金

額
(
次

項
第

1
号

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

第
3
4
条

の
2

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
)
を
い
う
。
)
の
1
0
0
分
の

3
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
 
第

3
4
条
の
2
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
附
則
第
1
9
条
の
3
第
1
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
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(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で

、
第
3
4
条
の
9
第
1
項

、
附
則
第
7
条
第

1
項

及
び
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
1
9
条
の
3
第

1項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4

条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
及
び
附
則
第
7
条
の

3
第
1
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ

る
の

は
「

所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
1
9
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第
1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は

「
所

得
割

の
額

及
び

附
則

第
1
9
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(
3
)
 
第

3
5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る

の
は

「
若

し
く

は
山

林
所

得
金

額
又

は
附

則
第

1
9
条

の
3
第

1
項

に
規

定
す

る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
、
山
林
所
得
金
額
若
し
く
は
附
則
第
1
9
条
の

3第
1
項
に
規
定

す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

(
4
)
 
附
則
第
5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

と
あ

る
の

は
「

山
林

所
得

金
額

並
び

に
附

則
第

1
9
条

の
3
第

1
項

に
規

定
す

る
特

定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ

る
の

は
「

所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
1
9
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。
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議案第69号 

 

備前市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例 

 

備前市学校給食共同調理場設置条例(平成17年備前市条例第100号)の一部を次のように改正

する。 

 

第2条の表を次のように改める。 

名称 構成 位置 

備前市立西鶴山共同調理場 西鶴山小学校 備前市畠田22番地1 

香登小学校 

伊部小学校 

備前市立伊里共同調理場 片上小学校 備前市友延309番地1 

伊里小学校 

東鶴山小学校 

吉永小学校 

備前中学校 

伊里中学校 

吉永中学校 
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備前市立日生共同調理場 三石小学校 備前市日生町寒河380番地79 

日生西小学校 

日生東小学校 

三石中学校 

日生中学校 

附 則 

この条例は、令和8年9月1日から施行する。 
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議
案
第
6
9
号
参
考
資
料
 

備
前
市
学
校
給
食
共
同
調
理
場
設
置
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
名
称
、
構
成
及
び
位
置
)
 

(名
称
、
構
成
及
び
位
置
)
 

第
2
条
 
共
同
調
理
場
の
名
称
、
構
成
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
2
条
 
共
同
調
理
場
の
名
称
、
構
成
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

構
成
 

位
置
 

備
前

市
立

西
鶴

山
共

同
調

理
場
 

西
鶴
山
小
学
校

 
備
前
市
畠
田
2
2
番
地

1 

香
登
小
学
校
 

伊
部
小
学
校
 

備
前

市
立

伊
里

共
同

調
理

場
 

片
上
小
学
校
 

備
前
市
友
延
3
0
9
番
地
1
 

伊
里
小
学
校
 

東
鶴
山
小
学
校

 

吉
永
小
学
校
 

備
前
中
学
校
 

伊
里
中
学
校
 

吉
永
中
学
校
 

備
前

市
立

日
生

共
同

調
理

場
 

三
石
小
学
校
 

備
前

市
日

生
町

寒
河

3
8
0
番

地
7
9
 

日
生
西
小
学
校

 

日
生
東
小
学
校

 

三
石
中
学
校
 

日
生
中
学
校
 

 

名
称
 

構
成
 

位
置
 

備
前

市
立

西
鶴

山
共

同
調

理
場
 

西
鶴
山
小
学
校
 

備
前
市
畠
田
2
2
番
地

1 

香
登
小
学
校
 

伊
部
小
学
校
 

備
前

市
立

伊
里

共
同

調
理

場
 

片
上
小
学
校
 

備
前
市
友
延
3
0
9
番
地
1
 

伊
里
小
学
校
 

東
鶴
山
小
学
校
 

三
石
小
学
校
 

備
前
中
学
校
 

伊
里
中
学
校
 

三
石
中
学
校
 

備
前

市
立

日
生

共
同

調
理

場
 

日
生
西
小
学
校
 

備
前

市
日

生
町

寒
河

3
8
0
番

地
7
9
 

日
生
東
小
学
校
 

日
生
中
学
校
 

備
前

市
立

吉
永

共
同

調
理

場
 

吉
永
小
学
校
 

備
前

市
吉

永
町

岩
崎

3
6
3
番

地
 

吉
永
中
学
校
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議案第70号 

 

備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年備前市条例第

20号)の一部を次のように改正する。 

 

第3条中「場合」の次に「若しくは同条第10項第3号の規定に基づき保育を必要とする児童で

あって満3歳以上のものについて保育を行う場合」を加える。 

第7条第1項中「事項」の次に「(法第6条の3第10項第3号に掲げる事業(以下「満3歳以上限定

小規模保育事業」という。)を行う事業者(以下「満3歳以上限定小規模保育事業者」という。)

にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)」を加え、同項第2号中「代替保育」の次に「(家庭

的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭

的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同項第

3号中「当該家庭的保育事業者等」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業者を除く。第6項及

び第7項において同じ。)」を、「この号」の次に「及び第6項第1号」を加え、同条第6項中「家

庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると

認めるときは、同号」を「次のいずれかに該当するときは、第1項第3号」に改め、同項に次の
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各号を加える。 

(1) 市長が法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による

保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者

等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き

必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 

第7条第7項各号列記以外の部分中「前項」の次に「(第2号に該当する場合に限る。)」を、「も

のに限る。)」の次に「又は満3歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加える。 

第19条第6号中「利用定員」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満3歳以

上の幼児の利用定員)」を加える。 

第25条中「以下」を「次条及び第27条において」に改める。 

第28条中「小規模保育事業B型」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業を除く。)」を、「小

規模保育事業C型」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業を除く。)」を加える。 

第30条第2項第3号中「第6条の3第10項第2号」の次に「又は第3号」を加え、同条第3項中「准

看護師」の次に「(以下「看護師等」という。)」を加え、同条に次の2項を加える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定

による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有

するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に

関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事し

た経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以

下「特定理学療法士等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、

当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所A型の保育士(認定

地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士をいい、附則第5項又は第6項の規定により保育士とみな

される者を除く。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所A型の保育士(前項ただし書の規定

による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。 

第31条中「家庭的保育事業を行う者(以下」を「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条に

おいて」に、「小規模保育事業A型を行う者(以下」を「小規模保育事業A型を行う者(第31条に

おいて準用する次条及び第27条において」に改める。 
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第32条第3項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の2項を加

える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する特

定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士

等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所B型の保育士(認定地方公共団体の区域

内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る

地域限定保育士をいう。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所B型の保育士(前項ただし書の規定

による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。 

第33条中「家庭的保育事業を行う者(以下」を「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条に

おいて」に、「小規模保育事業B型を行う者(以下」を「小規模保育事業B型を行う者(第33条に

おいて準用する次条及び第27条において」に改める。 

第36条中「第6条の3第10項」を「第6条の3第10項第1号」に改める。 

第37条中「家庭的保育事業を行う者(以下」を「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条に

おいて」に、「小規模保育事業C型を行う者(以下」を「小規模保育事業C型を行う者(第37条に

おいて準用する次条及び第27条において」に改める。 

第42条中「以下」を「次条及び第27条において」に改める。 

第45条第3項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の2項を加

える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務

する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学

療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士(認定地方

公共団体の区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士をいい、附則第5項又は第6項の規定により保育士とみ

なされる者を除く。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなけ

ればならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし

書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

第47条中「家庭的保育事業を行う者(以下」を「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条に

おいて」に、「保育所型事業所内保育事業を行う者(以下」を「保育所型事業所内保育事業を行

う者(第47条において準用する次条及び第27条において」に改める。 
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第48条第3項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の2項を加

える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務

する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学

療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士(認定地方

公共団体の区域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士をいう。次項において同じ。)による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし

書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

第49条中「家庭的保育事業を行う者(以下」を「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条に

おいて」に、「小規模型事業所内保育事業を行う者(以下」を「小規模型事業所内保育事業を行

う者(第49条において準用する次条及び第27条において」に改める。 

附則第3項中「家庭的保育事業者等(」の次に「満3歳以上限定小規模保育事業者及び」を加え

る。 

附則第4項中「家庭的保育事業等」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業を除く。)」を加

える。 

附則第7項中「法第18条の18第1項の登録を受けた者」を「認定地方公共団体の区域内にある

小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士」に改め、「第30条第3項」の次に「若しくは第4項」を、

「第45条第3項」の次に「若しくは第4項」を、「除く。)を」の次に「、前2項の規定の適用が

ないものとした場合の第30条第2項又は第45条第2項により算定される」を加え、「(前2項の規

定の適用がないとした場合の第30条第2項又は第45条第2項により算定されるものをいう。)」を

削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議
案
第
7
0
号
参
考
資
料
 

備
前
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
最
低
基
準
の
目
的
)
 

(最
低
基
準
の
目
的
)
 

第
3
条

 
こ

の
条

例
で

定
め

る
基

準
(
以

下
「

最
低

基
準

」
と

い
う

。
)
は

、
家

庭
的

保

育
事
業
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児
(
満

3歳
に
満
た
な
い
者
に
限
る
。
た
だ

し
、
法
第
6
条
の
3
第

9項
第
2
号
、
同
条
第

1
0
項
第

2号
、
同
条
第
1
1
項
第
2
号
又
は

同

条
第

1
2
項

第
2
号

の
規

定
に

よ
り

保
育

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
児

童
で

満
3
歳

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
保

育
を

行
う

場
合

若
し

く
は

同
条

第
1
0
項

第
3
号

の
規

定
に

基
づ

き
保

育
を

必
要

と
す

る
児

童
で

あ
っ

て
満

3
歳

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
保

育
を

行
う

場
合

は
、

当
該

児
童

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
)
(
以

下
「

利
用

乳
幼

児
」

と
い

う
。

)

が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て

、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な

訓
練

を
受
け
た
職
員
が
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ

れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
3
条
 
こ
の
条
例
で
定
め
る
基
準
(
以
下
「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
)
は
、
家
庭
的
保
育

事
業

等
を

利
用

し
て

い
る

乳
児

又
は

幼
児

(
満

3
歳

に
満

た
な

い
者

に
限

る
。

た
だ

し
、
法
第
6
条
の
3
第

9項
第
2
号
、
同
条
第
1
0
項
第

2号
、
同
条
第
1
1
項
第
2
号
又
は
同

条
第

1
2
項

第
2
号

の
規

定
に

よ
り

保
育

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
児

童
で

満
3
歳

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
保

育
を

行
う

場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 

 
  

 は
、

当
該

児
童

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
)
(
以

下
「

利
用

乳
幼

児
」

と
い

う
。

)

が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練

を
受
け
た
職
員
が
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ

れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
保
育
所
等
と
の
連
携
)
 

(保
育
所
等
と
の
連
携
)
 

第
7
条

 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

(
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
行

う
者

(
以

下
「

居
宅

訪

問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
1
項
、
第

8条
の

3

第
2
項
、
第

1
5
条
第
1
項
及
び
第
2
項
、
第

1
6
条
第
1
項
、
第
2
項
及
び
第

5
項
、
第

1
7
条

並
び

に
第

1
8
条

第
1
項

か
ら

第
3
項

ま
で

に
お

い
て

同
じ

。
)
は

、
利

用
乳

幼
児

に
対

す
る
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ

る
保

育
の

提
供

の
終

了
後

も
満

3
歳

以
上

の
児

童
に

対
し

て
必

要
な

教
育

(
教

育
基

本
法

(
平

成
1
8
年

法
律

第
1
2
0
号

)
第

6
条

第
1
項

に
規

定
す

る
法

律
に

定
め

る
学

校
に

第
7
条

 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

(
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
行

う
者

(
以

下
「

居
宅

訪

問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
1
項
、
第
8
条
の
3

第
2
項

、
第
1
5
条
第
1
項
及
び
第
2
項

、
第
1
6
条
第
1
項

、
第
2
項
及
び
第

5
項
、
第

1
7
条

並
び

に
第

1
8
条

第
1
項

か
ら

第
3
項

ま
で

に
お

い
て

同
じ

。
)
は

、
利

用
乳

幼
児

に
対

す
る
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ

る
保

育
の

提
供

の
終

了
後

も
満

3
歳

以
上

の
児

童
に

対
し

て
必

要
な

教
育

(
教

育
基

本
法

(
平

成
1
8
年

法
律

第
1
2
0
号

)
第

6
条

第
1
項

に
規

定
す

る
法

律
に

定
め

る
学

校
に
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お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
第
3
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
又
は
保
育
が
継
続
的
に

提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
(
法
第
6
条
の

3
第
1
0
項
第

3号
に
掲
げ
る
事

業

(
以
下
「
満
3
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
」
と
い
う
。
)
を
行
う
事
業
者
(
以
下
「
満

3
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
に
あ
っ
て
は
、
第

1号
及
び
第
2
号

に
掲

げ
る

事
項

)
に

係
る

連
携

協
力

を
行

う
保

育
所

、
幼

稚
園

又
は

認
定

こ
ど

も
園

(
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
)
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、

離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
が

認
め

る
も

の
に

お
い

て
家

庭
的

保
育

事
業

等
(
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
除

く
。

第

1
7
条
第
2
項
第
3
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
つ
い
て
は

、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
第

3号
に
お
い
て
同
じ
。
)
又
は
保
育
が
継
続
的
に

提
供

さ
れ

る
よ

う
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園

(
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
)
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
が

認
め

る
も

の
に

お
い

て
家

庭
的

保
育

事
業

等
(
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
除

く
。

第

1
7
条
第
2
項
第
3
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
必
要
に
応
じ
て
、
代
替
保
育
(
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
職
員
の
病
気
、
休
暇

等
に
よ
り
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業

者
等

に
代

わ
っ

て
提

供
す

る
保

育
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)
 

を
提
供
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
必
要
に
応
じ
て
、
代
替
保
育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
 

を
提
供
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

当
該

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

を
除

く
。

第
6
項

及
び

第
7
項

に
お

い
て

同
じ

。
)
に

よ
り

保
育

の
提

供
を

受
け

て
い

た

利
用

乳
幼

児
(
事

業
所

内
保

育
事

業
(
法

第
6
条

の
3
第

1
2
項

に
規

定
す

る
事

業
所

内
保

育
事

業
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

)
の

利
用

乳
幼

児
に

あ
っ

て
は

、
第

4
3
条

に

規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
6
項
第
1
号

に

お
い

て
同

じ
。

)
を

当
該

保
育

の
提

供
の

終
了

に
際

し
て

、
当

該
利

用
乳

幼
児

の

保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
又

(
3
)
 
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
り
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た

利
用

乳
幼

児
(
事

業
所

内
保

育
事

業
(
法

第
6
条

の
3
第

1
2
項

に
規

定
す

る
事

業
所

内
保

育
事

業
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

)
の

利
用

乳
幼

児
に

あ
っ

て
は

、
第

4
3
条

に

規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
 
 
 
 
 
 
 
に

お
い

て
同

じ
。

)
を

当
該

保
育

の
提

供
の

終
了

に
際

し
て

、
当

該
利

用
乳

幼
児

の

保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
又
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は
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

は
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

2
～

5
 
（
略
）
 

2
～

5
 
（
略
）
 

6
 
市
長
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
1
項
第

3
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
の

規
定

を
適

用
し

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6
 

市
長

は
、

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
る

第
1
項

第
3
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
を
適
用
し

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
市
長
が
法
第
2
4
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
家
庭

的

保
育

事
業

者
等

に
よ

る
保

育
の

提
供

を
受

け
て

い
た

利
用

乳
幼

児
を

優
先

的
に

取
り

扱
う

措
置

そ
の

他
の

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
る

保
育

の
提

供
の

終
了

に
際
し
て
、
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要
な

教
育
又
は
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。
 

 

(
2
)
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
る

第
1
項

第
3
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
施

設
の

確
保

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
(
前

号
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
。
)
。
 

 

7
 
前
項

(
第
2
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
)
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業

者
等
は
、
法
第
5
9
条
第
1
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
(
入
所
定

員
が
2
0
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
)
又
は
満
3
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う

事
業
所
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
1
項
第
3
号
に
掲
げ
る
事
項

に

係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

7 
前

項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業

者
等
は
、
法
第
5
9
条
第
1
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
(
入
所
定

員
が

2
0
人

以
上

の
も

の
に

限
る

。
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
1
項
第
3
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
運
営
規
程

)
 

(
運
営
規
程

)
 

第
1
9
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事

第
1
9
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
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項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 

乳
幼

児
の

区
分

ご
と

の
利

用
定

員
(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

に

あ
っ
て
は
、
満
3
歳
以
上
の
幼
児
の
利
用
定
員
)
 

(
6)
 
乳

幼
児

の
区

分
ご

と
の

利
用

定
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  
 

(
7
)
～

(
1
1
)
 
（
略
）
 

(
7
)
～

(
1
1
)
 
（
略
）
 

(
保
育
時
間

)
 

(
保
育
時
間

)
 

第
2
5
条
 
保
育
時
間
は
、
1
日
に
つ
き
8
時
間
を
原
則
と
し
、
乳
幼
児
の
保
護
者
の
労
働

時
間

そ
の

他
家

庭
の

状
況

等
を

考
慮

し
て

、
家

庭
的

保
育

事
業

を
行

う
者

(
次

条
及

び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
が
定
め
る
も
の
と
す
る

。

第
2
5
条
 
保
育
時
間
は
、
1
日
に
つ
き
8
時
間
を
原
則
と
し
、
乳
幼
児
の
保
護
者
の
労
働

時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
以
下
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
が
定
め
る
も
の
と
す
る

。
 

(
小
規
模
保
育
事
業
の
区
分
)
 

(小
規
模
保
育
事
業
の
区
分
)
 

第
2
8
条
 
小
規
模
保
育
事
業
は
、
小
規
模
保
育
事
業
A
型
、
小
規
模
保
育
事
業
B
型
(
満

3

歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
除
く
。
)
及
び
小
規
模
保
育
事
業
C
型
(
満

3歳
以

上

限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
除
く
。
)
と
す
る
。
 

第
2
8
条
 
小
規
模
保
育
事
業
は
、
小
規
模
保
育
事
業
A
型
、
小
規
模
保
育
事
業
B
型
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
小
規
模
保
育
事
業
C
型
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

(
職
員

) 
(職

員
)
 

第
3
0
条
 
（
略
）
 

第
3
0
条
 
（
略
）
 

2
 

保
育

士
の

数
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定

め
る
数
の
合
計
数
に
1
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。
 

2
 

保
育

士
の

数
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に
定

め
る
数
の
合
計
数
に
1
を
加
え
た
数
以
上
と
す
る
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 

満
3
歳

以
上

満
4
歳

に
満

た
な

い
児

童
 

お
お

む
ね

1
5
人

に
つ

き
1
人

(
法

第
6

条
の

3
第

1
0
項

第
2
号

又
は

第
3
号

の
規

定
に

基
づ

き
受

け
入

れ
る

場
合

に
限

る
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
 

(
3
)
 

満
3
歳

以
上

満
4
歳

に
満

た
な

い
児

童
 

お
お

む
ね

1
5
人

に
つ

き
1
人

(
法

第
6

条
の
3
第

1
0
項
第
2
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
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(
4
)
 

（
略
）
 

(
4
)
 

（
略
）
 

3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

小
規

模
保

育
事

業

所
A
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
(
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
)

を
1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

小
規

模
保

育
事
業

所
A型

に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
を
1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

4
 
第

2項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業

所
A
型

に
勤

務
す

る
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
心

理
担

当
職

員

(
学

校
教

育
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

)
の

規
定

に
よ

る
大

学
(
短

期
大

学
を

除

く
。

)
若

し
く

は
大

学
院

に
お

い
て

、
心

理
学

を
専

修
す

る
学

科
、

研
究

科
若

し
く

は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理

療
法

の
技

術
を

有
す

る
も

の
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら

れ
る

者
を

い
う

。
)
又

は
障

害
児

の
療

育
に

関
す

る
知

識
及

び
経

験
を

有
す

る
者

で

あ
っ

て
、

障
害

児
の

療
育

の
指

導
を

行
う

業
務

に
5
年

以
上

従
事

し
た

経
験

を
有

す

る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
者
(
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
)
を
、
1人

に
限
り
、
保
育
士
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
の
保
育
士
(
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内

に

あ
る

小
規

模
保

育
事

業
所

A
型

に
あ

っ
て

は
、

保
育

士
又

は
当

該
認

定
地

方
公

共
団

体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
を
い
い
、
附
則
第
5
項
又
は
第

6
項
の
規
定
に
よ

り
保

育
士

と
み

な
さ

れ
る

者
を

除
く

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

)
に

よ
る

支
援

を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

5
 

前
2
項

の
規

定
に

よ
り

看
護

師
等

及
び

特
定

理
学

療
法

士
等

の
い

ず
れ

も
が

保
育

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規
模
保
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育
事

業
所

A
型

の
保

育
士

(
前

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る
支

援
を

行
う

保
育

士
を

除
く

。
)
に

よ
る

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

(
準
用

) 
(準

用
)
 

第
3
1
条

 
第

2
5
条

か
ら

第
2
7
条

ま
で

の
規

定
は

、
小

規
模

保
育

事
業

A
型

に
つ

い
て

準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

2
5
条

中
「

家
庭

的
保

育
事

業
を

行
う

者
(
次

条

及
び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
小
規

模
保

育
事

業
A
型

を
行

う
者

(
第

3
1
条

に
お

い
て

準
用

す
る

次
条

及
び

第
2
7
条

に
お

い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
A
型

)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
2
6
条
及
び
第

2
7
条
中
「

家

庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
A
型
)
」
と
す
る
。
 

第
3
1
条

 
第

2
5
条

か
ら

第
2
7
条

ま
で

の
規

定
は

、
小

規
模

保
育

事
業

A
型

に
つ

い
て

準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
以
下
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
小
規

模
保

育
事

業
A
型

を
行

う
者

(
以

下
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
A
型

)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
2
6
条
及
び
第

2
7
条
中
「

家

庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
A
型
)
」
と
す
る
。
 

(
職
員

) 
(職

員
)
 

第
3
2
条
 
（
略
）
 

第
3
2
条
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

小
規

模
保

育
事

業

所
B
型
に
勤
務
す
る
看
護
師
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

小
規

模
保

育
事
業

所
B
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

4
 
第

2項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業

所
B
型
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、
1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

当
該

小
規

模
保

育
事

業
所

B
型

の
保

育
士

(
認

定
地

方
公

共
団

体
の

区
域

内
に

あ
る

小
規

模
保

育
事

業
所

B
型

に
あ

っ
て

は
、

保
育

士
又

は
当

該
認

定
地

方
公

共
団

体
の
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区
域

に
係

る
地

域
限

定
保

育
士

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
)
に

よ
る

支
援

を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

5
 

前
2
項

の
規

定
に

よ
り

看
護

師
等

及
び

特
定

理
学

療
法

士
等

の
い

ず
れ

も
が

保
育

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規
模
保

育
事

業
所

B
型

の
保

育
士

(
前

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る
支

援
を

行
う

保
育

士
を

除
く

。
)
に

よ
る

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

 

(
準
用

) 
(準

用
)
 

第
3
3
条

 
第

2
5
条

か
ら

第
2
7
条

ま
で

及
び

第
2
9
条

の
規

定
は

、
小

規
模

保
育

事
業

B
型

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を

行

う
者
(
次
条
及
び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る

の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
行
う
者
(
第
3
3
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び

第

2
7
条
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
B
型

)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
2
6
条
及
び

第

2
7
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
B
型
)
」
と
、

第
2
9
条
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型

」

と
す
る
。
 

第
3
3
条

 
第

2
5
条

か
ら

第
2
7
条

ま
で

及
び

第
2
9
条

の
規

定
は

、
小

規
模

保
育

事
業

B
型

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行

う
者
(
以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る

の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
B型

を
行
う
者
(以

下
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
B
型

)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第

2
6
条
及
び
第

2
7
条

中
「

家
庭

的
保

育
事

業
者

」
と

あ
る

の
は
「

小
規

模
保

育
事

業
者

(
B
型

)
」
と

、

第
2
9
条
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
」

と
す
る
。
 

(
利
用
定
員

)
 

(
利
用
定
員

)
 

第
3
6
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
は
、
法
第
6
条
の

3
第
1
0
項
第
1
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
6
人
以
上
1
0
人
以
下
と
す
る
。
 

第
3
6
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
は
、
法
第
6
条
の

3
第
1
0
項
 
 
 
 
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
6
人
以
上
1
0
人
以
下
と
す
る
。
 

(
準
用

) 
(準

用
)
 

第
3
7
条

 
第

2
5
条

か
ら

第
2
7
条

ま
で

の
規

定
は

、
小

規
模

保
育

事
業

C
型

に
つ

い
て

準
第

3
7
条

 
第

2
5
条

か
ら

第
2
7
条

ま
で

の
規

定
は

、
小

規
模

保
育

事
業

C
型

に
つ

い
て

準
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用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

2
5
条

中
「

家
庭

的
保

育
事

業
を

行
う

者
(
次

条

及
び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
小
規

模
保

育
事

業
C
型

を
行

う
者

(
第

3
7
条

に
お

い
て

準
用

す
る

次
条

及
び

第
2
7
条

に
お

い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
C
型

)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
2
6
条
及
び
第

2
7
条
中
「

家

庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
C
型
)
」
と
す
る
。
 

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
以
下
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
小
規

模
保

育
事

業
C
型

を
行

う
者

(
以

下
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
C
型

)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
2
6
条
及
び
第

2
7
条
中
「

家

庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者
(
C
型
)
」
と
す
る
。
 

(
準
用

) 
(準

用
)
 

第
4
2
条
 

第
2
5
条
か
ら
第

2
7
条
ま
で
の
規
定
は
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
つ
い
て

準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

2
5
条

中
「

家
庭

的
保

育
事

業
を

行
う

者
(
次

条

及
び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅

訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
、
第
2
6
条
及
び
第
2
7
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
す
る
。
 

第
4
2
条
 

第
2
5
条
か
ら
第

2
7
条
ま
で
の
規
定
は
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
以
下
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「

家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅

訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
、
第

2
6
条
及
び
第
2
7
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
す
る
。
 

(
職
員

) 
(職

員
)
 

第
4
5
条
 
（
略
）
 

第
4
5
条
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

保
育

所
型

事
業

所

内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
1
人
に
限
り
、
保

育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

保
育

所
型

事
業
所

内
保

育
事

業
所

に
勤

務
す

る
保

健
師

、
看

護
師

又
は

准
看

護
師

を
1
人

に
限

り
、

保

育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

4
 
第

2項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所

内
保

育
事

業
所

に
勤

務
す

る
特

定
理

学
療

法
士

等
を

、
1
人

に
限

り
、

保
育

士
と

み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た

っ
て

は
、

当
該

保
育

所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

保
育

士
(
認

定
地

方
公

共
団

体
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の
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当

該
認

定
地

方
公

共
団

体
の

区
域

に
係

る
地

域
限

定
保

育
士

を
い

い
、

附
則

第
5
項

又

は
第

6
項

の
規

定
に

よ
り

保
育

士
と

み
な

さ
れ

る
者

を
除

く
。

次
項

に
お

い
て

同

じ
。
)
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
 

前
2
項

の
規

定
に

よ
り

看
護

師
等

及
び

特
定

理
学

療
法

士
等

の
い

ず
れ

も
が

保
育

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
保
育
所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

保
育

士
(
前

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る
支

援
を

行
う

保

育
士

を
除

く
。

)
に

よ
る

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

(
準
用

) 
(準

用
)
 

第
4
7
条
 

第
2
5
条
か
ら
第

2
7
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に

つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者

(
次
条
及
び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は

「
保

育
所

型
事

業
所

内
保

育
事

業
を

行
う

者
(
第

4
7
条

に
お

い
て

準
用

す
る

次
条

及

び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第

2

6
条

及
び

第
2
7
条

中
「

家
庭

的
保

育
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
保

育
所

型
事

業
所

内

保
育
事
業
者
」
と
す
る
。
 

第
4
7
条
 

第
2
5
条
か
ら
第

2
7
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者

(
以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は

「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
(以

下
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
2

6
条

及
び

第
2
7
条

中
「

家
庭

的
保

育
事

業
者

」
と

あ
る

の
は

「
保

育
所

型
事

業
所
内

保
育
事
業
者
」
と
す
る
。
 

(
職
員

) 
(職

員
)
 

第
4
8
条
 
（
略
）
 

第
4
8
条
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

小
規

模
型

事
業

所
3
 

前
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

小
規

模
型

事
業
所
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内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
1
人
に
限
り
、
保

育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

内
保

育
事

業
所

に
勤

務
す

る
保

健
師

、
看

護
師

又
は

准
看

護
師

を
1
人

に
限

り
、

保

育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

4
 
第

2項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所

内
保

育
事

業
所

に
勤

務
す

る
特

定
理

学
療

法
士

等
を

、
1
人

に
限

り
、

保
育

士
と

み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た

っ
て

は
、

当
該

小
規

模
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

保
育

士
(
認

定
地

方
公

共
団

体

の
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当

該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ

。
)
に

よ
る

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

 

5
 

前
2
項

の
規

定
に

よ
り

看
護

師
等

及
び

特
定

理
学

療
法

士
等

の
い

ず
れ

も
が

保
育

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規
模
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

保
育

士
(
前

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る
支

援
を

行
う

保

育
士

を
除

く
。

)
に

よ
る

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

 

(
準
用

) 
(準

用
)
 

第
4
9
条
 
第
2
5
条
か
ら
第

2
7
条
ま
で
及
び
第
2
9
条
の
規
定
は
、
小
規
模
型
事
業
所
内

保

育
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事

業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」

と
あ

る
の

は
「

小
規

模
型

事
業

所
内

保
育

事
業

を
行

う
者

(
第

4
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る
次
条
及
び
第
2
7
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)」

と
、
第
2
6
条
及
び
第
2
7
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事

第
4
9
条
 
第
2
5
条
か
ら
第

2
7
条
ま
で
及
び
第
2
9
条
の
規
定
は
、
小
規
模
型
事
業
所
内
保

育
事
業
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
条
中
「
家
庭
的
保
育
事

業
を
行
う
者
(
以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」

と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
(
以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」

と
、
第

2
6
条
及
び
第
2
7
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
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業
所

内
保

育
事

業
者

」
と

、
第

2
9
条

中
「

小
規

模
保

育
事

業
所

A
型

」
と

あ
る

の
は

「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
、
同
条
第
1
号
中
「
調
理
設
備
」
と
あ
る
の

は
「

調
理

設
備

(
当

該
小

規
模

型
事

業
所

内
保

育
事

業
所

を
設

置
及

び
管

理
す

る
事

業
主
が
事
業
場
に
附
属
し
て
設
置
す
る
炊
事
場
を
含
む
。
第
4
号
に
お
い
て
同
じ
。
)」

と
す
る
。
 

業
所

内
保

育
事

業
者

」
と

、
第

2
9
条

中
「

小
規

模
保

育
事

業
所

A
型

」
と

あ
る

の
は

「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
、
同
条
第

1
号
中
「
調
理
設
備
」
と
あ
る
の

は
「

調
理

設
備

(
当

該
小

規
模

型
事

業
所

内
保

育
事

業
所

を
設

置
及

び
管

理
す

る
事

業
主
が
事
業
場
に

附
属
し
て
設
置
す
る
炊
事
場
を
含
む
。
第

4号
に
お
い
て
同
じ
。
)」

と
す
る
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

(
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
)
 

(連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
)
 

3
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

及
び

特
例

保
育

所

型
事

業
所

内
保

育
事

業
者

を
除

く
。

)
は

、
連

携
施

設
の

確
保

が
著

し
く

困
難

で
あ

っ
て

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
第

5
9
条

第
4
号

に
規

定
す

る
事

業
に

よ
る

支
援

そ

の
他

の
必

要
な

適
切

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

と
市

が
認

め
る

場
合

は
、

第
7

条
第

1
項

本
文

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

施
行

日
か

ら
起

算
し

て
1
5
年

を
経

過
す

る

日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
を
確
保
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

3
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特

例
保

育
所

型
事

業
所

内
保

育
事

業
者

を
除

く
。

)
は

、
連

携
施

設
の

確
保

が
著

し
く

困
難

で
あ

っ
て

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
第

5
9
条

第
4
号

に
規

定
す

る
事

業
に

よ
る

支
援
そ

の
他

の
必

要
な

適
切

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

と
市

が
認

め
る

場
合

は
、

第
7

条
第

1
項

本
文

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

施
行

日
か

ら
起

算
し

て
1
5
年

を
経

過
す
る

日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
を
確
保
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
小

規
模

保
育

事
業

所
A
型

及
び

保
育

所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

配
置

に

係
る
特
例
)
 

(
小

規
模

保
育

事
業

所
A
型

及
び

保
育

所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

配
置

に

係
る
特
例
)
 

4
 
保
育
の
需
要
に
応
じ
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
(
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法

第
2
7
条

第
1
項

の
確

認
を

受
け

た
も

の
に

限
る

。
)
又

は
家

庭
的

保
育

事
業

等

(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
を

除
く

。
)
が

不
足

し
て

い
る

こ
と

に
鑑

み
、

当
分
の
間
、
第
3
0
条
第
2
項
各
号
又
は
第
4
5
条
第
2
項
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数

が

1
と

な
る

と
き

は
、

第
3
0
条

第
2
項

又
は

第
4
5
条

第
2
項

に
規

定
す

る
保

育
士

の
数

は

1
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
配
置
さ
れ
る
保
育
士
の
数
が
1
人
と
な

る
と
き
は
、
当
該
保
育
士
に
加
え
て
、
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
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議案第71号 

 

備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準を定める条例(平成26年備前市条例第21号)の一部を次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

備前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

を「第2章 雑則(第53条)」に改める。 

第6条第2項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を

「教育認定子ども」に改め、「公正な方法」の次に「(第4項において「選考方法」という。)」

を加え、同条第3項中「同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」を「満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上

目次中 
「 第2章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(第53条―第61条)

第3章 雑則(第62条) 」
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保育認定子どもを除く。)」に改め、同条第4項中「特定教育・保育施設」を「前2項の特定教育・

保育施設」に、「前2項の選考の方法」を「選考方法又は前項に規定する選考の方法」に改める。 

第7条第2項中「法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

第13条第4項第3号ア(ア)中「法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号ア(イ)中「法第19条第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満3歳以上保育認定子ども」に改め、

同号イ(ア)中「法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」を「教育認定子ども」に改め、同号イ(イ)中「法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「満3歳以上保育認定子ども」に改める。 

第20条第7号中「及び第3項」を削り、「選考の方法」を「選考方法及び同条第3項に規定する

選考の方法」に改める。 

第22条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。 

第25条中「幼稚園」を「学校教育法第1条に規定する幼稚園」に、「にあっては、学校教育法」

を「にあっては、同法」に改める。 

第35条第1項中「法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第2項中「法第19条第1号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「同条第2号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満3歳以上保育認定子ども」

に改め、同条第3項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども」と、「同号」とある

のは「同条第2号」に、「イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども」を「イ(ア)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号イ(イ)

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同号イ(イ)中

「満3歳以上保育認定子ども」とあるのは「満3歳以上保育認定子ども」に改める。 

第36条第1項中「法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」を「満3歳以上保育認定子ども」に改め、同条第2項中「法第19条第2号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満3歳以上保育認定子ども」に、

「同条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定

子ども」に改め、同条第3項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」を「教育認定子ども」に、「同条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども」に、「イ

(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「イ(ア)中

「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「イ(イ)中「教育・保育給付認定子ど
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も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「イ(イ)中「満3歳以上保育認定子ども」とあ

るのは「満3歳以上保育認定子ども」に改める。 

第37条第1項中「第28条」を「第27条」に、「第31条」を「第27条」に、「第33条」を「第27

条」に改め、同条第2項を次のように改める。 

2 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業を

行う者をいう。以下同じ。)を除く。)は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、

当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満1歳に満たない小

学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもとに区分して定めるものとする。 

(1) 家庭的保育事業、満3歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第19条第3号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

(2) 事業所内保育事業 法第43条第3項に規定する労働者等監護満3歳未満小学校就学前子

どもに係る利用定員及びその他の法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用

定員 

第37条に次の1項を加える。 

3 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、満3歳以上限定小規模

保育事業を行う事業所ごとに、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を

定めるものとする。 

第39条第2項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満3歳以上限定小規模保育事業者を除く。）」

を、「この節」の次に「(第43条第1項を除く。)」を加え、同条第4項中「満3歳未満保育認定子

ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「特定地域型保育事業

者」を「前2項の特定地域型保育事業者」に、「前項の選考の方法」を「前2項に規定する選考の

方法」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。 

3 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る

法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用して

いる満3歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4項の規定によ

る認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる満3歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

第40条第2項及び第41条中「満3歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

第42条第1項第1号中「満3歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項第3号

中「当該特定地域型保育事業者」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業者を除く。第6項、第

7項及び第12項において同じ。)」を、「により特定地域型保育」の次に「(満3歳以上限定小規模

保育を除く。第6項及び第12項において同じ。)」を、「その他の」の次に「法第19条第3号に掲

げる」を加え、「以下この号」を「第6項第1号」に改め、同条第6項中「特定地域型保育事業者
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による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同

号」を「次のいずれかに該当するときは、第1項第3号」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 市長が、児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。)の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地

域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が

提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 

第42条第7項各号列記以外の部分中「前項」の次に「(第2号に係る部分に限る。)」を、「もの

に限る。)」の次に「又は満3歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加え、「行う者」を

「行う施設又は事業所」に改め、同条中第11項を第12項とし、第10項を第11項とし、同条第9項

中「であって、第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のもの」を削り、同項を同

条第10項とし、同条中第8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える。 

8 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、第1項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保に当たって、同項第3号に係る連携協力を求めることを要しない。 

第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者に限る。)」を加える。 

第46条第7号中「第39条第2項」の次に「及び第3項」を加える。 

第47条第1項及び第2項ただし書中「満3歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め

る。 

第48条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。 

第49条第2項中「満3歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

第50条中「満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上保育認定子ども」を「教育認定

子ども」に、「第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の見出し

中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1項」を「第14条第1項」に改

め、「地域型保育給付費」と」の次に「、第25条中「各号(幼保連携型認定こども園である特定

教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27条の2第1項各号、学校教育法第1条に規

定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第28条第2項において準用する

認定こども園法第27条の2第1項各号)」とあるのは「各号」と」を加える。 

第51条第1項中「特定地域型保育事業者」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業者を除く。

以下この条において同じ。)」を加え、「法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第2項中「法第19条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、
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「次条第1項」を「第52条第1項」に、「法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」を「満3歳以上保育認定子ども」に改め、同条第3項前段中「いう。

次条第3項」の次に「及び第52条第3項」を、「この節(」の次に「第37条第3項、第39条第3項及

び」を加え、「含む。次条第3項」を「含む。第52条第3項」に改め、同項後段中「以下この節」

の次に「(第43条第1項を除く。)」を加え、「同条第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」を「教育認定子ども及び満3歳未満保

育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除き、第52条第1項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる満3歳以上保育認定子ど

もを含む。)において同じ。)」に改め、「中「教育・保育給付認定保護者」の次に「(満3歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」を加え、「法第19条第1号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、

同条の次に次の1条を加える。 

第51条の2 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下この条におい

て同じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項

に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満

3歳以上保育認定子どもの総数が、第37条第3項の規定により定められた利用定員の数を超え

ないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、

それぞれ含むものとして、この節(第37条第2項、第39条第2項及び第40条第2項を除き、第50

条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条ま

で及び第23条から第33条までを含む。)の規定を適用する。この場合において、第39条第3項

中「第19条第2号」とあるのは「第19条第1号」と、「満3歳以上保育認定子ども」とあるのは

「教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第19条第2号」

と、「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できる

よう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育

事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条

第1項中「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者に限る。)」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる

教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3
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項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」と

あるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項

第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前4項」とあるのは

「前3項」とする。 

第52条第1項中「特定地域型保育事業者」の次に「(満3歳以上限定小規模保育事業者を除く。

以下この条において同じ。)」を加え、「法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」を「満3歳以上保育認定子ども」に改め、同条第2項中「法第19条

第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満3歳以上

保育認定子ども」に、「同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「前条」を「第51条」に、「法第19条第1号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、

同条第3項中「中「教育・保育給付認定保護者」の次に「(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者に限る。)」を加え、「法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「満3歳以上保育認定子ども」に、「令第4条第1項第2号に規

定する満3歳以上保育認定子どもをいう」を「特定満3歳以上保育認定子どもを除く」に改める。 

第2章を削る。 

第62条第1項中「、特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援提供者(以下この条に

おいて「特定教育・保育施設等」という。)」を「等」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中

「又は施設等利用給付認定保護者(以下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。)」

を削り、「、教育・保育給付認定保護者等」を「、教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第

1号中「教育・保育給付認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第3項から

第5項までの規定中「教育・保育給付認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

第3章中同条を第53条とする。 

第3章を第2章とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議
案
第
7
1
号
参
考
資
料
 

備
前
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

備
前
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

備
前

市
特

定
教

育
・

保
育

施
設

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
並

び
に

特
定

子

ど
も
・
子
育

て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

目
次
 

目
次
 

第
1
章
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
運
営
に
関
す
る

基
準
 

第
1
章
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
運
営
に
関
す
る

基
準
 

第
1
節
 
総
則
(
第

1条
―
第
3
条
)
 

第
1
節
 
総
則
(
第

1条
―
第
3
条
)
 

第
2
節
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
運
営
に
関
す
る
基
準
 

第
2
節
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
運
営
に
関
す
る
基
準
 

第
1
款
 
利
用
定
員
に
関
す
る
基
準
(
第

4条
)
 

第
1
款
 
利
用
定
員
に
関
す
る
基
準
(
第

4条
)
 

第
2
款
 

運
営
に
関
す
る
基
準
(
第

5条
―
第
3
4
条
)
 

第
2
款
 

運
営
に
関
す
る
基
準
(
第

5条
―
第
3
4
条
)
 

第
3
款
 

特
例
施
設
型
給
付
費
に
関
す
る
基
準
(
第

3
5
条
・
第
3
6
条
)
 

第
3
款
 

特
例
施
設
型
給
付
費
に
関
す
る
基
準
(
第

3
5
条
・
第
3
6
条
)
 

第
3
節
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
運
営
に
関
す
る
基
準
 

第
3
節
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
運
営
に
関
す
る
基
準
 

第
1
款
 

利
用
定
員
に
関
す
る
基
準
(
第

3
7
条
)
 

第
1
款
 

利
用
定
員
に
関
す
る
基
準
(
第

3
7
条
)
 

第
2
款
 

運
営
に
関
す
る
基
準
(
第

3
8
条
―
第
5
0
条
)
 

第
2
款
 

運
営
に
関
す
る
基
準
(
第

3
8
条
―
第
5
0
条
)
 

第
3
款
 
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
基
準
(
第
5
1
条
・
第
5
2
条
)
 

第
3
款
 
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
基
準
(
第
5
1
条
・
第
5
2
条
)
 

 
第

2
章

 
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

施
設

等
の

運
営

に
関

す
る

基
準

(
第

5
3
条

―

第
6
1
条
)
 

第
2
章
 

雑
則
(
第

5
3
条

)
 

第
3
章
 

雑
則
(
第

6
2
条

)
 

附
則
 

附
則
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(
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
)
 

(正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
)
 

第
6
条
 
（
略
）
 

第
6
条
 
（
略
）
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
1
9
条
第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子

ど
も

の
数

及
び

当
該

特
定

教
育

・
保

育
施

設
を

現
に

利
用

し
て

い
る

教
育

認

定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

総

数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
抽
選
、
申
込
み
を
受
け

た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方
法
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
教
育
・

保
育

に
関

す
る

理
念

、
基

本
方

針
等

に
基

づ
く

選
考

そ
の

他
公

正
な

方
法

(
第

4
項

に
お
い
て
「
選
考
方
法
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
選
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
1
9
条
第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子

ど
も

の
数

及
び

当
該

特
定

教
育

・
保

育
施

設
を

現
に

利
用

し
て

い
る

同
号

に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
の

総

数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
係
る
利
用
定

員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
抽
選
、
申
込
み
を
受
け

た
順
序
に
よ
り
決

定
す
る
方
法
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
教
育
・

保
育
に
関
す
る
理

念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
り
選
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
1
9
条
第
2
号
又
は
第
3
号
に
掲
げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

数
及

び
当

該
特

定
教

育
・

保
育

施
設

を
現

に
利

用
し

て

い
る

満
3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も
又

は
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
(
特

定
満

3

歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
)
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の

同
条

第
2
号

又
は

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

区
分

に
係

る
利

用
定

員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
2
0
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に

基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必

要
性

が
高

い
と

認
め

ら
れ

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
が

優
先

的
に

利
用

で

き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
1
9
条
第
2
号
又
は
第
3
号
に
掲
げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

数
及

び
当

該
特

定
教

育
・

保
育

施
設

を
現

に
利

用
し

て

い
る

同
条

第
2
号

又
は

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の

同
条

第
2
号

又
は

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

区
分

に
係

る
利

用
定

員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
2
0
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に

基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必

要
性

が
高

い
と

認
め

ら
れ

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
が

優
先

的
に

利
用

で

き
る
よ
う
、
選
考

す
る
も
の
と
す
る
。
 

4
 
前

2項
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
選
考

方
法
又
は
前
項
に
規
定
す
る
選
考
の
方

4
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
 
 
 
 
 
 
 
は
、
前
2
項
の
選
考
の
方
法
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法
を
あ
ら
か
じ
め
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
明
示
し
た
上
で
、
選
考
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
を
あ
ら
か
じ
め
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
明
示
し
た
上
で
、
選
考
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

5
 
（
略
）
 

5
 
（
略
）
 

(
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
)
 

(あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
)
 

第
7
条
 
（
略
）
 

第
7
条
 
（
略
）
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
は
、
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
係
る
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の

利
用

に
つ

い
て

児
童

福
祉

法
第

2
4
条

第
3
項

(
同

法
附

則
第

7
3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整

及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
は
、
法
第

1
9
条
第
2
号
又
は
第
3
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の

利
用

に
つ

い
て

児
童

福
祉

法
第

2
4
条

第
3
項

(
同

法
附

則
第

7
3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整

及
び
要
請
に
対
し

、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
)
 

(利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
)
 

第
1
3
条
 
（
略
）
 

第
1
3
条
 
（
略
）
 

2
・

3
 
（
略
）
 

2
・

3
 
（
略
）
 

4
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
3
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定
教
育
・
保

育
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

に
要

す
る

費
用

の
う

ち
、

次
に

掲
げ

る
費

用
の

額

の
支
払
を
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
3
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定
教
育
・
保

育
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

に
要

す
る

費
用

の
う

ち
、

次
に

掲
げ

る
費

用
の

額

の
支
払
を
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
食
事
の
提
供
(
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
に
要
す
る
費
用
 

(
3
)
 
食
事
の
提
供
(
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
に
要
す
る
費
用
 

ア
 
次
の
(
ア
)
又
は

(
イ
)
に
掲
げ
る
満
3
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

の
う
ち
、
そ
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
及
び
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認

ア
 
次
の
(
ア
)
又
は

(
イ
)
に
掲
げ
る
満
3
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

の
う
ち
、
そ
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
及
び
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
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定
保

護
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

す
る

者
に

係
る

市
町

村
民

税
所

得
割

合
算

額

が
そ

れ
ぞ

れ
(
ア

)
又

は
(
イ

)
に

定
め

る
金

額
未

満
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

副

食
の
提
供
 

定
保

護
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

す
る

者
に

係
る

市
町

村
民

税
所

得
割

合
算

額

が
そ

れ
ぞ

れ
(
ア

)
又

は
(
イ

)
に

定
め

る
金

額
未

満
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

副

食
の
提
供
 

(
ア

)
 
教
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  

7万
7,

10
1円

 

(
ア

)
 

法
第

1
9
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
 

7
万

7
,
1
0
1
円
 

(
イ

)
 

満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
特
定
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。

イ
(
イ

)に
お
い
て
同
じ
。
)
 

5
万

7
,
7
0
0
円
(
令
第

4条
第
2
項
第

6
号
に
規
定

す
る
特
定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
あ
っ
て
は
、
7
万

7,
1
0
1
円

)
 

(
イ

)
 

法
第

1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
(
特
定
満

3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。

イ
(
イ

)に
お
い
て
同
じ
。
)
 

5
万

7
,
7
0
0
円
(
令
第

4条
第
2
項
第

6
号
に
規
定

す
る
特
定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
あ
っ
て
は
、
7
万

7,
1
0
1
円

)
 

イ
 
次
の
(
ア
)
又
は

(
イ
)
に
掲
げ
る
満
3
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

の
う

ち
、

負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

又
は

小
学

校
第

3
学

年
修

了
前

子
ど

も

(
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第

1
学

年
か

ら
第

3
学

年
ま

で
に

在
籍

す
る

子
ど

も
を

い
う

。
以

下
イ

に
お

い
て

同
じ

。
)
が

同
一

の
世

帯
に

3
人

以
上

い
る

場
合

に
そ

れ
ぞ

れ
(
ア

)
又

は
(
イ

)

に
定

め
る

者
に

該
当

す
る

も
の

に
対

す
る

副
食

の
提

供
(
ア

に
該

当
す

る
も

の
を
除
く
。
)
 

イ
 
次
の
(
ア
)
又
は

(
イ
)
に
掲
げ
る
満
3
歳
以
上
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

の
う

ち
、

負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

又
は

小
学

校
第

3
学

年
修

了
前

子
ど

も

(
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
第

1
学

年
か

ら
第

3
学

年
ま

で
に

在
籍

す
る

子
ど

も
を

い
う

。
以

下
イ

に
お

い
て

同
じ

。
)
が

同
一

の
世

帯
に

3
人

以
上

い
る

場
合

に
そ

れ
ぞ

れ
(
ア

)
又

は
(
イ

)

に
定

め
る

者
に

該
当

す
る

も
の

に
対

す
る

副
食

の
提

供
(
ア

に
該

当
す

る
も

の
を
除
く
。
)
 

(
ア

)
 
教
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

又
は

小
学

校
第

3

学
年

修
了

前
子

ど
も

(
そ

の
う

ち
最

年
長

者
及

び
2
番

目
の

年
長

者
で

あ
る

者
を
除
く
。
)
で
あ
る
者
 

(
ア

)
 

法
第

1
9
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
 
負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
又
は
小
学
校
第
3

学
年

修
了

前
子

ど
も

(
そ

の
う

ち
最

年
長

者
及

び
2
番

目
の

年
長

者
で

あ
る

者
を
除
く
。
)
で
あ
る
者
 

(
イ

)
 

満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  

負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

(
そ

の
う

ち
最

年

(
イ

)
 

法
第

1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
 
負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
(
そ
の
う
ち
最
年
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長
者
及
び
2
番
目
の
年
長
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
)
で
あ
る
者
 

長
者
及
び
2
番
目
の
年
長
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
)
で
あ
る
者
 

ウ
 
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
食
事
の
提
供
 

ウ
 
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
食
事
の
提
供
 

(
4
)
・

(
5
)
 
（
略
）
 

(
4
)
・

(
5
)
 
（
略
）
 

5
・

6
 
（
略
）
 

5
・

6
 
（
略
）
 

(
運
営
規
程

)
 

(
運
営
規
程

)
 

第
2
0
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事

項
に
関
す
る
規
程
(
第

2
3
条
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
)
を
定
め
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
2
0
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事

項
に
関
す
る
規
程
(
第

2
3
条
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
)
を
定
め
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並
び
に
利

用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
(
第

6条
第
2
項
 
 
 
 
 
 
 
 
に
規
定
す
る
選
考
方
法

及
び
同
条
第
3
項
に
規
定
す
る
選
考
の
方
法
を
含
む
。
)
 

(
7
)
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並
び
に
利

用
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
(
第

6
条

第
2
項

及
び

第
3
項

に
規

定
す

る
選

考
の

方

法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
含
む
。
)
 

(
8
)
～

(
1
1
)
 
（
略
）
 

(
8
)
～

(
1
1
)
 
（
略
）
 

(
利
用
定
員
の
遵
守
)
 

(
定
員
 

 
の
遵
守
)
 

第
2
2
条
 
（
略
）
 

第
2
2
条
 
（
略
）
 

(
虐
待
等
の
禁
止
)
 

(虐
待
等
の
禁
止
)
 

第
2
5
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、

児
童

福
祉

法
第

3
3
条

の
1
0
第

1
項

各
号

(
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

で
あ

る
特

定

教
育

・
保

育
施

設
の

職
員

に
あ

っ
て

は
、

認
定

こ
ど

も
園

法
第

2
7
条

の
2
第

1
項

各

号
、
学
校
教
育
法
第
1
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職

員
に
あ
っ
て
は
、
同
法
 
 
 
 
 
 
第

2
8
条
第
2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
認
定
こ
ど
も
園

第
2
5
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、

児
童

福
祉

法
第

3
3
条

の
1
0
第

1
項

各
号

(
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

で
あ

る
特

定

教
育

・
保

育
施

設
の

職
員

に
あ

っ
て

は
、

認
定

こ
ど

も
園

法
第

2
7
条

の
2
第

1
項

各

号
、
幼
稚
園
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職

員
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
第
2
8
条
第
2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
認
定
こ
ど
も
園
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法
第
2
7
条
の
2
第
1
項
各
号

)
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

法
第
2
7
条
の
2
第
1
項
各
号

)
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(
特
別
利
用
保
育
の
基
準
)
 

(特
別
利
用
保
育
の
基
準
)
 

第
3
5
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

が
教

育
認

定
子

ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
し
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
3
4
条
第
1
項

第
3
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
3
5
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

が
法
第
1
9
条
第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
3
4
条
第
1
項

第
3
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
保
育
に
係
る
教
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
当
該
特
定
教
育

・

保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
総
数
が
、
第
4
条
第

2
項
第
3
号
の
規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

法
第

1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

係
る

利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
保
育
に
係
る
法
第
1
9
条
第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
数
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保

育
施

設
を

現
に

利
用

し
て

い
る

同
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
第

4条
第
2
項
第
3
号
の
規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

法
第

1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

係
る

利
用
定
員
の
数
を

超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

3
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施

設
型
給
付
費
(
法
第
2
8
条
第
1
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
3
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
前
款
(
第

6条
第
3
項
及
び
第
7
条

第
2
項
を
除
く
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

6条
第
2
項
中
「
特

定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
特
別
利
用
保
育
を
提
供
し
て

い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
教
育
認
定
子
ど
も

3
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
特
定
教

育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施

設
型
給
付
費
(
法
第
2
8
条
第
1
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
3
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
前
款
(
第

6条
第
3
項
及
び
第
7
条

第
2
項
を
除
く
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

6条
第
2
項
中
「
特

定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
特
別
利
用
保
育
を
提
供
し
て

い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
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 」

と
あ

る
の

は

「
教
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る

の
は
「
同
条
第
2
号

 」
と
、
第
1
3
条
第
2
項
中
「
法
第
2
7
条
第

3項
第
1
号
に
掲
げ
る

額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
2
8
条
第
2
項
第

2
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ

り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
4
項
第
3
号
イ

(
ア
)
中
「
教
育
認
定
子
ど
も
」

と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 (
特
別
利
用
保
育
を
受

け
る
者
を
除
く
。
)
」
と
、
同
号
イ
(
イ

)中
「
満

3歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
」
と

あ
る

の
は

「
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も
 
(
特

別
利

用
保

育
を

受
け

る
者

を
含

む
。
)
」
と
す
る
。
 

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」

と
あ

る
の

は

「
同
号
又
は
同
条
第
2
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
1
3
条
第
2
項
中
「
法
第
2
7
条
第

3項
第
1
号
に
掲
げ
る

額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
2
8
条
第
2
項
第

2
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ

り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
4
項
第
3
号
イ

(
ア
)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認

定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
(
特
別
利
用
保
育
を
受

け
る
者
を
除
く
。
)
」
と

、
同
号
イ
(
イ

)中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と

あ
る

の
は

「
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
(
特

別
利

用
保

育
を

受
け

る
者

を
含

む
。
)
」
と
す
る
。
 

(
特
別
利
用
教
育
の
基
準
)
 

(特
別
利
用
教
育
の
基
準
)
 

第
3
6
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

が
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
し

、
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
3
4
条
第
1

項
第
2
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
3
6
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

が
法
第
1
9
条
第
2
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第

3
4
条
第
1

項
第
2
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
教
育
に
係
る
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保

育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
教
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
の

総
数

が
、

第
4
条

第
2
項

第
2
号

の
規

定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

法
第

1
9
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

係
る

利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
教
育
に
係
る
法
第
1
9
条
第
2
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
数
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保

育
施

設
を

現
に

利
用

し
て

い
る

同
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
第

4条
第
2
項
第
2
号
の
規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

法
第

1
9
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

係
る

利
用
定
員
の
数
を

超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

3
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場

3
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
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合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施

設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
前
款
(
第
6
条
第

3
項
及
び
第
7
条
第

2
項
を
除
く
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
6
条
第
2
項
中
「
特

定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て

い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
利
用
の
申
込
み
に

係
る
法
第
1
9
条
第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利

用
の

申
込

み
に

係
る

法
第

1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

数
」

と
、

「
教

育
認

定
子

ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
総
数
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
同
条

第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
、

第
1
3
条
第
2
項
中
「
法
第
2
7
条
第
3
項
第

1
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
2
8

条
第

2
項

第
3
号

の
内

閣
総

理
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

よ
り

算
定

し
た

費
用

の
額

」

と
、
同
条
第
4
項
第
3
号
イ

(
ア
)
中
「
教
育
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定

子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(特

別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
)
」
と
、

同
号
イ
(
イ

)中
「
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
」
と
あ
る
の
は
「
満
3
歳
以
上
保

育
認
定
子
ど
も
 
(
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
)
」
と
す
る
。
 

合
に
は
、
特
定
教

育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施

設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
前
款
(
第
6
条
第

3
項
及
び
第
7
条
第

2
項
を
除
く
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
6
条
第
2
項
中
「
特

定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て

い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
利
用
の
申
込
み
に

係
る
法
第
1
9
条
第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利

用
の

申
込

み
に

係
る

法
第

1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

数
」

と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
1
号
又
は
第
2
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
同
条

第
1
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
、

第
1
3
条
第
2
項
中
「
法
第
2
7
条
第
3
項
第

1
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
2
8

条
第

2
項

第
3
号

の
内

閣
総

理
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

よ
り

算
定

し
た

費
用

の
額

」

と
、
同
条
第
4
項
第
3
号
イ

(
ア
)
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は

「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
(
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
)
」
と
、

同
号
イ
(
イ

)中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
(
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
)
」
と
す
る
。
 

第
3
7
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
(
事
業
所
内
保
育
事
業
を
除
く
。
)
の
利
用
定
員
(
法

第
2
9
条
第
1
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。
)
の
数
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
に
あ
っ
て
は
1
人
以
上
5
人
以
下
、
小
規
模
保
育

第
3
7
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
(
事
業
所
内
保
育
事
業
を
除
く
。
)
の
利
用
定
員
(
法

第
2
9
条
第
1
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。
)
の
数
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
に
あ
っ
て
は
1
人
以
上
5
人
以
下
、
小
規
模
保
育
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事
業

A
型

(
家

庭
的

保
育

事
業

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

(
平

成
2
6
年

厚

生
労

働
省

令
第

6
1
号

)
第

2
7
条

に
規

定
す

る
小

規
模

保
育

事
業

A
型

を
い

う
。

第
4
2

条
第

3
項

に
お

い
て

同
じ

。
)
及

び
小

規
模

保
育

事
業

B
型

(
同

令
第

2
7
条

に
規

定
す

る
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
い
う
。
第

4
2
条
第
3
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
あ
っ
て
は

6
人
以
上

1
9
人
以
下
、
小
規
模
保
育
事
業
C
型
(
同
令
第

2
7
条
に
規
定
す
る
小
規
模
保

育
事
業
C
型
を
い
う
。
附
則
第
4
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
あ
っ
て
は
6
人
以
上
1
0
人
以

下
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
あ
っ
て
は
1
人
と
す
る
。
 

事
業

A
型

(
家

庭
的

保
育

事
業

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

(
平

成
2
6
年

厚

生
労

働
省

令
第

6
1
号

)
第

2
8
条

に
規

定
す

る
小

規
模

保
育

事
業

A
型

を
い

う
。

第
4
2

条
第

3
項

に
お

い
て

同
じ

。
)
及

び
小

規
模

保
育

事
業

B
型

(
同

令
第

3
1
条

に
規

定
す

る
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
い
う
。
第

4
2
条
第
3
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
あ
っ
て
は

6
人
以
上

1
9
人
以
下
、
小
規
模
保
育
事
業
C
型
(
同
令
第

3
3
条
に
規
定
す
る
小
規
模
保

育
事
業
C
型
を
い
う
。
附
則
第
4
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
あ
っ
て
は
6
人
以
上
1
0
人
以

下
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
あ
っ
て
は
1
人
と
す
る
。
 

2
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

(
満

3
歳

以
上

限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
除
く
。
)
は
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
地

域
型

保
育

事
業

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
地

域
型

保
育

事
業

を
行

う

事
業
所
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
利
用
定
員
を
、
満

1歳
に
満
た
な
い
小
学
校

就
学

前
子

ど
も

と
満

1
歳

以
上

の
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

と
に

区
分

し
て

定
め

る

も
の
と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
種
類
及
び
当
該
特
定
地
域
型

保
育
の
種
類
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
特
定
地
域
型

保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
)
ご
と
に
、
法
第
1
9
条
第
3
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子

ど
も
に
係
る
利
用
定
員
(
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
備
前

市
家

庭
的

保
育

事
業

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2

6
年
備
前
市
条
例
第
2
0
号
。
以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
条
例
」
と
い
う
。
)
第

4
3
条

の
規

定
を

踏
ま

え
、

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
の

監
護

す
る

小
学

校
就

学
前

子

ど
も

を
保

育
す

る
た

め
当

該
事

業
所

内
保

育
事

業
を

自
ら

施
設

を
設

置
し

て
行

う

事
業
主
に
係
る
当
該
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
(
当
該
事
業
所
内
保
育
事
業
が
、
事
業

主
団

体
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
事

業
主

団
体

の
構

成
員

で
あ

る
事

業
主

の
雇

用

す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
し
、
共
済
組
合
等
(
児
童
福
祉

法
第

6
条

の
3
第

1
2
項

第
1
号

ハ
に

規
定

す
る

共
済

組
合

等
を

い
う

。
)
に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
共

済
組

合
等

の
構

成
員

(
同

号
ハ

に
規

定
す

る
共

済
組

合
等

の
構

成

員
を
い
う
。
)
の
監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
す
る
。
)
及
び
そ
の
他
の
小
学

校
就

学
前

子
ど

も
ご

と
に

定
め

る
法

第
1
9
条

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
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ど
も
に
係
る
利
用

定
員
と
す
る
。
)
を
、
満
1
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

と
満
1
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
区
分
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
 

家
庭

的
保

育
事

業
、

満
3
歳

未
満

等
小

規
模

保
育

事
業

及
び

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
 

法
第

1
9
条

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

係
る

利
用

定

員
 

 

(
2
)
 

事
業

所
内

保
育

事
業

 
法

第
4
3
条

第
3
項

に
規

定
す

る
労

働
者

等
監

護
満

3

歳
未

満
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
係

る
利

用
定

員
及

び
そ

の
他

の
法

第
1
9
条

第

3
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
 

 

3
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
満

3歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
に
限
る
。
)
は
、

満
3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
を

行
う

事
業

所
ご

と
に

、
法

第
1
9
条

第
2
号

に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

(
利
用
申
込
み
に
対
す
る
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
)
 

(利
用
申
込
み
に
対
す
る
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
)
 

第
3
9
条
 
（
略
）
 

第
3
9
条
 
（
略
）
 

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
満

3歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
を
除
く
。
)
は
、

利
用

の
申

込
み

に
係

る
法

第
1
9
条

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

数

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子

ど
も

(
特

定
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も
を

除
く

。
以

下
こ

の
節

(
第

4
3
条

第
1
項

を
除
く
。
)
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
総
数
が
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
同
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

区
分

に
係

る
利

用
定

員
の

総
数

を
超

え
る

場

合
に
お
い
て
は
、
法
第

2
0
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、

利
用

の
申

込
み

に
係

る
法

第
1
9
条

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

数

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子

ど
も
(
特
定
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
総
数
が
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
同
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

区
分

に
係

る
利

用
定

員
の

総
数

を
超

え
る

場

合
に
お
い
て
は
、
法
第

2
0
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
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の
程

度
及

び
家

族
等

の
状

況
を

勘
案

し
、

保
育

を
受

け
る

必
要

性
が

高
い

と
認

め

ら
れ

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
が

優
先

的
に

利
用

で
き

る
よ

う
選

考
す

る

も
の
と
す
る
。
 

の
程

度
及

び
家

族
等

の
状

況
を

勘
案

し
、

保
育

を
受

け
る

必
要

性
が

高
い

と
認

め

ら
れ

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
が

優
先

的
に

利
用

で
き

る
よ

う
選

考
す

る

も
の
と
す
る
。
 

3
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
満

3歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
に
限
る
。
)
は
、

利
用

の
申

込
み

に
係

る
法

第
1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

数

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子

ど
も

の
総

数
が

、
当

該
特

定
地

域
型

保
育

事
業

所
の

同
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学

前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
2

0
条

第
4
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

に
基

づ
き

、
保

育
の

必
要

の
程

度
及

び
家

族
等

の

状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
3
歳
以
上
保
育

認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

4
 
前

2項
の
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
2
項
に
規
定
す
る
選
考
の
方
法
を
あ
ら

か
じ
め
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
明
示
し
た
上
で
、
選
考
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

3
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
は
、
前
項
の
選
考
の
方
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
あ
ら

か
じ
め
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
明
示
し
た
上
で
、
選
考
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

5
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
地
域
型
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
が
困
難
で
あ
る

場
合

そ
の

他
利

用
申

込
者

に
係

る
保

育
認

定
子

ど
も

 
 

 
 

 
に

対
し

自
ら

適

切
な
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
連
携
施
設
そ
の
他
の

適
切

な
特

定
教

育
・

保
育

施
設

又
は

特
定

地
域

型
保

育
事

業
を

紹
介

す
る

等
の

適

切
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

4
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
地
域
型
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
が
困
難
で
あ
る

場
合

そ
の

他
利

用
申

込
者

に
係

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

対
し

自
ら

適

切
な
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
連
携
施
設
そ
の
他
の

適
切

な
特

定
教

育
・

保
育

施
設

又
は

特
定

地
域

型
保

育
事

業
を

紹
介

す
る

等
の

適

切
な
措
置
を
速
や

か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
)
 

(あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
)
 

第
4
0
条
 
（
略
）
 

第
4
0
条
 
（
略
）
 

69



2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
保
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
に
係
る
特
定
地
域

型
保

育
事

業
の

利
用

に
つ

い
て

児
童

福
祉

法
第

2
4
条

第
3
項

(
同

法
附

則
第

7
3
条

第

1
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。
)
の

規
定

に
よ

り
市

町

村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

は
、

満
3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

係
る

特
定

地
域

型
保

育
事

業
の

利
用

に
つ

い
て

児
童

福
祉

法
第

2
4
条

第
3
項

(
同

法
附

則
第

7
3
条

第

1
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。
)
の

規
定

に
よ

り
市

町

村
が
行
う
調
整
及

び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
心
身
の
状
況
等
の
把
握
)
 

(心
身
の
状
況
等
の
把
握
)
 

第
4
1
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
4
1
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の

特
定
教
育
・
保
育

施
設
等
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
)
 

(特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
)
 

第
4
2
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
か
ら
第
7
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
特
定
地
域
型
保
育
が
適
正
か
つ

確
実
に
実
施
さ
れ
、
及
び
必
要
な
教
育
・
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
協

力
を

行
う

認
定

こ
ど

も
園

、
幼

稚
園

又
は

保
育

所

(
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
)
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

離
島

そ
の

他
の

地
域

で
あ

っ
て

連
携

施
設

の
確

保
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

と
市

が

認
め

る
も

の
に

お
い

て
特

定
地

域
型

保
育

事
業

を
行

う
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
4
2
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
か
ら
第
7
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
特
定
地
域
型
保
育
が
適
正
か
つ

確
実
に
実
施
さ
れ
、
及
び
必
要
な
教
育
・
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
協

力
を

行
う

認
定

こ
ど

も
園

、
幼

稚
園

又
は

保
育

所

(
以
下
「
連
携
施
設

」
と
い
う
。
)
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

離
島

そ
の

他
の

地
域

で
あ

っ
て

連
携

施
設

の
確

保
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

と
市

が

認
め

る
も

の
に

お
い

て
特

定
地

域
型

保
育

事
業

を
行

う
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者

に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
 

特
定

地
域

型
保

育
の

提
供

を
受

け
て

い
る

保
育

認
定

子
ど

も
 

 
 

 
に

集
団

保
育

を
体

験
さ

せ
る

た
め

の
機

会
の

設
定

、
特

定
地

域
型

保
育

の
適

切
な

提
供

に
必

要
な

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
対

す
る

相
談

、
助

言
そ

の
他

の
保

育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
(
次
項
に
お
い
て
「
保
育
内
容
支
援
」
と
い
う
。
)
を
実

施
す
る
こ
と
。
 

(
1
)
 

特
定

地
域

型
保

育
の

提
供

を
受

け
て

い
る

満
3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

集
団

保
育

を
体

験
さ

せ
る

た
め

の
機

会
の

設
定

、
特

定
地

域
型

保
育

の
適

切
な

提
供

に
必

要
な

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
対

す
る

相
談

、
助

言
そ

の
他

の
保

育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
(
次
項
に
お
い
て
「
保
育
内
容
支
援
」
と
い
う
。
)
を
実

施
す
る
こ
と
。
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(
2
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

（
略
）
 

(
3
)
 

当
該

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

を

除
く
。
第
6
項
、
第
7
項
及
び
第
1
2
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
り
特
定
地
域
型
保

育
(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
を

除
く

。
第

6
項

及
び

第
1
2
項

に
お

い
て

同

じ
。
)
の
提
供
を
受
け
て
い
た
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
(
事
業
所
内
保
育
事

業
を

利
用

す
る

満
3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

あ
っ

て
は

、
第

3
7
条

第
2
項

に

規
定

す
る

そ
の

他
の

法
第

1
9
条

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

限

る
。
第
6
項
第
1
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終

了
に
際
し
て
、
当
該
満

3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保

護
者

の
希

望
に

基
づ

き
引

き
続

き
当

該
連

携
施

設
に

お
い

て
受

け
入

れ
て

教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
に

よ
り

特
定

地
域

型
保

育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 の

提
供

を
受

け
て

い
た

満
3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
(
事

業
所

内
保

育
事

業
を

利
用

す
る

満
3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

あ
っ

て
は

、
第

3
7
条

第
2
項

に

規
定
す
る
そ
の

他
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終

了
に
際
し
て
、
当
該
満

3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保

護
者

の
希

望
に

基
づ

き
引

き
続

き
当

該
連

携
施

設
に

お
い

て
受

け
入

れ
て

教
育
・
保
育
を

提
供
す
る
こ
と
。
 

2
～

5
 
（
略
）
 

2
～

5
 
（
略
）
 

6
 

市
長
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
1
項
第

3
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 の
規

定
を

適

用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6
 
市
長
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
第
1
項
第
3
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

連
携

施
設

の
確

保
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

同
号

の
規

定
を

適

用
し
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 

市
長

が
、

児
童

福
祉

法
第

2
4
条

第
3
項

(
同

法
附

則
第

7
3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当

た
っ

て
、

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
よ

る
特

定
地

域
型

保
育

の
提

供
を

受
け

て
い

た
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
を

優
先

的
に

取
り

扱
う

措
置

そ
の

他
の

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
よ

る
特

定
地

域
型

保
育

の
提

供
の

終
了

に
際

し

て
、
当
該
満

3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者

の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
・
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
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措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。
 

(
2
)
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
よ

る
第

1
項

第
3
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
施

設
の

確
保

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
(
前

号
に

該
当

す
る

場

合
を
除
く
。
)
。
 

 

7
 

前
項

(
第
2
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業

者
は
、
児
童
福
祉
法
第
5
9
条
第
1
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

(
入
所
定
員
が
2
0
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
)
又
は
満

3
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事

業
を

行
う

事
業

所
で

あ
っ

て
、

市
長

が
適

当
と

認
め

る
も

の
を

第
1
項

第
3
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
協

力
を

行
う

施
設

又
は

事
業

所
と

し
て

適
切

に
確

保
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

7 
前
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事

業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
5
9
条
第

1項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
(
入
所
定
員
が
2
0
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
1
項
第
3
号
に
掲

げ
る
事
項
に
係
る

連
携
協
力
を
行
う
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

8
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
満

3歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
に
限
る
。
)
は
、

第
1
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
携
施
設
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
同
項
第
3
号

に
係
る
連
携
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
 

 

9
 
（
略
）
 

8
 
（
略
）
 

1
0
 

事
業

所
内

保
育

事
業

(
第

3
7
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

る
利

用
定

員
が

2
0
人

以
上

の
も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
「

保
育

所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

」
と

い

う
。

)を
行

う
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
は
、
第
1
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
携
施
設
の

確
保

に
当

た
っ

て
同

項
第

1
号

及
び

第
2
号

に
係

る
連

携
協

力
を

求
め

る
こ

と
を

要

し
な
い
。
 

9
 

事
業

所
内

保
育

事
業

(
第

3
7
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

る
利

用
定

員
が

2
0
人

以
上

の
も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
「

保
育

所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

」
と

い

う
。
)
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
第

3
7
条
第

2項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
利
用
定
員
が
2

0
人
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
1
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
携
施
設
の

確
保

に
当

た
っ

て
同

項
第

1
号

及
び

第
2
号

に
係

る
連

携
協

力
を

求
め

る
こ

と
を

要

し
な
い
。
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1
1
 
（
略
）
 

1
0
 
（
略
）
 

1
2
 
（
略
）
 

1
1
 
（
略
）
 

(
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
)
 

(利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
)
 

第
4
3
条

 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
は

、
特

定
地

域
型

保
育

を
提

供
し

た
際

は
、

教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
(
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給

付
認

定
保

護
者

に
限

る
。

)
か

ら
当

該
特

定
地

域
型

保
育

に
係

る
利

用
者

負
担

額

(
法
第

2
9
条
第
3
項
第

2
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
)
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
4
3
条

 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
は

、
特

定
地

域
型

保
育

を
提

供
し

た
際

は
、

教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
か

ら
当

該
特

定
地

域
型

保
育

に
係

る
利

用
者

負
担

額

(
法
第

2
9
条
第
3
項
第

2
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
)
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

2
～

6
 
（
略
）
 

2
～

6
 
（
略
）
 

(
運
営
規
程

)
 

(
運
営
規
程

)
 

第
4
6
条

 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
は

、
次

に
掲

げ
る

事
業

の
運

営
に

つ
い

て
の

重

要
事
項
に
関
す
る
規
程
(
第
5
0
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
2
3
条
に
お
い
て
「
運
営
規

程
」
と
い
う
。
)
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
4
6
条

 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
は

、
次

に
掲

げ
る

事
業

の
運

営
に

つ
い

て
の

重

要
事
項
に
関
す
る
規
程
(
第
5
0
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
2
3
条
に
お
い
て
「
運
営
規

程
」
と
い
う
。
)
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
の

利
用

の
開

始
及

び
終

了
に

関
す

る
事

項
並

び
に

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

(
第

3
9
条

第
2
項

及
び

第
3
項

に
規

定
す

る
選

考

の
方
法
を
含
む
。
)
 

(
7
)
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
の

利
用

の
開

始
及

び
終

了
に

関
す

る
事

項
並

び
に

利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
(
第

3
9
条
第
2
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
規
定
す
る
選
考

の
方
法
を
含
む
。
)
 

(
8
)
～

(
1
1
)
 
（
略
）
 

(
8
)
～

(
1
1
)
 
（
略
）
 

(
勤
務
体
制
の
確
保
等
)
 

(勤
務
体
制
の
確
保
等
)
 

第
4
7
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
に
対
し
、
適

切
な

特
定

地
域

型
保

育
を

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
特

定
地

域
型

保
育

事

業
所
ご
と
に
職
員
の
勤
務
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
4
7
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
満

3歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
適

切
な

特
定

地
域

型
保

育
を

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
特

定
地

域
型

保
育

事

業
所
ご
と
に
職
員

の
勤
務
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
特
定
地

域
型

保
育

事
業

所
の

職
員

に
よ

っ
て

特
定

地
域

型
保

育
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。
た
だ
し
、
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 

 
 
に
対
す
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提

供
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
特
定
地

域
型

保
育

事
業

所
の

職
員

に
よ

っ
て

特
定

地
域

型
保

育
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。
た
だ
し
、
満

3歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提

供
に
直
接
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

3
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
 

(
利
用
定
員
の
遵
守
)
 

(
定
員
 

 
の
遵
守
)
 

第
4
8
条
 
（
略
）
 

第
4
8
条
 
（
略
）
 

(
記
録
の
整
備
)
 

(記
録
の
整
備
)
 

第
4
9
条
 
（
略
）
 

第
4
9
条
 
（
略
）
 

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
保
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
に
対
す
る
特
定
地

域
型
保
育
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
5

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

は
、

満
3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

対
す

る
特

定
地

域
型
保
育
の
提
供

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
5

年
間
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
準
用

) 
(準

用
)
 

第
5
0
条
 

第
8
条
か
ら
第
1
4
条
ま
で
(
第

1
0
条
及
び
第
1
3
条
を
除
く
。
)
、
第

1
7
条
か
ら

第
1
9
条

ま
で

及
び

第
2
3
条

か
ら

第
3
3
条

ま
で

の
規

定
は

、
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
及
び
特
定
地
域
型
保
育
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
1
1
条
中
「
教
育
・
保
育

給
付
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て
」
と
あ
る

の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
(
教
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い

て
」
と
、
第
1
4
条
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
5
0
条
 

第
8
条
か
ら
第
1
4
条
ま
で
(
第

1
0
条
及
び
第
1
3
条
を
除
く
。
)
、
第

1
7
条
か
ら

第
1
9
条

ま
で

及
び

第
2
3
条

か
ら

第
3
3
条

ま
で

の
規

定
は

、
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
及
び
特
定
地
域
型
保
育
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
1
1
条
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て
」
と
あ
る

の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
(
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
限
り
、
特

定
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い

て
」
と
、
第
1
2
条
の
見
出
し
中
「
教
育
・
保
育
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
」
と
、
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 中

「
施
設
型
給
付
費
(
法
第

2
7
条
第
1
項
の
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
以

下
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
(
法
第
2
9
条
第
1
項
の
地
域
型
保
育
給
付
費

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
1
9
条
に
お

い
て
」
と
、
「
施
設
型
給
付
費
の
」
と
あ

る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
の
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
提
供

証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
型
保
育
提
供
証
明
書
」
と
、
第
1
9
条
中
「
施
設

型
給
付
費
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
」
と
、
第

2
5
条
中
「
各
号

(
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
認
定

こ
ど
も
園
法
第
2
7
条
の
2
第
1
項
各
号
、
学
校
教
育
法
第
1
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
で

あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
2
8
条
第
2
項
に
お
い
て

準
用
す
る
認
定
こ
ど
も
園
法
第
2
7
条
の
2
第
1
項
各
号

)
」
と
あ
る
の
は
「
各
号
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

第
1
4
条
の
見
出
し
中
「
施
設
型
給
付
費
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
」
と
、

同
条
第
1
項
中
「
施
設
型
給
付
費
(
法
第

2
7
条
第
1
項
の
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
以

下
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
(
法
第
2
9
条
第
1
項
の
地
域
型
保
育
給
付
費

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
1
9
条
に
お
い
て
」
と
、
「
施
設
型
給
付
費
の
」
と
あ

る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
の
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
提
供

証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
型
保
育
提
供
証
明
書
」
と
、
第
1
9
条
中
「
施
設

型
給
付
費
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
」
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。
 

(
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
)
 

(特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
)
 

第
5
1
条

 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
教
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

対
し

特
別

利
用

地
域

型

保
育

を
提

供
す

る
場

合
に

は
、

家
庭

的
保

育
事

業
等

基
準

条
例

を
遵

守
し

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
 

第
5
1
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
 
が

法
第

1
9
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
に

対
し

特
別

利
用

地
域

型

保
育

を
提

供
す

る
場

合
に

は
、

家
庭

的
保

育
事

業
等

基
準

条
例

を
遵

守
し

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
教
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
1
9
条
第
1
号
に
掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
の

数
及

び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
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(
第

5
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供

す
る

場
合

に
あ

っ

て
は

当
該

特
定

利
用

地
域

型
保

育
の

対
象

と
な

る
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
含
む
。
)
の
総

数
が
、
第
3
7
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も

の
と
す
る
。
 

(
次
条
第

1
項

 
 
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は

当
該

特
定

利
用

地
域

型
保

育
の

対
象

と
な

る
法

第
1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
)
の
総

数
が
、
第
3
7
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も

の
と
す
る
。
 

3
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

が
、

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

特
別

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
、
地
域
型

保
育

給
付

費
に

は
特

例
地

域
型

保
育

給
付

費
(
法

第
3
0
条

第
1
項

の
特

例
地

域
型

保

育
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
3
項
及
び
第
5
2
条
第
3
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
、
そ
れ

ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
こ
の
節
(
第

3
7
条
第
3
項

、
第
3
9
条
第
3
項
及
び
第
4
0
条
第

2
項
を
除
き
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
8
条
か
ら
第
1
4
条
ま
で
(
第
1
0
条
及
び
第

1
3
条
を
除
く
。
)
、
第

1
7
条
か
ら
第
1
9
条
ま
で
及
び
第
2
3
条
か
ら
第

3
3
条
ま
で
を
含

む
。
第
5
2
条
第
3
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
3
9
条

第
2
項

中
「

利
用

の
申

込
み

に
係

る
法

第
1
9
条

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
1
9
条
第

1号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
、
「
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
(
特
定
満

3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
(
第

4
3
条
第
1
項
を
除
く
。
)
に
お

い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子
ど
も
及
び
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど

も
(
特
定
満

3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
き
、
第
5
2
条
第

1項
の
規
定
に
よ
り
特

定
利

用
地

域
型

保
育

を
提

供
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
特

定
利

用
地

域
型

保

育
の
対
象
と
な
る
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
)
に
お
い
て
同
じ
。
)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は

3
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

が
、

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

特
別

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供
す
る
場
合
に

は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
、
地
域
型

保
育

給
付

費
に

は
特

例
地

域
型

保
育

給
付

費
(
法

第
3
0
条

第
1
項

の
特

例
地

域
型

保

育
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
3
項

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
、
そ
れ

ぞ
れ

含
む

も
の

と
し

て
、

こ
の

節
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

40
条

第

2
項
を
除
き
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
8
条
か
ら
第
1
4
条
ま
で
(
第
1
0
条
及
び
第

1
3
条
を
除
く
。
)
、
第

1
7
条
か
ら
第
1
9
条
ま
で
及
び
第
2
3
条
か
ら
第

3
3
条
ま
で
を
含

む
。
次
条
第
3
項
 
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
3
9
条

第
2
項

中
「

利
用

の
申

込
み

に
係

る
法

第
1
9
条

第
3
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
1
9
条
第

1号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
の
数
」
と
、
「
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
(
特
定
満

3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
節

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お

い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
1
号
又
は
第
3
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

(
第

5
2
条

第
1
項

の
規

定
に

よ

り
特

定
利

用
地

域
型

保
育

を
提

供
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
特

定
利

用
地

域

型
保

育
の

対
象

と
な

る
法

第
1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
)
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
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「
法
第
1
9
条
第
3
号
」
と
、
「
法
第
2
0
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
基
づ
き
、
保

育
の

必
要

の
程

度
及

び
家

族
等

の
状

況
を

勘
案

し
、

保
育

を
受

け
る

必
要

性
が

高

い
と

認
め

ら
れ

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
が

優
先

的
に

利
用

で
き

る
よ

う
、
」
と
あ
る
の
は
「
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方
法
、
当

該
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
の

保
育

に
関

す
る

理
念

、
基

本
方

針
等

に
基

づ
く

選

考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
」
と
、
第
4
3
条
第
1
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定

保
護

者
(
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

係
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

に

限
る
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
(
特
別
利
用
地
域
型
保
育

の
対

象
と

な
る

教
育

認
定

子
ど

も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
を
除
く
。
)
」

と
、
同
条
第
2
項
中
「
法
第
2
9
条
第

3項
第
1
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
0
条

第
2
項

第
2
号

の
内

閣
総

理
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

よ
り

算
定

し
た

費
用

の

額
」
と
、
同
条
第
3
項
中
「
前
2
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
条
第
4
項
中
「
前

3
項

」
と
あ
る
の
は
「
前

2
項
」
と
、
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用

及
び

食
事

の
提

供
(
第

1
3
条

第
4
項

第
3
号

ア
又

は
イ

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)
に

要
す
る
費
用
」
と
、
同
条
第
5
項
中
「
前
4
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
3
項
」
と
す
る
。

「
法
第
1
9
条
第
3
号
」
と
、
「
法
第
2
0
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
基
づ
き
、
保

育
の

必
要

の
程

度
及

び
家

族
等

の
状

況
を

勘
案

し
、

保
育

を
受

け
る

必
要

性
が

高

い
と

認
め

ら
れ

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
が

優
先

的
に

利
用

で
き

る
よ

う
、
」
と
あ
る
の
は
「
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方
法
、
当

該
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
の

保
育

に
関

す
る

理
念

、
基

本
方

針
等

に
基

づ
く

選

考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
」
と
、
第
4
3
条
第
1
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定

保
護
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
(
特
別
利
用
地
域
型
保
育

の
対

象
と

な
る

法
第

1
9
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
を
除
く
。
)
」

と
、
同
条
第
2
項
中
「
法
第
2
9
条
第

3項
第
1
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
0
条

第
2
項

第
2
号

の
内

閣
総

理
大

臣
が

定
め

る
基

準
に

よ
り

算
定

し
た

費
用

の

額
」
と
、
同
条
第
3
項
中
「
前
2
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
条
第
4
項
中
「
前

3
項

」
と
あ
る
の
は
「
前

2
項
」
と
、
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用

及
び

食
事

の
提

供
(
第

1
3
条

第
4
項

第
3
号

ア
又

は
イ

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)
に

要
す
る
費
用
」
と
、
同
条
第
5
項
中
「
前
4
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
3
項
」
と
す
る
。
 

第
5
1
条

の
2
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

に

限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
教
育
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
地

域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
4
6
条
第
1
項
に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
事

業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提

供
す

る
場

合
に

は
、

当
該

特
別

利
用

地
域

型
保

育
に

係
る

教
育

認
定

子
ど

も
及

び
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特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も

の
総
数
が
、
第
3
7
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
数
を
超
え
な

い
も
の
と
す
る
。
 

3
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

が
、

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

特
別

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
、
地
域
型

保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
こ

の
節
(
第

3
7
条
第
2
項
、
第

3
9
条
第
2
項
及
び
第
4
0
条
第
2
項
を
除
き
、
第
5
0
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
8
条
か
ら
第
1
4
条
ま
で
(
第
1
0
条
及
び
第
1
3
条
を
除
く

。
)
、
第
1
7
条

か
ら

第
1
9
条

ま
で

及
び

第
2
3
条

か
ら

第
3
3
条

ま
で

を
含

む
。

)
の

規
定

を
適

用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
3
9
条
第
3
項
中
「
第
1
9
条
第
2
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

1
9
条
第
1
号
」
と
、
「
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
認
定
子

ど
も
又
は
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

1
9

条
第
2
号
」
と
、
「
法
第
2
0
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要

の
程

度
及

び
家

族
等

の
状

況
を

勘
案

し
、

保
育

を
受

け
る

必
要

性
が

高
い

と
認

め

ら
れ
る
満
3
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
」
と
あ
る

の
は
「
抽

選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ

り
決
定
す
る
方
法
、
当
該
特
定
地
域
型

保
育

事
業

者
の

保
育

に
関

す
る

理
念

、
基

本
方

針
等

に
基

づ
く

選
考

そ
の

他
公

正

な
方
法
に
よ
り
」
と
、
第
4
3
条
第

1項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
(
満

3歳

未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
)
」
と
あ

る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
(
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る

教
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
を
除
く
。
)
」
と
、
同
条

第
2
項
中
「
法
第
2
9
条
第
3
項
第
1
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
0
条
第
2
項
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第
2
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と

、
同
条

第
3
項
中
「
前
2
項

」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
条
第

4
項
中
「
前

3項
」
と
あ
る

の
は
「
前

2
項
」
と

、
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
事
の

提
供
(
第

1
3
条
第
4
項
第

3
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
に
要
す
る
費
用
」

と
、
同
条
第
5
項
中
「
前
4
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
3
項
」
と
す
る
。
 

(
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
)
 

(特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
)
 

第
5
2
条

 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
(
満

3
歳

以
上

限
定

小
規

模
保

育
事

業
者

を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
に

対
し

特
定

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供

す
る

場
合

に
は

、
家

庭
的

保
育

事
業

等
基

準
条

例
を

遵
守

し
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
。
 

第
5
2
条
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
が

法
第

1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

に
対

し
特

定
利

用
地

域
型

保

育
を

提
供

す
る

場
合

に
は

、
家

庭
的

保
育

事
業

等
基

準
条

例
を

遵
守

し
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
(
第

5
1
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

特
別

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
特

別
利

用

地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
教
育
認
定
子
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
含
む
。
)
の
総
数
が
、
第

3
7
条
第

2項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

2
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
1
9
条
第
2
号
に
掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
の

数
及

び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
所

を
現

に
利

用
し

て
い

る
同

条
第

3
号

に
掲

げ
る

小
学

校

就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
(
前
条
 
 
第

1
項
の
規

定
に

よ
り

特
別

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
特

別
利

用

地
域

型
保

育
の

対
象

と
な

る
法

第
1
9
条

第
1
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も

に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
)
の
総
数
が
、
第
3
7
条
第
2
項

の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

3
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

が
、

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
、
地
域
型

3
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

が
、

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

利
用

地
域

型
保

育
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
、
地
域
型
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保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
こ

の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
4
3
条
第
1
項
中
「
教
育
・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

(
満

3
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

係
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保
護
者
に
限
る
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
(
特
定
利
用

地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
(
特

定
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も

に
限
る
。
)
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
)
」
と
、
同
条
第

2
項

中
「
法
第
2
9
条
第
3
項
第

1
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
0
条
第
2
項
第
3
号

の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第

4
項

中
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
事
の
提
供
(
特
定
利
用
地

域
型

保
育

の
対

象
と

な
る

特
定

満
3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も
に

対
す

る
も

の
及

び
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
(
特
定
満
3
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
)
に
係
る
第

1
3
条
の
第
4
項
第
3
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ

る

も
の
を
除
く
。
)
に
要
す
る
費
用
」
と
す
る
。
 

保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
こ

の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
4
3
条
第
1
項
中
「
教
育
・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
(
特
定
利
用

地
域

型
保

育
の

対
象

と
な

る
法

第
1
9
条

第
2
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
(
特

定
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も

に
限
る
。
)
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
)
」
と
、
同
条
第

2
項

中
「
法
第
2
9
条
第
3
項
第

1
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
0
条
第
2
項
第
3
号

の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第

4
項

中
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
事
の
提
供
(
特
定
利
用
地

域
型

保
育

の
対

象
と

な
る

特
定

満
3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も
に

対
す

る
も

の
及

び
満

3
歳

以
上

保
育

認
定

子
ど

も
(
令

第
4
条

第
1
項

第
2
号

に
規

定
す

る
満

3
歳

以
上

保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
)
に
係
る
第
1
3
条
の
第
4
項
第
3
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
)
に
要
す
る
費
用
」
と
す
る
。
 

 
第
2
章
 
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
 

(
趣
旨

) 

第
5
3
条

 
法

第
5
8
条

の
4
第

2
項

の
内

閣
府

令
で

定
め

る
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

施
設

等
(
法

第
3
0
条

の
1
1
第

1
項

に
規

定
す

る
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

施
設

等

を
い
う
。
)
の
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
教
育
・
保
育
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
の
記
録
)
 

第
5
4
条

 
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

提
供

者
(
法

第
3
0
条

の
1
1
第

3
項

に
規

定
す

る

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
特
定
子
ど
も
・
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子
育
て
支
援
(
同
条
第
1
項
に
規
定
す
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
)
を
提
供
し
た
際
は
、
提
供
し
た
日
及
び
時
間
帯
、
当
該
特
定
子
ど
も
・
子

育
て

支
援

の
具

体
的

な
内

容
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
利
用
料
及
び
特
定
費
用
の
額
の
受
領
)
 

第
5
5
条
 
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
提

供
し
た
と
き
は
、
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
(
法
第
3
0
条
の
5
第
3
項
に
規
定
す

る
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
か
ら
、
そ
の
者
と
の
間

に
締

結
し

た
契

約
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

の
提

供
の

対

価
(
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
第
2
8
条
の
1
6
に
規
定
す
る
費
用
(
以
下
「
特

定
費
用
」
と
い
う
。
)
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
利
用
料
」
と
い
う
。
)
の
額
の

支
払
を
受
け
る
も

の
と
す
る
。
 

2
 
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
を
受
け
る
額

の
ほ

か
、

特
定

費
用

の
額

の
支

払
を

施
設

等
利

用
給

付
認

定
保

護
者

か
ら

受
け

る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、

あ
ら

か
じ

め
、

当
該

支
払

を
求

め
る

金
銭

の
使

途
及

び
額

並
び

に
理

由
に

つ
い

て

書
面

に
よ

り
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、

施
設

等
利

用
給

付
認

定
保

護
者

に
対

し

て
説
明
を
行
い
、

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
領
収
証
及
び
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
証
明
書
の
交
付
)
 

第
5
6
条
 
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
払

を
受
け
る
際
、
当
該
支
払
を
し
た
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
領
収
証

を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
領
収
証
は
、
利
用
料
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の
額
と
特
定
費
用

の
額
と
を
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

条
第
2
項
に
規
定
す
る
費
用
の
支
払
の
み
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

2
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
当
該
支
払
を

し
た
施
設
等
利
用

給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
支
払
に
係
る
特
定
子
ど
も
・
子

育
て

支
援

を
提

供
し

た
日

及
び

時
間

帯
、

当
該

特
定

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
の

内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
施

設
等

利
用

費
の

支
給

に
必

要
な

事
項

を
記

載
し

た
特

定

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
提
供
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
法
定
代
理
受
領
の
場
合
の
読
替
え
)
 

第
5
7
条
 
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
が
法
第
3
0
条
の
1
1
第
3
項
の
規
定
に
よ

り
市

町
村

か
ら

特
定

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
に

係
る

施
設

等
利

用
費

の
支

払
を

受

け
る
場
合
に
お
け
る
前
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

5
5
条
第
1
項
中
「
額
」

と
あ
る
の
は
「
額
か
ら
法
第
3
0
条
の
1
1
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
支
払
を

受
け
た
施
設
等
利
用
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
前
条
第
1
項
中
「
利
用
料

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
の
額
か
ら
法
第
3
0
条
の
1
1
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
か
ら
支
払
を

受
け
た
施
設
等
利
用
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
0
条
の
1
1
第
3
項
の
規
定

に
よ

り
市

町
村

か
ら

特
定

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
に

係
る

施
設

等
利

用
費

の
支

払

を
受
け
る
」
と
、
「
当
該
支
払
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
市
町
村
及
び
当
該
」

と
、
「
交
付
し
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
、
及
び
当
該
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護

者
に

対
し

、
当

該
施

設
等

利
用

給
付

認
定

保
護

者
に

係
る

施
設

等
利

用
費

の
額

を

通
知
し
」
と
す
る

。
 

(
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
に
関
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
)
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第
5
8
条
 
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
受

け
て

い
る

施
設

等
利

用
給

付
認

定
子

ど
も

(
法

第
3
0
条

の
8
第

1
項

に
規

定
す

る
施

設
等
利
用
給
付
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
係
る
施
設
等
利
用
給
付
認

定
保

護
者

が
偽

り
そ

の
他

不
正

な
行

為
に

よ
っ

て
施

設
等

利
用

費
の

支
給

を
受

け
、
又
は
受
け
よ

う
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
そ
の
旨
を
当
該

支
給
に
係
る
市
町

村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
施
設
等
利
用
給
付
認
定
子
ど
も
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
)
 

第
5
9
条
 
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
施
設
等
利
用
給
付
認
定
子
ど
も
の

国
籍
、
信
条
、
社

会
的
身
分
又
は
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
に
要
す
る
費

用
を
負
担
す
る
か

否
か
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(
秘
密
保
持
等
)
 

第
6
0
条

 
特

定
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

を
提

供
す

る
施

設
又

は
事

業
所

の
職

員
及

び

管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
施
設
等
利
用
給
付
認
定

子
ど
も
又
は
そ
の

家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

施
設

等
利

用
給

付
認

定
子

ど
も

又
は

そ
の

家
族

の

秘
密
を
漏
ら
す
こ

と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3
 
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
小
学
校
、
他
の
特
定
子
ど
も
・
子
育
て

支
援

提
供

者
そ

の
他

の
機

関
に

対
し

て
、

施
設

等
利

用
給

付
認

定
子

ど
も

に
関

す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
文

書
に

よ
り

当
該

施
設

等
利

用
給

付

認
定

子
ど

も
に

係
る

施
設

等
利

用
給

付
認

定
保

護
者

の
同

意
を

得
て

お
か

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
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(
記
録
の
整
備
)
 

第
6
1
条
 
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
職
員
、
設
備
及
び
会
計
に
関
す
る

諸
記
録
を
整
備
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
は
、
第
5
4
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
子
ど
も
・

子
育

て
支

援
の

提
供

の
記

録
及

び
第

5
8
条

の
規

定
に

よ
る

市
町

村
へ

の
通

知
に

係

る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
5
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
2
章
 
雑
則
 

第
3
章
 
雑
則
 

(
電
磁
的
記
録
等
)
 

(電
磁
的
記
録
等
)
 

第
5
3
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

は
、
記
録

、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規

定
に
お
い
て
書
面
等
(
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本

そ
の

他
文

字
、

図
形

等
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
情

報
が

記

載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
り

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
等
に
代
え
て
、
当
該

書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
(
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
で

あ
っ

て
、

電
子

計

算
機

に
よ

る
情

報
処

理
の

用
に

供
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て

同
じ
。
)
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
6
2
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
又
は
特
定
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
提
供
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
」
と
い
う
。
)

は
、
記
録
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規

定
に
お
い
て
書
面
等
(
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本

そ
の

他
文

字
、

図
形

等
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
情

報
が

記

載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
り

行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
等
に
代
え
て
、
当
該

書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
(
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
で

あ
っ

て
、

電
子

計

算
機

に
よ

る
情

報
処

理
の

用
に

供
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て

同
じ
。
)
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は
提

出
に

つ
い

て
は

、
当

該
書

面
等

が
電

磁
的

記
録

に
よ

り
作

成
さ

れ
て

い
る

場
合

に

は
、
当
該
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
代
え
て
、
第
4
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

2
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は
提

出
に

つ
い

て
は

、
当

該
書

面
等

が
電

磁
的

記
録

に
よ

り
作

成
さ

れ
て

い
る

場
合

に

は
、
当
該
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
代
え
て
、
第
4
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

84



教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
承

諾
を

得
て

、
当

該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
)

を
電

子
情

報
処

理
組

織
(
特

定
教

育
・

保
育

施
設

等
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
 
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

を
使

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
す

る
方

法
で

あ
っ

て
次

に

掲
げ
る
も
の
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当

該
書
面
等
を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
(
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
」
と
い
う
。
)
の
承
諾
を
得
て
、
当

該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
)

を
電

子
情

報
処

理
組

織
(
特

定
教

育
・

保
育

施
設

等
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
、
教
育
・
保
育
給

付
認
定
保
護
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

を
使

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
す

る
方

法
で

あ
っ

て
次

に

掲
げ
る
も
の
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当

該
書
面
等
を
交
付

又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(
1
)
 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
 

(
1
)
 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る

も
の
 

ア
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者

 
 
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線

を
通

じ
て

送
信

し
、

受
信

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
 

ア
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
教
育
・
保
育
給
付

認
定

保
護

者
等

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
接

続
す

る
電

気
通

信
回

線

を
通

じ
て

送
信

し
、

受
信

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ

ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
方
法
 

イ
 

特
定

教
育

・
保

育
施

設
等

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

さ
れ

た
記

載
事

項
を

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

教
育

・
保

育

給
付
認
定
保
護
者
 
 
の
閲
覧
に
供
し
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
 
 
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

当
該

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護

者
 
の

フ
ァ

イ
ル

に
当

該
記

載
事

項
を

記
録

す
る

方
法

(
電

磁
的

方
法

に
よ

る

提
供

を
受

け
る

旨
の

承
諾

又
は

受
け

な
い

旨
の

申
出

を
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

イ
 

特
定

教
育

・
保

育
施

設
等

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

さ
れ

た
記

載
事

項
を

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

教
育

・
保

育

給
付
認
定
保

護
者
等
の
閲
覧
に
供
し
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
当

該
教

育
・

保
育

給
付

認
定

保
護

者

等
の

フ
ァ

イ
ル

に
当

該
記

載
事

項
を

記
録

す
る

方
法

(
電

磁
的

方
法

に
よ

る

提
供

を
受

け
る

旨
の

承
諾

又
は

受
け

な
い

旨
の

申
出

を
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
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ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
)
 

ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
)
 

(
2
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

（
略
）
 

3
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
 
 
が
フ
ァ
イ
ル

へ

の
記

録
を

出
力

す
る

こ
と

に
よ

る
文

書
を

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
な

け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ

の
記

録
を

出
力

す
る

こ
と

に
よ

る
文

書
を

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
な

け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

4
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
事
項
を
提
供
し
よ
う
と

す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
記
載
事
項
を
提
供
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定

保
護
者

 
 
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を

示
し
、
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

4
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
事
項
を
提
供
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
記
載
事
項
を
提
供
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定

保
護

者
等

に
対

し
、

そ
の

用
い

る
次

に
掲

げ
る

電
磁

的
方

法
の

種
類

及
び

内
容

を

示
し
、
文
書
又
は

電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

5
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当
該
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者

 
 
か
ら
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
 
 
に
対
し
、
第
2
項
に
規
定
す
る
記
載
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
 
 
が
再
び
前
項

の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

5
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当
該
教
育
・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

等
か

ら
文

書
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

り
、

電
磁

的
方

法
に

よ

る
提
供
を
受
け
な

い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
等
に
対
し
、
第
2
項
に
規
定
す
る
記
載
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て

し
て
は
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
等
が
再
び
前
項

の
規
定
に
よ
る
承

諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

6
 
（
略
）
 

6
 
（
略
）
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議案第72号 

 

備前市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

 

備前市病院事業使用料及び手数料条例(平成27年備前市条例第24号)の一部を次のように改正

する。 

 

別表第1中 

「 

備前病院1人室 1日 3,000円  を 

                                 」 

「 

備前病院1人室(一般病棟) 1日 3,000円 
 に、「2,600円」

備前病院1人室(療養病棟) 1日 1,500円 

                                 」 

を「3,000円」に、「2,000円」を「3,000円」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和8年8月1日から施行する。 

(経過措置) 
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2 この条例による改正後の備前市病院事業使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の

日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議
案
第
7
2
号
参
考
資
料
 

備
前
市
病
院
事
業
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

別
表
第
1
(
第
2
条
関
係
)
 

別
表
第
1
(
第
2
条
関
係
)
 

区
分
 

単
位
 

金
額
 

通
算

1
8
0
日

超
長

期
入

院
患

者
自

費
負
担
金
 

1日
 

入
院

基
本

料
算

定
額

に
1
0
0
分

の
1
5
を

乗
じ

て
得

た
額

(
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
し
た
額
)
 

備
前
病
院
特
別
室
 

1
日
 

6
,
0
0
0
円

備
前
病
院
1
人
室
(
一
般
病
棟
)
 

1
日
 

3
,0
00
円

備
前
病
院
1
人
室
(
療
養
病
棟
) 

1日
 

1
,5
00
円

日
生
病
院
特
別
室
 

1
日
 

7
,
8
0
0
円

日
生
病
院
1
人
室
 

1
日
 

3
,
0
0
0
円

吉
永
病
院
特
別
室
(
A
)
 

1
日
 

6
,
0
0
0
円

吉
永
病
院
特
別
室
(
B
)
 

1
日
 

4
,
0
0
0
円

吉
永
病
院
1
人
室
 

1
日
 

3
,
0
0
0
円

さ
つ
き
苑
2
人
室
 

1
日
 

5
0
0
円

上
記
以
外
の

も
の
 

 
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額
 

 

区
分
 

単
位
 

金
額
 

通
算

1
8
0
日

超
長

期
入

院
患

者
自

費
負
担
金
 

1日
 

入
院

基
本

料
算

定
額

に
1
0
0
分

の
1
5
を

乗
じ

て
得

た
額

(
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
し
た
額
)
 

備
前
病
院
特
別
室
 

1
日
 

6
,
0
0
0
円
 

備
前
病
院
1
人
室
 

1
日
 

3
,0
00
円
 

日
生
病
院
特
別
室
 

1
日
 

7
,
8
0
0
円
 

日
生
病
院
1
人
室
 

1
日
 

2
,
6
0
0
円
 

吉
永
病
院
特
別
室
(
A
)
 

1
日
 

6
,
0
0
0
円
 

吉
永
病
院
特
別
室
(
B
)
 

1
日
 

4
,
0
0
0
円
 

吉
永
病
院
1
人
室
 

1
日
 

2
,
0
0
0
円
 

さ
つ
き
苑
2
人
室
 

1
日
 

5
0
0
円
 

上
記
以
外
の
も
の
 

 
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額
 

備
考
 
入
院
の
日
及
び
退
院
の
日
は
そ
れ
ぞ
れ
1
日
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、

医
師
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

備
考
 
入
院
の
日
及
び
退
院
の
日
は
そ
れ
ぞ
れ
1
日
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、

医
師
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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議案第73号 

 

備前市新図書館建設工事の請負契約の変更について 

 

令和7年備前市議会第3回定例会において可決された備前市新図書館建設工事の請負契約を次

のとおり変更する。 

 

記 

 

変更事項 変更前 変更後 

契約金額 3,020,501,000円 3,035,230,000円 

工 期 令和8年6月30日 令和9年1月31日 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 
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議案第73号参考資料 

 

備前市新図書館建設工事の請負契約に関する変更概要 

 

番号 変更内容 変更数量 

1 1階ホール内、壁・天井仕上げ材の変更 1式 

2 1階ホール内、可動式舞台を固定式に変更 1式 

3 植栽、ベンチ等を一部取り止め、駐車場を拡張 1式 

4 インフレスライド条項の適用 1式 
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議案第110号 

 

備前市新図書館建設工事の請負契約締結について 

 

このことについて、下記により請負契約を締結する。 

 

記 

 

1  工 事 名     備前市新図書館建設工事 

2  工 事 場 所     備前市西片上地内 

3 契 約 の 方 法     条件付一般競争入札 

4  契 約 金 額     2,926,475,200円 

5  工 期     着 手 本議案議決の日の翌日 

完 成 令和8年3月31日 

6  契約の相手方     岡山県真庭市上市瀬166番地 

梶岡建設㈱・藤田建設㈱特定建設工事共同企業体 

代表者 梶岡建設株式会社 

       代表取締役 梶岡 秀成 

構成員 藤田建設株式会社 

       代表取締役 藤田 享広 

 

 

 

令和6年9月4日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊢ 
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議案第73号 

 

備前市新図書館建設工事の請負契約の変更について 

 

令和6年備前市議会第4回定例会において可決された備前市新図書館建設工事の請負契約を次

のとおり変更する。 

 

記 

 

変更事項 変更前 変更後 

契約金額 2,926,475,200円 3,020,501,000円 

工 期 令和8年3月31日 令和8年6月30日 

 

 

令和7年6月2日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

㊢ 
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報告第4号 

 

専決処分(専決第6号 備前市税条例等の一部を改正する条例)の承認を求めること

について 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、

同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決する。 

 

 

令和8年3月31日 

 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

専決第6号 備前市税条例等の一部を改正する条例(令和8年備前市条例第20号) 
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令和8年備前市条例第20号 

 

備前市税条例等の一部を改正する条例 

 

(備前市税条例の一部改正) 

第1条 備前市税条例(平成17年備前市条例第83号)の一部を次のように改正する。 

第18条の3中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第19条中「、第81条の6第1項」を削り、同条第2号及び第3号中「第81条の6第1項の申告書、

第98条第1項」を「第98条第1項」に改める。 

第33条第3項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。)」の次に「(同

号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。 

第80条第1項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第80条第2項を削り、同条第3項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第1項」を「、前項」

に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書

中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第2項とする。 

第81条第1項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、

買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第81条第2項中「3輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第3項及び第4項を削る。 

第81条の3から第81条の8までを削る。 

第82条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第83条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第85条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第87条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第1項中「種別割」を「軽自動

車税」に、「施行規則第33号の4の2様式」を「施行規則第33号の4様式」に改め、同条第2項

及び第3項中「施行規則第33号の4の2様式」を「施行規則第33号の4様式」に改める。 

第88条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第88条の2の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第1項中「軽自動車税種別

割」を「軽自動車税」に改める。 

第89条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第90条の見出し並びに同条第1項、第2項、第4項及び第5項中「種別割」を「軽自動車税」

に改める。 

第91条第2項中「第80条第3項ただし書」を「第80条第2項ただし書」に、「種別割」を「軽

自動車税」に改め、同条第7項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 
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附則第7条の3の前の見出し及び同条を削る。 

附則第7条の3の2に見出しとして「(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)」を付し、

同条第1項中「居住年が平成11年から平成18年まで又は」を「同法第41条第1項に規定する居

住年が」に、「において、前条第1項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則

第5条の4の2第5項」を「附則第5条の4第5項」に改め、同条第2項中「附則第7条の3の2第1項」

を「附則第7条の3第1項」に改め、同条を附則第7条の3とする。 

附則第8条第1項中「令和9年度」を「令和12年度」に改め、同条第2項中「、附則第7条の3

の2第1項」を削る。 

附則第10条の2第3項中「附則第15条第14項」を「附則第15条第13項」に改め、同条第4項中

「附則第15条第21項」を「附則第15条第20項」に改め、同条第5項中「附則第15条第22項第1

号」を「附則第15条第21項第1号」に改め、同条第6項中「附則第15条第22項第2号」を「附則

第15条第21項第2号」に改め、同条第7項中「附則第15条第22項第3号」を「附則第15条第21項

第3号」に改め、同条第8項中「附則第15条第23項第1号」を「附則第15条第22項第1号」に改

め、同条第9項中「附則第15条第23項第2号」を「附則第15条第22項第2号」に改め、同条第10

項中「附則第15条第25項第1号イ」を「附則第15条第24項第1号イ」に改め、同条第11項中「附

則第15条第25項第1号ロ」を「附則第15条第24項第1号ロ」に改め、同条第12項中「附則第15

条第25項第1号ハ」を「附則第15条第24項第1号ハ」に改め、同条第13項中「附則第15条第25

項第1号ニ」を「附則第15条第24項第1号ニ」に改め、同条第14項中「附則第15条第25項第2号」

を「附則第15条第24項第2号」に改め、同条第15項中「附則第15条第25項第3号イ」を「附則

第15条第24項第3号イ」に改め、同条第16項中「附則第15条第25項第3号ロ」を「附則第15条

第24項第3号ロ」に改め、同条第17項中「附則第15条第25項第3号ハ」を「附則第15条第24項

第4号」に改め、同条第18項から第20項までを削り、同条第21項中「附則第15条第28項」を「附

則第15条第27項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第22項中「附則第15条第32項」を「附

則第15条第31項」に改め、同項を同条第19項とし、同条第23項中「附則第15条第36項」を「附

則第15条第35項」に改め、同項を同条第20項とし、同条第24項中「附則第15条第37項」を「附

則第15条第36項」に改め、同項を同条第21項とし、同条第25項中「附則第15条第40項」を「附

則第15条第39項」に改め、同項を同条第22項とし、同条第26項中「附則第15条第41項」を「附

則第15条第40項」に改め、同項を同条第23項とし、同条中第27項を第24項とし、第28項を第

25項とし、同条に次の1項を加える。 

26 法附則第15条の11第1項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1とする。 

附則第10条の3第7項中「附則第12条第16項」を「附則第12条第17項」に改め、同条第8項中

「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第9項第4号中「附則第12条第23

項」を「附則第12条第24項」に改め、同項第6号中「附則第12条第24項」を「附則第12条第25

項」に改め、同条第10項第5号及び第12項第5号中「附則第12条第31項」を「附則第12条第32

項」に改め、同条第15項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、同条第16
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項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定す

る通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第

2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第7条の2第

1項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(同

条第3項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する同法第2条第20

号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第3号を

次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令

第379号)第5条各号に掲げる特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律第14条第3項の条例で定める同法第2条第18号に規定する特定建築物を含

む。)のいずれに該当するかの別 

附則第15条の2から第15条の6までを削る。 

附則第16条の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「法第444条第3項に規定する」を

「道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」に、「から第4項まで」を「及び第3項」に

改め、「の種別割」を削り、同条第2項中「令和4年4月1日から令和8年3月31日まで」を「令

和7年4月1日から令和10年3月31日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第3項中「法第446

条第1項第3号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和4年4月1日」を「令和7年4月

1日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和8年度分」

に改め、「の種別割」を削り、同条第4項を削る。 

附則第16条の2の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「の種別割」を削り、「から

第4項まで」を「又は第3項」に改め、同条第2項及び第3項中「の種別割」を削る。 

附則第16条の3第3項第2号、第16条の4第3項第2号及び第17条第3項第2号中「、附則第7条の

3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「及び附則第7条の3第1項」に改める。 

附則第17条の2第1項中「令和8年度」を「令和11年度」に改め、同条第2項中「令和8年度」

を「令和11年度」に改める。 

附則第18条第5項第2号及び第19条第2項第2号中「、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の

2第1項」を「及び附則第7条の3第1項」に改める。 

附則第20条第2項第2号中「、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「及び附則

第7条の3第1項」に改める。 

附則第20条の2第2項第2号及び第5項第2号並びに第20条の3第2項第2号及び第5項第2号中「、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項」を「及び第7条の3第1項」に改める。 

附則第21条の3の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、同

条中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等
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の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設

である」を「施行規則附則第7条の2第1項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項に規定する建築物移動等

円滑化基準(同条第3項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する

同法第2条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、

同条第3号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条各号に掲

げる特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3

項の条例で定める同法第2条第18号に規定する特定建築物を含む。)のいずれに該当する

かの別 

附則第22条の11中「第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第

31項から第33項まで、第36項、第37項、第41項若しくは第44項」を「第8項、第12項から第16

項まで、第18項、第19項、第23項、第26項、第30項から第32項まで、第35項、第36項、第40

項若しくは第43項」に改める。 

(備前市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第2条 備前市税条例の一部を改正する条例(平成26年備前市条例第16号)の一部を次のように

改正する。 

附則第5条中「の種別割」を削る。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の備前市税条例(以下「新条例」

という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正す

る法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項

及び附則第4条において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネル

ギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に規定する利便性

等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税につ
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いて適用する。 

2 この条例の施行の日前の3輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。 

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

(都市計画税に関する経過措置) 

第4条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和8年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和7年度分までの都市計画税については、なお従前

の例による。 

2 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に規定する利便性

等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税

については、なお従前の例による。 
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報
告
第
4
号
参
考
資
料
 

備
前
市
税
条
例
改
正
前
後
対
照
表
(
第

1条
関
係
)
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

改
 
 
 
正
 
 
 
前
 

(
納
税
証
明
事
項
)
 

(納
税
証
明
事
項
)
 

第
1
8
条

の
3
 

地
方

税
法

施
行

規
則

(
昭

和
2
9
年

総
理

府
令

第
2
3
号

。
以

下
「

施
行

規

則
」
と
い
う
。
)
第

1
条
の
9
第
2
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
(
昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

)
第

5
9
条

第
1
項

に
規

定
す

る
検

査
対

象
軽

自
動

車
又

は
2
輪

の

小
型

自
動

車
に

つ
い

て
天

災
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
軽

自
動

車
税

を

滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。
 

第
1
8
条

の
3
 

地
方

税
法

施
行

規
則

(
昭

和
2
9
年

総
理

府
令

第
2
3
号

。
以

下
「

施
行

規

則
」
と
い
う
。
)
第

1
条
の
9
第
2
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
(
昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

)
第

5
9
条

第
1
項

に
規

定
す

る
検

査
対

象
軽

自
動

車
又

は
2
輪

の

小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
種
別
割
 
 
 
 
を

滞
納
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。
 

(
納
期
限
後
に
納
付
し
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
)
 

(納
期
限
後
に
納
付
し
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
)
 

第
1
9
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
4
0
条
、
第
4
6
条
、
第
4
6
条
の
2
若
し

く
は

第
4
6
条

の
5
(
第

5
3
条

の
7
の

2
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
以

下
こ

の

条
に
お
い
て
同
じ
。
)、

第
4
7
条
の

4第
1
項
(
第

4
7
条
の

5第
3
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
第
4
8
条
第
1
項

(法
第
3
2
1
条
の
8

第
3
4
項
及
び
第
3
5
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、
第

5
3
条
の
7
、
第

6
7
条
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第
8
3
条
第
2
項
、
第
9
8
条
第
1
項
若
し
く
は
第
2
項
、
第
1
0
2
条

第
2
項

、
第
1
0
5
条

、
第
1
3
9
条
第
1
項
又
は
第
1
4
5
条
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の

税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額

に
そ
の
納
期
限
(
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と

す
る
。
以
下
第
1
号
、
第

2号
及
び
第
5
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は

納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
(
次
の
各
号
に
掲
げ

る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
1
号
か
ら
第
4
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
5
号
及

第
1
9
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
4
0
条
、
第
4
6
条
、
第
4
6
条
の
2
若
し

く
は

第
4
6
条

の
5
(
第

5
3
条

の
7
の

2
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
以

下
こ

の

条
に
お
い
て
同
じ
。
)、

第
4
7
条
の

4第
1
項
(
第

4
7
条
の

5第
3
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
第
4
8
条
第
1
項

(法
第
3
2
1
条
の
8

第
3
4
項
及
び
第
3
5
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
)
、
第

5
3
条
の
7
、
第

6
7
条
、

第
8
1
条
の
6
第
1
項
、
第

8
3
条
第
2
項
、
第

9
8
条
第
1
項
若
し
く
は
第
2
項
、
第
1
0
2
条

第

2
項

、
第
1
0
5
条
、
第

1
3
9
条
第
1
項
又
は
第
1
4
5
条
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税

金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に

そ
の
納
期
限
(
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す

る
。
以
下
第
1
号
、
第
2
号
及
び
第
5
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納

入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
(
次
の
各
号
に
掲
げ
る

税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
1
号
か
ら
第
4
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
5
号
及
び
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び
第
6
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
)
の
割
合
を

乗
じ

て
計

算
し

た
金

額
に

相
当

す
る

延
滞

金
額

を
加

算
し

て
納

付
書

に
よ

っ
て

納

付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
6
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
)
の
割
合
を
乗

じ
て

計
算

し
た

金
額

に
相

当
す

る
延

滞
金

額
を

加
算

し
て

納
付

書
に

よ
っ

て
納

付

し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

第
9
8
条
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
若
し
く
は
第
2
項
の
申
告
書

又
は
第
1
3
9
条
第
1
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
(
第

4号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
)

 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
1
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(
2
)
 

第
8
1
条
の
6
第

1項
の
申
告
書
、
第
9
8
条
第

1項
若
し
く
は
第
2
項
の
申
告
書
又

は
第
1
3
9
条
第
1
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
(
第
4
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
)
 

当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
1
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(
3
)
 

第
9
8
条
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
若
し
く
は
第
2
項
の
申
告
書

又
は

第
1
3
9
条

第
1
項

の
申

告
書

で
そ

の
提

出
期

限
後

に
提

出
し

た
も

の
に

係
る

税
額

 
当

該
提

出
し

た
日

ま
で

の
期

間
又

は
そ

の
日

の
翌

日
か

ら
1
月

を
経

過

す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(
3
)
 

第
8
1
条
の
6
第

1項
の
申
告
書
、
第
9
8
条
第

1項
若
し
く
は
第
2
項
の
申
告
書
又

は
第

1
3
9
条

第
1
項

の
申

告
書

で
そ

の
提

出
期

限
後

に
提

出
し

た
も

の
に

係
る

税

額
 

当
該

提
出

し
た

日
ま

で
の

期
間

又
は

そ
の

日
の

翌
日

か
ら

1
月

を
経

過
す

る
日
ま
で
の
期

間
 

(
4
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
4
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
所
得
割
の
課
税
標
準
)
 

(所
得
割
の
課
税
標
準
)
 

第
3
3
条
 
（
略
）
 

第
3
3
条
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 

法
第

2
3
条
第
1
項
第

1
5
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
(
次
項
及
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第

3
4
条
の
9
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
)
(
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総
所
得

金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。
 

3
 

法
第

2
3
条

第
1
項

第
1
5
号

に
規

定
す

る
特

定
配

当
等

(
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

並

び
に

第
3
4
条

の
9
に

お
い

て
「

特
定

配
当

等
」
と

い
う

。
)
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
に

係
る

所
得

を
有

す
る

者
に

係
る

総

所
得
金
額
は
、
当

該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。
 

4
～

6
 
（
略
）
 

4
～

6
 
（
略
）
 

(
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
)
 

(軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
)
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第
8
0
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。
 

第
8
0
条
 
軽
自
動
車

税
は
、
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
3
輪
以
上
の
軽
自
動

車
の
取
得
者
に
環

境
性
能
割
に
よ
っ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
等

の
所
有
者
に
種
別

割
に
よ
っ
て
課
す
る
。
 

 
2
 

前
項

に
規

定
す

る
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
の

取
得

者
に

は
、

法
第

4
4
3
条

第
2
項

に

規
定
す
る
者
を
含

ま
な
い
も
の
と
す
る
。
 

2
 

軽
自

動
車

等
の

所
有

者
が

法
第

4
4
5
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

軽
自

動
車

税
を

課

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項

 
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
軽
自
動
車
等
の
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の

用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

3
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
4
4
5
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割

 
 
 
 
を

課

す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第

1項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
使
用
者
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共

の
用
に
供
す
る
軽

自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
課
さ
な
い
。
 

(
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
)
 

(軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
)
 

第
8
1
条

 
軽

自
動

車
等

の
売

買
契

約
に

お
い

て
売

主
が

当
該

軽
自

動
車

等
の

所
有

権

を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自

動
車
税
を
課
す
る
。
 

第
8
1
条

 
軽

自
動

車
等

の
売

買
契

約
に

お
い

て
売

主
が

当
該

軽
自

動
車

等
の

所
有

権

を
留
保
し
て
い
る

場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
前

条
第

1
項

に
規

定
す

る
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
の

取
得

者
(
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
)
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み

な
し
て
、
軽
自
動

車
税
を
課
す
る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主

の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主

の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取

得
者
又
は
軽
自
動

車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

 
3
 

法
第

4
4
4
条

第
3
項

に
規

定
す

る
販

売
業

者
等

(
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
販

売
業

者
等
」
と
い
う
。
)
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
そ

の
販

売
の

た
め

そ
の

他
運

行
(
道

路
運

送
車

両
法

第
2
条

第
5
項

に
規

定
す

る
運

行
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を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
3
輪
以
上

の
軽
自
動
車
に
つ

い
て
、
当
該
販
売
業
者
等
が
、
法
第
4
4
4
条
第

3項
に
規
定
す
る
車

両
番

号
の

指
定

を
受

け
た

場
合

(
当

該
車

両
番

号
の

指
定

前
に

第
1
項

の
規

定
の

適

用
を
受
け
る
売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
)
に
は
、
当
該
販
売
業

者
等
を
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 
4
 
法
の
施
行
地
外
で
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
3
輪
以
上
の
軽

自
動
車
を
法
の
施

行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
3

輪
以

上
の

軽
自

動
車

を
運

行
の

用
に

供
す

る
者

を
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
の

取
得

者
と
み
な
し
て
、

環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 
(
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
)
 

第
8
1
条

の
3
 

環
境

性
能

割
の

課
税

標
準

は
、

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
の

取
得

の
た

め

に
通

常
要

す
る

価
額

と
し

て
施

行
規

則
第

1
5
条

の
1
0
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し
た
金
額
と
す

る
。
 

 
(
環
境
性
能
割
の
税
率
)
 

第
8
1
条

の
4
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
し

て
課

す
る

環
境

性

能
割
の
税
率
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

(
1
)
 

法
第

4
5
1
条

第
1
項

(
同

条
第

4
項

又
は

第
5
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
)
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
1
0
0
分
の
1
 

(
2
)
 

法
第

4
5
1
条

第
2
項

(
同

条
第

4
項

又
は

第
5
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
)
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
1
0
0
分
の
2
 

(
3
)
 

法
第

4
5
1
条
第

3項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 

1
0
0
分
の
3
 

 
(
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
)
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第
8
1
条
の
5
 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
)
 

第
8
1
条

の
6
 

環
境

性
能

割
の

納
税

義
務

者
は

、
法

第
4
5
4
条

第
1
項

各
号

に
掲

げ
る

3

輪
以
上
の
軽
自
動

車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
施

行
規
則
第
3
3
号
の
4
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申

告
に
係
る
環
境
性

能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
(
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除
く
。
)
は
、
法

第
4
5
4
条

第
1
項

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

時
又

は
日

ま

で
に
、
施
行
規
則
第
3
3
号
の
4
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 
(
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
)
 

第
8
1
条
の
7
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報

告
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

正
当

な
事

由
が

な
く

て
申

告
又

は
報

告
を

し
な

か
っ

た

場
合
に
は
、
そ
の

者
に
対
し
、
1
0
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。
 

2
 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
。
 

3
 

第
1
項

の
過

料
を

徴
収

す
る

場
合

に
お

い
て

発
す

る
納

入
通

知
書

に
指

定
す

べ
き

納
期
限
は
、
そ
の

発
付
の
日
か
ら
1
0
日
以
内
と
す
る
。
 

 
(
環
境
性
能
割
の
減
免
)
 

第
8
1
条
の
8
 
市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
第
9

0
条
第

1項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
(
3
輪
以
上
の
も
の
に
限
る
。
)
の
う
ち
必
要

と
認
め
る
も
の
に

対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
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2
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

環
境

性
能

割
の

減
免

を
受

け
る

た
め

の
手

続
そ

の
他

必
要

な
事
項
に
つ
い
て

は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

(
軽
自
動
車
税
の
税
率
)
 

(
種
別
割

 
 
 
 
の
税
率
)
 

第
8
2
条

 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
軽

自
動

車
等

に
対

し
て

課
す

る
軽

自
動

車
税

の
税

率

は
、
1
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
8
2
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
 
 
 
 
の

税
率

は
、
1
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

(
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
)
 

(
種
別
割

 
 
 
 
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
)
 

第
8
3
条
 
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
4
月

1日
と
す
る
。
 

第
8
3
条
 
種
別
割
 
 
 
 
の
賦
課
期
日
は
、
4
月

1日
と
す
る
。
 

2
 
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
5
月

1日
か
ら
同
月
3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

2
 
種
別
割

 
 
 
 
の
納
期
は
、
5
月

1日
か
ら
同
月
3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

(
軽
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
)
 

(
種
別
割

 
 
 
 
の
徴
収
の
方
法
)
 

第
8
5
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

第
8
5
条
 
種
別
割
 
 
 
 
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

(
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
)
 

(
種
別
割

 
 
 
 
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
)
 

第
8
7
条

 
軽

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

で
あ

る
軽

自
動

車
等

の
所

有
者

又
は

使
用

者

(
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
)
は
、
軽
自
動
車

等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
1
5
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
2
輪
の
小
型
自
動

車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
3
3
号
の

4様
式

 
 
 
に
よ
る
申

告
書

、
原

動
機

付
自

転
車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
あ

っ

て
は

施
行

規
則

第
3
3
号

の
5
様

式
に

よ
る

申
告

書
並

び
に

そ
の

者
の

住
所

を
証

明

す
べ
き
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
8
7条

 
種

別
割

 
 
 
 
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者

(
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
)
は
、
軽
自
動
車

等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
1
5
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
2
輪
の
小
型
自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
あ

っ
て

は
施

行
規

則
第

3
3
号

の
4
の

2
様

式
に

よ
る

申

告
書

、
原

動
機

付
自

転
車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
あ

っ

て
は

施
行

規
則

第
3
3
号

の
5
様

式
に

よ
る

申
告

書
並

び
に

そ
の

者
の

住
所

を
証

明

す
べ
き
書
類
を
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
1
5
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た

2
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
1
5
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
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事
項

に
つ

い
て

軽
自

動
車

及
び

2
輪

の
小

型
自

動
車

の
所

有
者

又
は

使
用

者
に

あ

っ
て
は
施
行
規
則
第
3
3
号
の
4
様
式

 
 
 
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
あ

っ
て

は
施

行
規

則
第

3
3
号

の

5
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の

規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

事
項

に
つ

い
て

軽
自

動
車

及
び

2
輪

の
小

型
自

動
車

の
所

有
者

又
は

使
用

者
に

あ

っ
て

は
施

行
規

則
第

3
3
号

の
4
の

2
様

式
に

よ
る

申
告

書
並

び
に

原
動

機
付

自
転

車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
あ

っ
て

は
施

行
規

則
第

3
3
号

の

5
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の

規
定
に
よ
り
申
告

書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

3
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な

く
な
っ
た
日
か
ら
3
0
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
2
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又

は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
3
3
号
の
4
様
式

 
 
 
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原

動
機

付
自

転
車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
あ

っ
て

は
施

行

規
則
第
3
4
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な

く
な
っ
た
日
か
ら
3
0
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
2
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又

は
使

用
者

に
あ

っ
て

は
施

行
規

則
第

3
3
号

の
4
の

2
様

式
に

よ
る

申
告

書
並

び
に

原

動
機

付
自

転
車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
あ

っ
て

は
施

行

規
則
第
3
4
号
様
式

に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

4
 
（
略
）
 

4
 
（
略
）
 

(
軽
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
)
 

(
種
別
割

 
 
 
 
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
)
 

第
8
8
条
 
（
略
）
 

第
8
8
条
 
（
略
）
 

(
軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除
)
 

(
種
別
割

 
 
 
 
の
課
税
免
除
)
 

第
8
8
条
の
2
 
市
長
は
、
商
品
で
あ
っ
て
使
用
し
な
い
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認

め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
を
課
さ
な
い
。
 

第
8
8
条
の
2
 
市
長
は
、
商
品
で
あ
っ
て
使
用
し
な
い
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認

め
る
も
の
に
対
し

て
は
、
軽
自
動
車
税
種
別
割
を
課
さ
な
い
。
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

(
軽
自
動
車
税
の
減
免
)
 

(
種
別
割

 
 
 
 
の
減
免
)
 

第
8
9
条

 
市

長
は

、
公

益
の

た
め

直
接

専
用

す
る

軽
自

動
車

等
の

う
ち

必
要

と
認

め

る
も
の
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。
 

第
8
9
条

 
市

長
は

、
公

益
の

た
め

直
接

専
用

す
る

軽
自

動
車

等
の

う
ち

必
要

と
認

め

る
も
の
に
対
し
て

は
、
種
別
割
 
 
 
 
を
減
免
す
る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
 
 
 
 
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
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ま
で

に
、

当
該

軽
自

動
車

等
に

つ
い

て
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
税

額
及

び
次

に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
に

減
免

を
必

要
と

す
る

事
由

を
証

明
す

る
書

類

を
添
付
し
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ま
で

に
、

当
該

軽
自

動
車

等
に

つ
い

て
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
税

額
及

び
次

に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
に

減
免

を
必

要
と

す
る

事
由

を
証

明
す

る
書

類

を
添
付
し
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
8
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
8
)
 
（
略
）
 

3
 

第
1
項

の
規

定
に

よ
っ

て
軽

自
動

車
税

の
減

免
を

受
け

た
者

は
、

そ
の

事
由

が
消

滅
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
直

ち
に

そ
の

旨
を

市
長

に
申

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

3
 
第

1項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割

 
 
 
 
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
直

ち
に

そ
の

旨
を

市
長

に
申

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

(
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
)
 

(
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
 
 
 
 
の
減
免
)
 

第
9
0
条

 
市

長
は

、
次

に
掲

げ
る

軽
自

動
車

等
の

う
ち

必
要

と
認

め
る

も
の

に
対

し

て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。
 

第
9
0
条

 
市

長
は

、
次

に
掲

げ
る

軽
自

動
車

等
の

う
ち

必
要

と
認

め
る

も
の

に
対

し

て
は
、
種
別
割
 
 
 
 
を
減
免
す
る
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

2
 

前
項

第
1
号

の
規

定
に

よ
っ

て
軽

自
動

車
税

の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

納
期

限
ま

で
に

、
市

長
に

対
し

て
、

身
体

障
害

者
福

祉
法

(
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
8
3

号
)
第

1
5
条

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
身

体
障

害
者

手
帳

(
戦

傷
病

者
特

別
援

護

法
(
昭

和
3
8
年

法
律

第
1
6
8
号

)
第

4
条

の
規

定
に

よ
り

戦
傷

病
者

手
帳

の
交

付
を

受

け
て

い
る

者
で

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
て

い
な

い
も

の
に

あ
っ

て
は

、

戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
)、

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
療

育
手

帳
(
以

下
こ

の
項

に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
)
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る

法
律

(
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
2
3
号

)
第

4
5
条

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
精

神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」

2
 
前
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割

 
 
 
 
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期

限
ま

で
に

、
市

長
に

対
し

て
、

身
体

障
害

者
福

祉
法

(
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
8
3

号
)
第

1
5
条

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
身

体
障

害
者

手
帳

(
戦

傷
病

者
特

別
援

護

法
(
昭

和
3
8
年

法
律

第
1
6
8
号

)
第

4
条

の
規

定
に

よ
り

戦
傷

病
者

手
帳

の
交

付
を

受

け
て

い
る

者
で

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
て

い
な

い
も

の
に

あ
っ

て
は

、

戦
傷
病
者
手
帳
と

す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
)、

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
療

育
手

帳
(
以

下
こ

の
項

に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
)
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る

法
律

(
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
2
3
号

)
第

4
5
条

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
精

神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
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と
い

う
。

)
及

び
道

路
交

通
法

(
昭

和
3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

)
第

9
2
条

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
身

体
障

害
者

若
し

く
は

身
体

障
害

者
等

と
生

計
を

一
に

す
る

者
若

し

く
は

身
体

障
害

者
等

(
身

体
障

害
者

等
の

み
で

構
成

さ
れ

る
世

帯
の

者
に

限
る

。
)

を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と

い
う

。
)
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
特

定
免

許
情

報
(
同

法
第

9
5
条

の
2
第

2
項

に
規

定
す

る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記

録
個

人
番

号
カ

ー
ド

(
同

法
第

9
5
条

の
2
第

4
項

に
規

定
す

る
免

許
情

報
記

録
個

人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
に

減
免

を
必

要
と

す
る

理
由

を
証

明
す

る

書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

と
い

う
。

)
及

び
道

路
交

通
法

(
昭

和
3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

)
第

9
2
条

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
身

体
障

害
者

若
し

く
は

身
体

障
害

者
等

と
生

計
を

一
に

す
る

者
若

し

く
は

身
体

障
害

者
等

(
身

体
障

害
者

等
の

み
で

構
成

さ
れ

る
世

帯
の

者
に

限
る

。
)

を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と

い
う

。
)
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
特

定
免

許
情

報
(
同

法
第

9
5
条

の
2
第

2
項

に
規

定
す

る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記

録
個

人
番

号
カ

ー
ド

(
同

法
第

9
5
条

の
2
第

4
項

に
規

定
す

る
免

許
情

報
記

録
個

人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
に

減
免

を
必

要
と

す
る

理
由

を
証

明
す

る

書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
 

4
 
第

1項
第
2
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期
限
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
(
市
長
が
、
当
該
軽

自
動

車
等

の
提

示
に

代
わ

る
と

認
め

る
書

類
の

提
出

が
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

書

類
の

提
出

)
を

す
る

と
と

も
に

、
前

条
第

2
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

4
 
第

1項
第
2
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
 
 
 
 
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期
限
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
(
市
長
が
、
当
該
軽

自
動

車
等

の
提

示
に

代
わ

る
と

認
め

る
書

類
の

提
出

が
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

書

類
の

提
出

)
を

す
る

と
と

も
に

、
前

条
第

2
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

5
 
前
条
第

3
項
の
規
定
は
、
第
1
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て

い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

5
 
前
条
第

3
項
の
規
定
は
、
第
1
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
 
 
 
 
の
減
免
を
受
け
て

い
る
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
 

(
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
)
 

(原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
)
 

第
9
1
条
 
（
略
）
 

第
9
1
条
 
（
略
）
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2
 

法
第

4
4
5
条

若
し

く
は

第
8
1
条

の
2
又

は
第

8
0
条

第
2
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
っ

て
軽

自
動

車
税

を
課

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
原

動
機

付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自

動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
市
内
に
所
在
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
1
5
日
以
内
に

、
市
長
に
対
し
、

標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動

車
の

提
示

を
し

て
、

そ
の

車
体

に
取

り
付

け
る

べ
き

標
識

の
交

付
を

受
け

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

軽
自

動
車

税
を

課
さ

れ
る

べ
き

原
動

機
付

自
転

車
又

は
小

型
特

殊

自
動

車
が

法
第

4
4
5
条

若
し

く
は

第
8
1
条

の
2
又

は
第

8
0
条

第
2
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
っ

て
軽

自
動

車
税

を
課

さ
れ

な
い

こ
と

と
な

っ
た

と
き

に
お

け
る

当
該

原

動
機

付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
つ

い
て

も
、

ま

た
同
様
と
す
る
。
 

2
 

法
第

4
4
5
条

若
し

く
は

第
8
1
条

の
2
又

は
第

8
0
条

第
3
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
っ

て
種
別
割
 
 
 
 
を

課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自

動
車
の
所
有
者
又

は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
市
内
に
所
在
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
1
5
日
以
内
に

、
市
長
に
対
し
、

標
識
交
付
申
請
書

を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動

車
の

提
示

を
し

て
、

そ
の

車
体

に
取

り
付

け
る

べ
き

標
識

の
交

付
を

受
け

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
種

別
割
 
 
 
 
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊

自
動

車
が

法
第

4
4
5
条

若
し

く
は

第
8
1
条

の
2
又

は
第

8
0
条

第
3
項

た
だ

し
書

の
規

定
に
よ
っ
て
種
別

割
 
 
 
 
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原

動
機

付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自
動

車
の

所
有

者
又

は
使

用
者

に
つ

い
て

も
、

ま

た
同
様
と
す
る
。

 

3
～

6
 
（
略
）
 

3
～

6
 
（
略
）
 

7
 
第

2項
の
標
識
及
び
第
3
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自
動

車
の

主
た

る
定

置
場

が
市

内
に

所
在

し
な

い
こ

と
と

な

っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
、
若
し
く
は

使
用

し
な

い
こ

と
と

な
っ

た
と

き
又

は
当

該
原

動
機

付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自

動
車

に
対

し
て

軽
自

動
車

税
が

課
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

と
き

は
、

そ
の

事
由

が

発
生
し
た
日
か
ら
1
5
日
以
内
に
、
市
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

7
 
第

2項
の
標
識
及
び
第
3
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自
動

車
の

主
た

る
定

置
場

が
市

内
に

所
在

し
な

い
こ

と
と

な

っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
、
若
し
く
は

使
用

し
な

い
こ

と
と

な
っ

た
と

き
又

は
当

該
原

動
機

付
自

転
車

又
は

小
型

特
殊

自

動
車
に
対
し
て
種
別
割
 
 
 
 
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が

発
生
し
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
市
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

8
・

9
 
（
略
）
 

8
・

9
 
（
略
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

 
(
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
)
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第
7
条

の
3
 

平
成

2
0
年

度
か

ら
平

成
2
8
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
4

1
条

又
は

第
4
1
条

の
2
の

2
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
場

合
(
同

法
第

4
1
条

第
1
項

に

規
定
す
る
居
住
年
(
次
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
)
が
平
成

1
1
年
か
ら
平
成

1
8
年
ま
で
の
各
年

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
)
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
5
条
の
4
第

6項

に
規

定
す

る
と

こ
ろ

に
よ

り
控

除
す

べ
き

額
(
第

3
項

に
お

い
て

「
市

民
税

の
住

宅

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
)
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
3
4
条
の
3
及

び
第
3
4
条
の
6
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

2
 

前
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
第

3
4
条

の
8
及

び
第

3
4
条

の
9
第

1
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4
条
の
8
中
「
前

2条
」
と
あ
る
の
は
「
前
2
条
並

び
に
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
」
と
、
同
項
中
「
前

3
条
」
と
あ
る
の
は
「
前

3
条
並
び

に
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
」
と
す
る
。
 

3
 

第
1項

の
規
定
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属

す
る
年
の
3
月
1
5
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
旨

及
び

市
民

税
の

住
宅

借
入

金
等

特
別

税
額

控
除

額

の
控

除
に

関
す

る
事

項
を

記
載

し
た

市
民

税
住

宅
借

入
金

等
特

別
税

額
控

除
申

告

書
(
そ

の
提

出
期

限
後

に
お

い
て

市
民

税
の

納
税

通
知

書
が

送
達

さ
れ

る
時

ま
で

に
提
出
さ
れ
た
も

の
を
含
む
。
)
を
、
市
長
に
提
出
し
た
場
合
(
法
附
則
第
5
条
の

4
第

9
項
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
)
に
限
り
、
適

用
す
る
。
 

(
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
)
 

 

第
7
条

の
3
 

平
成

2
2
年

度
か

ら
令

和
2
0
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

第
7
条

の
3
の

2
 

平
成

2
2
年

度
か

ら
令

和
2
0
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民
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限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
4

1
条

又
は

第
4
1
条

の
2
の

2
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
場

合
(
同

法
第

4
1
条

第
1
項

に

規
定
す
る
居
住
年
が

 
 
 
平
成
2
1
年
か
ら
令
和
7
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限

る
。

)に
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

法
附

則
第

5
条
の

4第
5
項
 
 
 
(
同
条
第
7
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
)
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第

3
4
条

の
3
及

び
第

3
4
条

の
6
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
の

所
得

割
の

額
か

ら
控

除
す

る
。
 

税
に

限
り

、
所

得
割

の
納

税
義

務
者

が
前

年
分

の
所

得
税

に
つ

き
租

税
特

別
措

置

法
第

4
1
条

又
は

第
4
1
条

の
2
の

2
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
場

合
(
居

住
年

が
平

成
1

1
年

か
ら

平
成

1
8
年

ま
で

又
は

平
成

2
1
年

か
ら

令
和

7
年

ま
で

の
各

年
で

あ
る

場
合

に
限
る
。
)
に
お
い
て
、
前
条
第
1
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則

第
5
条

の
4
の

2
第

5
項

(
同

条
第

7
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の

第
3
4
条

の
3
及

び
第

3
4
条

の
6
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
の

所
得

割
の

額
か

ら
控

除

す
る
。
 

2
 

前
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
第

3
4
条

の
8
及

び
第

3
4
条

の
9
第

1
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4
条
の
8
中
「
前

2条
」
と
あ
る
の
は
「
前
2
条
並

び
に
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
」
と

、
第

3
4
条
の

9第
1
項
中
「
前
3
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
3
条
並
び
に
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
」
と
す
る
。
 

2
 

前
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
第

3
4
条

の
8
及

び
第

3
4
条

の
9
第

1
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4
条
の
8
中
「
前

2条
」
と
あ
る
の
は
「
前
2
条
並

び
に
附
則
第
7
条
の
3
の

2第
1
項
」
と
、
第
3
4
条
の

9第
1
項
中
「
前
3
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
3
条
並
び
に
附
則
第
7
条
の
3
の

2第
1
項
」
と
す
る
。
 

(
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
8
条

 
昭

和
5
7
年

度
か

ら
令

和
1
2
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限

り
、
法
附
則
第
6
条
第

4
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
3
6
条
の
2
第
1
項
の
規
定

に
よ

る
申

告
書

(
そ

の
提

出
期

限
後

に
お

い
て

市
民

税
の

納
税

通
知

書
が

送
達

さ

れ
る

時
ま

で
に

提
出

さ
れ

た
も

の
及

び
そ

の
時

ま
で

に
提

出
さ

れ
た

第
3
6
条

の
3

第
1
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る

租
税

特
別

措
置

法
第

2
5
条

第
1
項

に
規

定
す

る
事

業
所

得
の

明
細

に
関

す
る

事
項

の
記

載
が

あ
る

と
き

(
こ

れ
ら

の
申

告
書

に
そ

の
記

載
が

な
い

こ
と

に
つ

い
て

や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
市

長
が

認
め

る
と

き
を

含
む

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
)
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

第
8
条

 
昭

和
5
7
年

度
か

ら
令

和
9
年

度
 
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限

り
、
法
附
則
第
6
条
第

4
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
3
6
条
の
2
第
1
項
の
規
定

に
よ

る
申

告
書

(
そ

の
提

出
期

限
後

に
お

い
て

市
民

税
の

納
税

通
知

書
が

送
達

さ

れ
る

時
ま

で
に

提
出

さ
れ

た
も

の
及

び
そ

の
時

ま
で

に
提

出
さ

れ
た

第
3
6
条

の
3

第
1
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る

租
税

特
別

措
置

法
第

2
5
条

第
1
項

に
規

定
す

る
事

業
所

得
の

明
細

に
関

す
る

事
項

の
記

載
が

あ
る

と
き

(
こ

れ
ら

の
申

告
書

に
そ

の
記

載
が

な
い

こ
と

に
つ

い
て

や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
市

長
が

認
め

る
と

き
を

含
む

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
)
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
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2
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
6
条
第

5
項
に

規
定

す
る

場
合

に
お

い
て

、
第

3
6
条

の
2
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
に

肉
用

牛

の
売

却
に

係
る

租
税

特
別

措
置

法
第

2
5
条

第
2
項

第
2
号

に
規

定
す

る
事

業
所

得
の

明
細

に
関

す
る

事
項

の
記

載
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

者
の

前
年

の
総

所
得

金
額

に

係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
3
3
条
か
ら
第
3
4
条
の
3
ま
で
、
第

3
4
条
の

6か
ら

第
3
4
条
の
8
ま
で
、
附
則
第

7
条
第
1
項

、
附
則
第
7
条
の

3
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
及
び
附
則
第
7
条
の
4
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
6
条
第
5
項
各

号

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
6
条
第

5
項
に

規
定

す
る

場
合

に
お

い
て

、
第

3
6
条

の
2
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
に

肉
用

牛

の
売

却
に

係
る

租
税

特
別

措
置

法
第

2
5
条

第
2
項

第
2
号

に
規

定
す

る
事

業
所

得
の

明
細

に
関

す
る

事
項

の
記

載
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

者
の

前
年

の
総

所
得

金
額

に

係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
3
3
条
か
ら
第
3
4
条
の
3
ま
で
、
第

3
4
条
の

6か
ら

第
3
4
条
の
8
ま
で
、
附
則
第
7
条
第
1
項
、
附
則
第
7
条
の

3
第
1
項
、
附
則
第
7
条
の

3
の

2
第

1
項

及
び

附
則

第
7
条

の
4
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
法

附
則

第
6
条

第
5
項

各
号

に
掲
げ
る
金
額
の

合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
 

(
法
附
則
第

1
5
条
第
2
項
第

1
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
)
 

(法
附
則
第

1
5
条
第
2
項
第

1
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
)
 

第
1
0
条
の
2
 
（
略
）
 

第
1
0
条
の
2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
1
3
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

5
分

の
3

(
都

市
再

生
特

別
措

置
法

(
平

成
1
4
年

法
律

第
2
2
号

)
第

2
条

第
5
項

に
規

定
す

る
特

定
都

市
再

生
緊

急
整

備
地

域
に

お
け

る
法

附
則

第
1
5
条

第
1
3
項

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
2
分
の

1
)
と
す
る
。
 

3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
1
4
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

5
分

の
3

(
都

市
再

生
特

別
措

置
法

(
平

成
1
4
年

法
律

第
2
2
号

)
第

2
条

第
5
項

に
規

定
す

る
特

定
都

市
再

生
緊

急
整

備
地

域
に

お
け

る
法

附
則

第
1
5
条

第
1
4
項

に
規

定
す

る
市

町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
2
分
の

1
)
と
す
る
。
 

4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
0
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2
分

の
1

と
す
る
。
 

4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
1
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2
分

の
1

と
す
る
。
 

5
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
1
項

第
1
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3

分
の
2
と
す
る
。
 

5
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
2
項

第
1
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3

分
の
2
と
す
る
。
 

6
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
1
項

第
2
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2
6
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
2
項

第
2
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2
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分
の
1
と
す
る
。
 

分
の
1
と
す
る
。
 

7
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
1
項

第
3
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2

分
の
1
と
す
る
。
 

7
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
2
項

第
3
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2

分
の
1
と
す
る
。
 

8
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
2
項

第
1
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3

分
の
2
と
す
る
。
 

8
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
3
項

第
1
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3

分
の
2
と
す
る
。
 

9
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
2
項

第
2
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2

分
の
1
と
す
る
。
 

9
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
3
項

第
2
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2

分
の
1
と
す
る
。
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
1
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
1
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
1
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
1
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
1
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
1
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
1
号

ニ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
1
号

ニ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
3
分
の
2
と
す
る
。
 

1
4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
2
号

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
7
分
の
6
と
す
る
。
 

1
4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
2
号

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
7
分
の
6
と
す
る
。
 

1
5
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
3
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
4
分
の
3
と
す
る
。
 

1
5
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
3
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
4
分
の
3
と
す
る
。
 

1
6
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
3
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
4
分
の
3
と
す
る
。
 

1
6
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
3
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
4
分
の
3
と
す
る
。
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1
7
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
4
項

第
4
号

 
 
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
4
分
の
3
と
す
る
。
 

1
7
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
3
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
4
分
の
3
と
す
る
。
 

 
1
8
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
4
号

イ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
2
分
の
1
と
す
る
。
 

 
1
9
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
4
号

ロ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
2
分
の
1
と
す
る
。
 

 
2
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
5
項

第
4
号

ハ
に

規
定

す
る

設
備

に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
2
分
の
1
と
す
る
。
 

1
8
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
2

と
す
る
。
 

2
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
8
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
2

と
す
る
。
 

1
9
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
1
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
2

と
す
る
。
 

2
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
2
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
2

と
す
る
。
 

2
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
5
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
2

と
す
る
。
 

2
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
6
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
2

と
す
る
。
 

2
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
6
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2
分

の
1

と
す
る
。
 

2
4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
7
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

2
分

の
1

と
す
る
。
 

2
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
9
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
1

と
す
る
。
 

2
5
 

法
附

則
第

1
5
条

第
4
0
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
1

と
す
る
。
 

2
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
4
0
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

4
分

の
3

と
す
る
。
 

2
6
 

法
附

則
第

1
5
条

第
4
1
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

4
分

の
3

と
す
る
。
 

2
4
 
（
略
）
 

2
7
 
（
略
）
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2
5
 
（
略
）
 

2
8
 
（
略
）
 

2
6
 

法
附

則
第

1
5
条

の
1
1
第

1
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

3
分

の
1
と
す
る
。
 

 

(
新

築
住

宅
等

に
対

す
る

固
定

資
産

税
の

減
額

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す

る
者
が
す
べ
き
申
告
)
 

(
新

築
住

宅
等

に
対

す
る

固
定

資
産

税
の

減
額

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す

る
者
が
す
べ
き
申
告
)
 

第
1
0
条
の
3
 
（
略
）
 

第
1
0
条
の
3
 
（
略
）
 

2
～

6
 
（
略
）
 

2
～

6
 
（
略
）
 

7
 
法
附
則
第
1
5
条
の
8
第

4項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
1
月
3
1
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

令
附

則
第

1
2
条

第
1
7
項

に
規

定
す

る
従

前
の

家
屋

に
つ

い
て

移
転

補
償

金
を

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て

市
長

に
提

出
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

7
 
法
附
則
第
1
5
条
の
8
第

4項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
1
月
3
1
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

令
附

則
第

1
2
条

第
1
6
項

に
規

定
す

る
従

前
の

家
屋

に
つ

い
て

移
転

補
償

金
を

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て

市
長

に
提

出
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

8
 
法
附
則
第
1
5
条
の
9
第

1項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

当
該

耐
震

基
準

適
合

住
宅

に
係

る
耐

震
改

修
が

完

了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震

改
修

に
要

し
た

費
用

を
証

す
る

書
類

及
び

当
該

耐
震

改
修

後
の

家
屋

が
令

附
則

第

1
2
条

第
2
0
項

に
規

定
す

る
基

準
を

満
た

す
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て

市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

8
 
法
附
則
第
1
5
条
の
9
第

1項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

当
該

耐
震

基
準

適
合

住
宅

に
係

る
耐

震
改

修
が

完

了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震

改
修

に
要

し
た

費
用

を
証

す
る

書
類

及
び

当
該

耐
震

改
修

後
の

家
屋

が
令

附
則

第

1
2
条

第
1
9
項

に
規

定
す

る
基

準
を

満
た

す
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て

市
長

に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

9
 

法
附

則
第

1
5
条

の
9
第

4
項

の
高

齢
者

等
居

住
改

修
住

宅
又

は
同

条
第

5
項

の
高

齢
9
 

法
附

則
第

1
5
条

の
9
第

4
項

の
高

齢
者

等
居

住
改

修
住

宅
又

は
同

条
第

5
項

の
高

齢
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者
等

居
住

改
修

専
有

部
分

に
つ

い
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す

る
者

は
、

同
条

第
4
項

に
規

定
す

る
居

住
安

全
改

修
工

事
が

完
了

し
た

日
か

ら
3
月

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

施
行

規
則

附
則

第
7
条

第
9
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

者
等

居
住

改
修

専
有

部
分

に
つ

い
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す

る
者

は
、

同
条

第
4
項

に
規

定
す

る
居

住
安

全
改

修
工

事
が

完
了

し
た

日
か

ら
3
月

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

施
行

規
則

附
則

第
7
条

第
9
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
3
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 
令
附
則
第
1
2
条
第
2
4
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当

該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(
4
)
 
令
附
則
第
1
2
条
第
2
3
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当

該
者
が
同
項
各

号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(
5
)
 

（
略
）
 

(
5
)
 

（
略
）
 

(
6
)
 

居
住

安
全

改
修

工
事

に
要

し
た

費
用

並
び

に
令

附
則

第
1
2
条

第
2
5
項

に
規

定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(
6
)
 

居
住

安
全

改
修

工
事

に
要

し
た

費
用

並
び

に
令

附
則

第
1
2
条

第
2
4
項

に
規

定
す
る
補
助
金

等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(
7
)
 

（
略
）
 

(
7
)
 

（
略
）
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

の
9
第

9
項

の
熱

損
失

防
止

改
修

等
住

宅
又

は
同

条
第

1
0
項

の
熱

損
失

防
止

改
修

等
専

有
部

分
に

つ
い

て
、

こ
れ

ら
の

規
定

の
適

用
を

受
け

よ
う

と

す
る
者
は
、
同
条
第
9
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か

ら
3
月

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

施
行

規
則

附
則

第
7
条

第
1
0
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

の
9
第

9
項

の
熱

損
失

防
止

改
修

等
住

宅
又

は
同

条
第

1
0
項

の
熱

損
失

防
止

改
修

等
専

有
部

分
に

つ
い

て
、

こ
れ

ら
の

規
定

の
適

用
を

受
け

よ
う

と

す
る
者
は
、
同
条
第
9
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か

ら
3
月

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

施
行

規
則

附
則

第
7
条

第
1
0
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 

熱
損

失
防

止
改

修
工

事
等

に
要

し
た

費
用

及
び

令
附

則
第

1
2
条

第
3
2
項

に

規
定
す
る
補
助
金
等
 

(
5
)
 

熱
損

失
防

止
改

修
工

事
等

に
要

し
た

費
用

及
び

令
附

則
第

1
2
条

第
3
1
項

に

規
定
す
る
補
助

金
等
 

(
6
)
 

（
略
）
 

(
6
)
 

（
略
）
 

1
1
 
（
略
）
 

1
1
 
（
略
）
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1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

の
9
の

2
第

4
項

に
規

定
す

る
特

定
熱

損
失

防
止

改
修

等
住

宅
又

は
同
条
第
5
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、

こ
れ

ら
の

規
定

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

法
附

則
第

1
5
条

の
9
第

9
項

に

規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

施
行

規
則

附
則

第
7
条

第
1
2
項

各
号

に
掲

げ
る

書

類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

の
9
の

2
第

4
項

に
規

定
す

る
特

定
熱

損
失

防
止

改
修

等
住

宅
又

は
同
条
第
5
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、

こ
れ

ら
の

規
定

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

法
附

則
第

1
5
条

の
9
第

9
項

に

規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
に

施
行

規
則

附
則

第
7
条

第
1
2
項

各
号

に
掲

げ
る

書

類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 

熱
損

失
防

止
改

修
工

事
等

に
要

し
た

費
用

及
び

令
附

則
第

1
2
条

第
3
2
項

に

規
定
す
る
補
助
金
等
 

(
5
)
 

熱
損

失
防

止
改

修
工

事
等

に
要

し
た

費
用

及
び

令
附

則
第

1
2
条

第
3
1
項

に

規
定
す
る
補
助

金
等
 

(
6
)
 

（
略
）
 

(
6
)
 

（
略
）
 

1
3
・
1
4
 
（
略
）
 

1
3
・
1
4
 
（
略
）
 

1
5
 
法
附
則
第
1
5
条
の
1
0
第
1
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
当

該
耐

震
基

準
適

合
家

屋
に

係
る

耐
震

改
修

が

完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規

則
附
則
第
7
条
第
1
8
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建

築
物

の
耐

震
改

修
の

促
進

に
関

す
る

法
律

(
平

成
7
年

法
律

第
1
2
3
号

)
第

7
条

又
は

附
則

第
3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

の
写

し
及

び
当

該
耐

震
改

修
後

の
家

屋
が

令
附

則
第

1
2
条

第
2
0
項

に
規

定
す

る
基

準
を

満
た

す
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

1
5
 
法
附
則
第
1
5
条
の
1
0
第
1
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
当

該
耐

震
基

準
適

合
家

屋
に

係
る

耐
震

改
修

が

完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規

則
附
則
第
7
条
第
1
8
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建

築
物

の
耐

震
改

修
の

促
進

に
関

す
る

法
律

(
平

成
7
年

法
律

第
1
2
3
号

)
第

7
条

又
は

附
則

第
3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

の
写

し
及

び
当

該
耐

震
改

修
後

の
家

屋
が

令
附

則
第

1
2
条

第
1
9
項

に
規

定
す

る
基

準
を

満
た

す
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
市
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

1
6
 
法
附
則
第
1
5
条
の
1
1
第
1
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物
 
 
に
つ
い
て
、
同
項
の
規

1
6
 
法
附
則
第
1
5
条
の
1
1
第
1
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
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定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
同

項
に

規
定

す
る

利
便

性
等

向
上

改
修

工

事
が
完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規

則
附

則
第

7
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
補

助
に

係
る

補
助

金
確

定
通

知
書

の

写
し
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成

1
8
年

法
律

第
9
1
号

)
第

1
4
条

第
1
項

に
規

定
す

る
建

築
物

移
動

等
円

滑
化

基
準

(
同

条
第

3
項

の
条

例
で

付
加

し
た

事
項

を
含

む
。

)
又

は
同

法
第

1
7
条

第
3
項

第
1
号

に

規
定

す
る

同
法

第
2
条

第
2
0
号

に
規

定
す

る
建

築
物

特
定

施
設

の
構

造
及

び
配

置

に
関

す
る

基
準

に
適

合
す

る
旨

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
同

項
に

規
定

す
る

利
便

性
等

向
上

改
修

工

事
が
完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
高

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
1
8

年
国

土
交

通
省

令
第

1
1
0
号

)
第

1
0
条

第
2
項

に
規

定
す

る
通

知
書

の
写

し
及

び
主

と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
(
平
成
2
4
年
法
律
第
4
9
号
)
第
2

条
第
2
項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 旨

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(
平

成
1
8
年

政
令

第
3
7
9
号

)
第

5
条

各
号

に
掲

げ
る

特
別

特
定

建
築

物
(
高

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
1
4
条
第

3項
の

条
例

で
定

め
る

同
法

第
2
条

第
1
8
号

に
規

定
す

る
特

定
建

築
物

を
含

む
。

)
の

い

ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(
3
)
 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(
平

成
1
8
年

政
令

第
3
7
9
号

)
第

5
条

第
3
号

に
規

定
す

る
劇

場
若

し
く

は
演

芸
場

又
は

同
条

第
4
号

に
規

定
す

る
集

会
場

若
し

く
は

公
会

堂
の

い
ず

れ
に

該

当
す
る
か
の
別

 

(
4
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
4
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

 
(
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
)
 

第
1
5
条
の
2
 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第

1章
第
2

節
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
例
に

よ
り
、
行
う
も
の

と
す
る
。
 

2
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
4
4
6
条
第
1
項

(同
条
第
2
項
又
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は
第

3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)
又

は
法

第
4
5
1
条

第
1
項

若
し

く
は

第
2
項

(
こ

れ
ら

の
規

定
を

同
条

第
4
項

又
は

第
5
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)
の

適
用

を
受

け
る

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
を

す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
(
法
附
則
第
2
9
条
の
9
第

3項
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
基
づ
き
当
該
判
断

を
す
る
も
の
と
す

る
。
 

3
 

県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車
税
の

環
境

性
能

割
に

つ
き

、
そ

の
納

付
す

べ
き

額
に

つ
い

て
不

足
額

が
あ

る
こ

と
を

附

則
第

1
5
条

の
4
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

第
8
1
条

の
6
第

1
項

の
納

期
限

(
納

期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
)
後
に
お
い
て
知
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請

を
し

た
者

が
偽

り
そ

の
他

不
正

の
手

段
(
当

該
申

請
を

し
た

者
に

当
該

申
請

に
必

要
な

情
報

を
直

接
又

は
間

接
に

提
供

し
た

者
の

偽
り

そ
の

他
不

正
の

手
段

を
含

む
。
)
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通

大
臣

が
当

該
国

土
交

通
大

臣
の

認
定

等
を

取
り

消
し

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

る

と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
当
該
不
足
額
に
係
る
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

つ
い

て
法

附
則

第
2
9
条

の
1
1
の

規
定

に
よ

り
そ

の
例

に
よ

る

こ
と

と
さ

れ
た

法
第

1
6
1
条

第
1
項

に
規

定
す

る
申

告
書

を
提

出
す

べ
き

当
該

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
の

取
得

者
と

み
な

し
て

、
軽

自
動

車
税

の
環

境
性

能
割

に
関

す

る
規
定
を
適
用
す

る
。
 

4
 

前
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
納

付
す

べ
き

軽
自

動
車

税
の

環
境

性
能
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
1
0
0
分
の
3
5
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
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し
た
金
額
を
加
算

し
た
金
額
と
す
る
。
 

 
(
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
)
 

第
1
5
条
の
3
 
市
長
は
、
当
分
の
間
、
第
8
1
条
の
8
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
知
事
が

自
動

車
税

の
環

境
性

能
割

を
減

免
す

る
自

動
車

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

市
長

が

定
め
る
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免

す
る
。
 

 
(
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
)
 

第
1
5
条
の
4
 
第
8
1
条
の
6
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条

中
「
市
長
」
と
あ

る
の
は
、
「
県
知
事
」
と
す
る
。
 

 
(
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
)
 

第
1
5
条
の
5
 
市
は
、
県
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務

を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第
2
9
条
の
1
6
第
1
項
に
掲

げ
る
金
額
の
合
計

額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
県
に
交
付
す
る
。
 

 
(
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
)
 

第
1
5
条

の
6
 

営
業

用
の

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
す

る
第

8
1
条

の
4
の

規
定

の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
第
1
号
 

1
0
0
分
の

1 
1
0
0
分
の

0.
5 

第
2
号
 

1
0
0
分
の

2 
1
0
0
分
の

1 

第
3
号
 

1
0
0
分
の

3 
1
0
0
分
の

2 

 
2
 

自
家

用
の

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
す

る
第

8
1
条

の
4
(
第

3
号

に
係

る
部

分
に
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限
る
。
)
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「

10
0
分
の
3
」
と
あ

る
の
は
、
「
1
0
0
分
の
2
」
と
す
る
。
 

(
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
 
 
の
税
率
の
特
例
)
 

(
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
)
 

第
1
6
条

 
法

附
則

第
3
0
条

第
1
項

に
規

定
す

る
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
す

る
当

該

軽
自

動
車

が
最

初
の

道
路

運
送

車
両

法
第

6
0
条

第
1
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

車
両

番
号
の
指
定
(
次
項
及
び
第
3
項
 
 
 
 
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
)

を
受

け
た

月
か

ら
起

算
し

て
1
4
年

を
経

過
し

た
月

の
属

す
る

年
度

以
後

の
年

度
分

の
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
 
 
に
係
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
1
6
条

 
法

附
則

第
3
0
条

第
1
項

に
規

定
す

る
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
す

る
当

該

軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
4
4
4
条
第
3
項
に
規
定
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
車
両

番
号
の
指
定
(
次
項
か
ら
第
4
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
)

を
受

け
た

月
か

ら
起

算
し

て
1
4
年

を
経

過
し

た
月

の
属

す
る

年
度

以
後

の
年

度
分

の
軽

自
動

車
税

の
種

別
割

に
係

る
第

8
2
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
分

の

間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

2
 

法
附

則
第

3
0
条

第
2
項

第
1
号

及
び

第
2
号

に
掲

げ
る

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対

す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
7
年

4月
1
日
か

ら
令
和
1
0
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当

該
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

分
の

軽
自

動
車

税

 
  

  
  

 に
限

り
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

同
条

の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

2
 

法
附

則
第

3
0
条

第
2
項

第
1
号

及
び

第
2
号

に
掲

げ
る

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対

す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
4
年

4月
1
日
か

ら
令
和
8
年

3月
3
1
日
ま
で
 
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当

該
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

分
の

軽
自

動
車

税

の
種

別
割

に
限

り
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

同
条

の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲

げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

3
 
法
附
則
第
3
0
条
第
3
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
3
輪
以
上
の
同
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
(
以
下
こ
の
項
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
「
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
)
(
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
)
に
対
す
る
第

3
 

法
附

則
第

3
0
条

第
3
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

3
輪

以
上

の
法

第
4
4
6
条

第
1
項

第
3
号

に
規

定
す

る
ガ

ソ
リ

ン
軽

自
動

車
(
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

「
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
)
(
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
)
に
対
す
る
第
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8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
7
年

4月
1
日

か
ら

令
和

8
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
、

令
和

8年
度

分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

軽
自

動
車

税
 
 
 
 
 
 
 
 
に
限
り
、
同
条
第
2
号
ア

(
イ

)
中
「

3,
9
0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
2
,
0
0
0

円
」
と
、
同
号
ア
(
ウ

)
i
中
「
6
,
9
0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
3
,
5
0
0
円
」
と
す
る
。
 

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
4
年

4月
1
日

か
ら

令
和

8
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

初
回

車
両

番
号

指
定

を
受

け
た

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
分

の
軽

自
動

車

税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
2
号
ア

(
イ
)
中
「

3,
9
0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
2
,
0
0
0

円
」
と
、
同
号
ア
(
ウ

)
i
中
「
6
,
9
0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
3
,
5
0
0
円
」
と
す
る
。
 

 
4
 

法
附

則
第

3
0
条

第
4
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

3
輪

以
上

の
ガ

ソ
リ

ン
軽

自
動

車
(
前

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を

除
き

、
営

業
用

の
乗

用
の

も
の

に
限

る
。
)
に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

が
令

和
4
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

7
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

初
回

車
両

番
号

指
定

を
受

け
た

日
の

属
す

る
年

度
の

翌

年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
2
号
ア
(
イ

)中
「
3
,
9
0
0
円
」
と

あ
る
の
は
「

3,
0
0
0
円
」
と
、
同
号
ア

(
ウ
)
i
中
「

6
,
9
0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「

5,
2
0

0
円
」
と
す
る
。
 

(
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
 
 
の
賦
課
徴
収
の
特
例
)
 

(
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
)
 

第
1
6
条
の
2
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
 
 
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
が
前
条
第
2
項
又
は
第
3
項

 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
3
輪
以
上
の

軽
自

動
車

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
の

判
断

を
す

る
と

き
は

、
国

土
交

通
大

臣
の

認

定
等
(
法
附
則
第
3
0
条
の
2
第
1
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
1
6
条
の
2
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
3
輪
以
上
の
軽

自
動

車
が

前
条

第
2
項

か
ら

第
4
項

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
を

す
る

と
き

は
、

国
土

交
通

大
臣

の
認

定

等
(
法
附
則
第
3
0
条
の
2
第

1項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
 
 
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ

と
を

第
8
3
条

第
2
項

の
納

期
限

(
納

期
限

の
延

長
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の
延

長
さ

れ
た

納
期

限
)
後

に
お

い
て

知
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

事
実

が
生

じ
た

原
因

2
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ

と
を

第
8
3
条

第
2
項

の
納

期
限

(
納

期
限

の
延

長
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の
延

長
さ

れ
た

納
期

限
)
後

に
お

い
て

知
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

事
実

が
生

じ
た

原
因
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が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
(
当

該
申

請
を

し
た

者
に

当
該

申
請

に
必

要
な

情
報

を
直

接
又

は
間

接
に

提
供

し
た

者

の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
)
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け

た
こ

と
を

事
由

と
し

て
国

土
交

通
大

臣
が

当
該

国
土

交
通

大
臣

の
認

定
等

を
取

り

消
し

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
申

請
を

し
た

者
又

は
そ

の
一

般

承
継

人
を

賦
課

期
日

現
在

に
お

け
る

当
該

不
足

額
に

係
る

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車

の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
 
 
に
関
す
る
規
定
(
第
8
7
条
及
び
第

8
8
条
の
規
定
を
除
く
。
)
を
適
用
す
る
。
 

が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
(
当

該
申

請
を

し
た

者
に

当
該

申
請

に
必

要
な

情
報

を
直

接
又

は
間

接
に

提
供

し
た

者

の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
)
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け

た
こ

と
を

事
由

と
し

て
国

土
交

通
大

臣
が

当
該

国
土

交
通

大
臣

の
認

定
等

を
取

り

消
し

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
申

請
を

し
た

者
又

は
そ

の
一

般

承
継

人
を

賦
課

期
日

現
在

に
お

け
る

当
該

不
足

額
に

係
る

3
輪

以
上

の
軽

自
動

車

の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
規
定
(
第
8
7
条
及
び
第

8
8
条
の
規
定
を
除
く
。
)
を
適
用
す
る
。
 

3
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税

 
 
 
 
 
 
 

 
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
1
0
0
分
の

3
5
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

3
 

前
項

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
納

付
す

べ
き

軽
自

動
車

税
の

種
別

割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
1
0
0
分
の

3
5
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
を
加
算
し
た

金
額
と
す
る
。
 

(
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
6
条
の
3
 
（
略
）
 

第
1
6
条
の
3
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で

、
第
3
4
条
の
9
第
1
項

、
附
則
第
7
条
第

1
項

及
び
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
3
4
条
の

6中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
1
6
条
の
3
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の
7

第
1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
及
び
附
則
第

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
、

附
則

第
7
条

の
3
第

1
項

及
び

附
則

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い

て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
1
6
条
の
3
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の

7第

1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
、
附
則
第
7
条
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7条
の

3第
1項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

1
6
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第
1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
及

び
附

則
第

1
6
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
 

の
3
第

1項
及
び
附
則
第
7
条
の
3
の

2第
1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

1
6
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
及

び
附

則
第

1
6
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」
と
す
る
。

 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
6
条
の
4
 
（
略
）
 

第
1
6
条
の
4
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で

、
第
3
4
条
の
9
第
1
項

、
附
則
第
7
条
第

1
項

及
び
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
3
4
条
の

6中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
1
6
条
の
4
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の
7

第
1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
及
び
附
則
第

7条
の

3第
1項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

1
6
条

の
4
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第
1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
及

び
附

則
第

1
6
条

の
4
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
、

附
則

第
7
条

の
3
第

1
項

及
び

附
則

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い

て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
1
6
条
の
4
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の

7第

1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
、
附
則
第
7
条

の
3
第

1項
及
び
附
則
第
7
条
の
3
の

2第
1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

1
6
条

の
4
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
及

び
附

則
第

1
6
条

の
4
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」
と
す
る
。
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(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

4
 
（
略
）
 

4
 
（
略
）
 

(
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
7
条
 
（
略
）
 

第
1
7
条
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で

、
第
3
4
条
の
9
第
1
項

、
附
則
第
7
条
第

1
項

及
び
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
3
4
条
の

6中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
1
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の

7第
1

項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
及
び
附
則
第
7
条

の
3第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
1
7
条
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
1
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
、

附
則

第
7
条

の
3
第

1
項

及
び

附
則

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い

て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
1
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
、
附
則
第
7
条
の

3

第
1
項
及
び
附
則
第
7
条
の

3
の
2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
1
7
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
1
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
優

良
住

宅
地

の
造

成
等

の
た

め
に

土
地

等
を

譲
渡

し
た

場
合

の
長

期
譲

渡
所

得

に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(
優

良
住

宅
地

の
造

成
等

の
た

め
に

土
地

等
を

譲
渡

し
た

場
合

の
長

期
譲

渡
所

得

に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
7
条

の
2
 

昭
和

6
3
年

度
か

ら
令

和
1
1
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
第

1
7
条

の
2
 

昭
和

6
3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
 
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
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に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
(
租

税
特

別
措

置
法

第
3
1
条

第
1
項

に
規

定
す

る
土

地
等

を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
譲
渡
(
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅

地
等

の
た

め
の

譲
渡

(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
優

良
住

宅
地

等
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
(
次

条
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
譲

渡
所

得
を

除
く

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
)
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額

は
、
前
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
(
租

税
特

別
措

置
法

第
3
1
条

第
1
項

に
規

定
す

る
土

地
等

を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
譲
渡
(
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅

地
等

の
た

め
の

譲
渡

(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
優

良
住

宅
地

等
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
(
次

条
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
譲

渡
所

得
を

除
く

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
)
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額

は
、
前
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
1
1
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡

所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
の

譲
渡

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

譲
渡

が
確

定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

5
項

に
規

定
す

る

確
定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同

じ
。

)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
に

係
る

課

税
長

期
譲

渡
所

得
金

額
に

対
し

て
課

す
る

市
民

税
の

所
得

割
に

つ
い

て
準

用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の

2第
1
0
項
の
規
定
に
該

当
す

る
こ

と
と

な
る

と
き

は
、

当
該

譲
渡

は
確

定
優

良
住

宅
地

等
予

定
地

の
た

め

の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
令
和
8
年
度

 
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
1
項
に
規
定
す
る
譲
渡

所
得

の
基

因
と

な
る

土
地

等
の

譲
渡

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

譲
渡

が
確

定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
(
法

附
則

第
3
4
条

の
2
第

5
項

に
規

定
す

る

確
定

優
良

住
宅

地
等

予
定

地
の

た
め

の
譲

渡
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同

じ
。

)
に

該
当

す
る

と
き

に
お

け
る

前
条

第
1
項

に
規

定
す

る
譲

渡
所

得
に

係
る

課

税
長

期
譲

渡
所

得
金

額
に

対
し

て
課

す
る

市
民

税
の

所
得

割
に

つ
い

て
準

用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の

2第
1
0
項
の
規
定
に
該

当
す

る
こ

と
と

な
る

と
き

は
、

当
該

譲
渡

は
確

定
優

良
住

宅
地

等
予

定
地

の
た

め

の
譲
渡
で
は
な
か

っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

3
 
（
略
）
 

3
 
（
略
）
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(
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
8
条
 
（
略
）
 

第
1
8
条
 
（
略
）
 

2
～

4
 
（
略
）
 

2
～

4
 
（
略
）
 

5
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

5
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で

、
第
3
4
条
の
9
第
1
項

、
附
則
第
7
条
第

1
項

及
び
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
3
4
条
の

6中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
1
8
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の

7第
1

項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
及
び
附
則
第
7
条

の
3第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
1
8
条
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
1
8
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
、

附
則

第
7
条

の
3
第

1
項

及
び

附
則

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い

て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
1
8
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
、
附
則
第
7
条
の

3

第
1
項
及
び
附
則
第
7
条
の

3
の
2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
1
8
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
1
8
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
1
9
条
 
（
略
）
 

第
1
9
条
 
（
略
）
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で

、
第
3
4
条
の
9
第
1項

、
附
則
第
7
条
第

1
項

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
、
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及
び
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
3
4
条
の

6中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
1
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の

7第
1

項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
及
び
附
則
第
7
条

の
3
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
1
9
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
1
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

附
則

第
7
条

の
3
第

1
項

及
び

附
則

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い

て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
1
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
、
附
則
第
7
条
の

3

第
1
項
及
び
附
則
第
7
条
の

3
の
2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
1
9
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
1
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
)
 

第
2
0
条
 
（
略
）
 

第
2
0
条
 
（
略
）
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で

、
第
3
4
条
の
9
第
1
項

、
附
則
第
7
条
第

1
項

及
び
附
則
第
7
条
の
3
第

1項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第

1
項
及
び
附
則
第
7
条
の

3第
1項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
2
0
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」

(
2
)
 
第

3
4
条
の
6
か
ら
第

3
4
条
の
8
ま
で
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
、
附
則
第

7
条
第
1
項
、

附
則

第
7
条

の
3
第

1
項

及
び

附
則

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い

て
は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
、
附
則
第
7
条
第
1
項
、
附
則
第
7
条
の

3

第
1
項
及
び
附
則
第
7
条
の

3
の
2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
2
0
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
」
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と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
特

例
適

用
利

子
等

及
び

特
例

適
用

配
当

等
に

係
る

個
人

の
市

民
税

の
課

税
の

特

例
)
 

(
特

例
適

用
利

子
等

及
び

特
例

適
用

配
当

等
に

係
る

個
人

の
市

民
税

の
課

税
の

特

例
)
 

第
2
0
条
の
2
 
（
略
）
 

第
2
0
条
の
2
 
（
略
）
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項
及
び
第
7
条
の

3
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の
2
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
並
び
に
附
則
第
7
条
第
1
項
及
び
第
7
条
の

3第
1項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
2
0
条
の
2
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
3
4
条
の
7
第
1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第

2
0
条

の
2
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。
 

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項

、
第

7
条

の
3
第

1
項

及
び

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の
2
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
並
び
に
附
則
第
7
条
第

1
項
、
第

7
条
の

3

第
1
項
及
び
第
7
条
の

3
の
2
第
1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
2
0
条
の
2
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
3
4
条
の
7
第
1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第

2
0
条

の
2
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

3
・

4
 
（
略
）
 

3
・

4
 
（
略
）
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5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項
及
び
第
7
条
の

3
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の
2
第

3項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7

第
1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
並
び
に
附
則
第
7
条
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3第
1
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
2
0
条

の
2
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割

の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額

及
び

附
則

第
2
0
条

の
2
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額

の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項

、
第

7
条

の
3
第

1
項

及
び

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の
2
第

3項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7

第
1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第
1
項
並
び
に
附
則
第
7
条
第

1
項
、
第

7

条
の
3
第

1項
及
び
第
7
条
の
3
の

2第
1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
2
0
条

の
2
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割

の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額

及
び

附
則

第
2
0
条

の
2
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額

の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
条

約
適

用
利

子
等

及
び

条
約

適
用

配
当

等
に

係
る

個
人

の
市

民
税

の
課

税
の

特

例
)
 

(
条

約
適

用
利

子
等

及
び

条
約

適
用

配
当

等
に

係
る

個
人

の
市

民
税

の
課

税
の

特

例
)
 

第
2
0
条
の
3
 
（
略
）
 

第
2
0
条
の
3
 
（
略
）
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項
及
び
第
7
条
の

3
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項

、
第

7
条

の
3
第

1
項

及
び

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
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2
0
条
の
3
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
並
び
に
附
則
第
7
条
第
1
項
及
び
第
7
条
の

3第
1項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
2
0
条
の
3
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
3
4
条
の
7
第
1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第

2
0
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。
 

2
0
条
の
3
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項

前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第

1項
並
び
に
附
則
第
7
条
第

1
項
、
第

7
条
の

3

第
1
項
及
び
第
7
条
の

3
の
2
第
1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
2
0
条
の
3
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
3
4
条
の
7
第
1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第

2
0
条

の
3
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

3
・

4
 
（
略
）
 

3
・

4
 
（
略
）
 

5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項
及
び
第
7
条
の

3
第
1
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の
3
第

3項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7

第
1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第
3
4
条
の
9
第
1
項
並
び
に
附
則
第
7
条
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3第
1
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
2
0
条

の
3
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割

の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額

及
び

附
則

第
2
0
条

の
3
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額

の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(
2
)
 

第
3
4
条

の
6
か

ら
第

3
4
条

の
8
ま

で
、

第
3
4
条

の
9
第

1
項

並
び

に
附

則
第

7
条

第
1
項

、
第

7
条

の
3
第

1
項

及
び

第
7
条

の
3
の

2
第

1
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
第
3
4
条
の
6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の
3
第

3項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7

第
1
項
前
段
、
第
3
4
条
の
8
、
第

3
4
条
の
9
第
1
項
並
び
に
附
則
第
7
条
第

1
項
、
第

7

条
の
3
第

1項
及
び
第
7
条
の
3
の

2第
1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
2
0
条

の
3
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割

の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
7
第

1項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額

及
び

附
則

第
2
0
条

の
3
第

3
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

市
民

税
の

所
得

割
の

額

の
合
計
額
」
と

す
る
。
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(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

6
 
（
略
）
 

6
 
（
略
）
 

(
改

修
特

別
特

定
建

築
物

 
に

対
す

る
都

市
計

画
税

の
減

額
の

規
定

の
適

用
を

受

け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
)
 

(
改

修
実

演
芸

術
公

演
施

設
に

対
す

る
都

市
計

画
税

の
減

額
の

規
定

の
適

用
を

受

け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告
)
 

第
2
1
条
の
3
 
法
附
則
第
1
5
条
の
1
1
第
1
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物

 
 
に
つ
い
て
、

同
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
同

項
に

規
定

す
る

利
便

性
等

向

上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書

に
施

行
規

則
附

則
第

7
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
補

助
に

係
る

補
助

金
確

定

通
知

書
の

写
し

及
び

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
移

動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る

法
律

第
1
4
条

第
1
項

に
規

定
す

る
建

築
物

移
動

等
円

滑
化

基
準

(
同

条
第

3
項

の
条

例
で
付
加
し
た
事
項
を
含
む
。
)
又
は
同
法
第
1
7
条
第
3
項
第
1
号
に
規
定
す
る
同
法

第
2
条

第
2
0
号

に
規

定
す

る
建

築
物

特
定

施
設

の
構

造
及

び
配

置
に

関
す

る
基

準

に
適

合
す

る
旨

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
2
1
条

の
3
 

法
附

則
第

1
5
条

の
1
1
第

1
項

の
改

修
実

演
芸

術
公

演
施

設
に

つ
い

て
、

同
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
同

項
に

規
定

す
る

利
便

性
等

向

上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書

に
高

齢
者

、
障

害
者

等
の

移
動

等
の

円
滑

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規

則
第
1
0
条
第
2
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等
の

活
性

化
に

関
す

る
法

律
第

2
条

第
2
項

に
規

定
す

る
実

演
芸

術
の

公
演

の
用

に
供

す

る
施
設
で
あ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
旨

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

第
5
条

各
号

に
掲

げ
る

特
別

特
定

建
築

物
(
高

齢
者

、
障

害
者

等
の

移
動

等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

1
4
条

第
3
項

の
条

例
で

定
め

る
同

法
第

2
条

第
1
8
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
)
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(
3
)
 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

第
5
条

第
3
号

に
規

定
す

る
劇

場
若

し
く

は
演

芸
場

又
は

同
条

第
4
号

に
規

定
す
る
集
会
場

若
し
く
は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(
4
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
4
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

第
2
2
条

の
1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
1
項

、
第

8
項

、
第

1
2
項

か
ら

第
1
6
項

ま
で

、
第

1
8

第
2
2
条

の
1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
1
項

、
第

9
項

、
第

1
3
項

か
ら

第
1
7
項

ま
で

、
第

1
9
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項
、
第

1
9
項

、
第

2
3
項
、
第

2
6
項
、
第

3
0
項
か
ら
第
3
2
項
ま
で
、
第

3
5
項

、
第

3
6
項
、

第
4
0
項
若
し
く
は
第
4
3
項
、
第

1
5
条
の

2第
2
項

、
第
1
5
条
の
3
又
は
第
6
3
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
1
4
2
条
第

2項
中
「
又
は
第
3

3
項
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
第
3
3
項
又
は
附
則
第
1
5
条
か
ら
第
1
5
条
の
3
ま
で
若

し
く
は
第
6
3
条
」
と
す
る
。
 

項
、
第

2
0
項

、
第

2
4
項
、
第

2
7
項
、
第

3
1
項
か
ら
第
3
3
項
ま
で
、
第

3
6
項

、
第

3
7
項
、

第
4
1
項
若
し
く
は
第
4
4
項
、
第

1
5
条
の

2第
2
項

、
第
1
5
条
の
3
又
は
第
6
3
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
1
4
2
条
第

2項
中
「
又
は
第
3

3
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
3
3
項
又
は
附
則
第
1
5
条
か
ら
第
1
5
条
の
3
ま
で
若

し
く
は
第
6
3
条
」

と
す
る
。
 

 

備
前
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
改
正
前
後
対
照
表
(
第

2条
関
係
)
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

改
 
 
 
正
 
 
 
前
 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
1
条
～
第

4
条
 

（
略
）
 

 
第

1
条
～
第

4
条
 

（
略
）
 

第
5
条

 
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

以
前

に
初

め
て

道
路

運
送

車
両

法
第

6
0
条

第
1
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

車
両

番
号

の
指

定
を

受
け

た
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
し

て
課

す
る

軽
自

動
車

税
 

 
 

 
に

係
る

備
前

市
税

条
例

第
8
2
条

及
び

附
則

第
1
6
条

の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中

同
表

の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
5
条

 
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

以
前

に
初

め
て

道
路

運
送

車
両

法
第

6
0
条

第
1
項

後
段

の
規

定
に

よ
る

車
両

番
号

の
指

定
を

受
け

た
3
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
し

て
課

す
る

軽
自

動
車

税
の

種
別

割
に

係
る

備
前

市
税

条
例

第
8
2
条

及
び

附
則

第
1
6
条

の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中

同
表

の

中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）
 

 

（
略
）
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報告第5号 

 

専決処分(専決第7号 備前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認を

求めることについて 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、

同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決する。 

 

 

令和8年3月31日 

 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

専決第7号 備前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(令和8年備前市条例第21号) 
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令和8年備前市条例第21号 

 

備前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

備前市国民健康保険税条例(平成20年備前市条例第9号)の一部を次のように改正する。 

 

第2条第1項第1号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」という。)」

の次に「及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納

付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」を加え、同項に次の1号を

加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て

支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。) 

第2条第2項ただし書中「66万円」を「67万円」に改め、同条第3項中「属する」の次に「国民

健康保険の」を加え、同条に次の1項を加える。 

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(地方税法(昭和25年

法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。

以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後

の額が3万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。 

第3条第1項中「地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)」を「法」に改める。 

第5条第1号中「第7条の2」の次に「、第9条の6」を加える。 

第9条の2の次に次の4条を加える。 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額) 

第9条の3 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.31を乗じて算定す

る。 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額) 

第9条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,100円とする。 

(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額) 

第9条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について100円と

する。 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額) 

第9条の6 第2条第5項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当
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該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円 

(2) 特定世帯 350円 

(3) 特定継続世帯 525円 

第23条第1項各号列記以外の部分中「66万円」を「67万円」に、「並びに」を「、」に改め、

「17万円)」の次に「並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケま

でに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)」を加

え、同項第1号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 770円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 70円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 490円 

(イ) 特定世帯 245円 

(ウ) 特定継続世帯 368円 

第23条第1項第2号中「30万5,000円」を「31万円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 550円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 50円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 350円 

(イ) 特定世帯 175円 

(ウ) 特定継続世帯 263円 

第23条第1項第3号中「56万円」を「57万円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 220円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 20円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 140円 
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(イ) 特定世帯 70円 

(ウ) 特定継続世帯 105円 

第23条第2項に次の1号を加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額 

ア 前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 165円 

イ 前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 275円 

ウ 前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 440円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 550円 

第23条第3項各号列記以外の部分中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及

び18歳以上被保険者均等割額」に改め、「減額後の被保険者均等割額」の次に「及び18歳以上

被保険者均等割額」を加え、同項第1号中「第24条の30の5」を「第24条の30の6」に改め、同項

に次の3号を加える。 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第9条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第9条の4の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規

定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分

の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の5の規定により算定した18歳以上被保険者均

等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の18歳以

上被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

第23条に次の1項を加える。 

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前で

ある被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対

して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(第1項、第2項又は前項に規

定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額。以下こ

の項において同じ。)は、当該被保険者均等割額から、当該納税義務者の世帯に属する18歳未

満被保険者につき算定した被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

附則第6項、第7項及び第9項から第16項までの規定中「、第8条」の次に「、第9条の3」を加え

る。 

附 則 
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(施行期日) 

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

(適用区分) 

2 この条例による改正後の備前市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
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報
告
第
5
号
参
考
資
料
 

備
前
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
改
正
前
後
対
照
表
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

改
 
 
 
正
 
 
 
前
 

(
課
税
額

)
 

(
課
税
額

)
 

第
2
条
 
前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

つ
き

算
定

し
た

次
に

掲
げ

る

額
の
合
算
額
と
す
る
。
 

第
2
条
 
前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

つ
き

算
定

し
た

次
に

掲
げ

る

額
の
合
算
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 

基
礎

課
税

額
(
国

民
健

康
保

険
税

の
う

ち
、

国
民

健
康

保
険

に
関

す
る

特
別

会
計

に
お

い
て

負
担

す
る

国
民

健
康

保
険

事
業

に
要

す
る

費
用

(
国

民
健

康
保

険
法

(
昭

和
3
3
年

法
律

第
1
9
2
号

)
の

規
定

に
よ

る
国

民
健

康
保

険
事

業
費

納
付

金
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
)
の
納

付
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
県

の
国

民
健

康
保

険
に

関
す

る
特

別
会

計
に

お
い

て
負

担
す

る
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
5
7
年

法
律

第
8
0
号

)

の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
」
と
い
う
。
)
、
介
護
保
険
法
 
 
(
平
成
9
年
法
律
第
1
2
3
号

)
の
規
定
に

よ
る
納
付
金
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
)
及
び
子
ど
も
・

子
育

て
支

援
法

(
平

成
2
4
年

法
律

第
6
5
号

)
の

規
定

に
よ

る
子

ど
も

・
子

育
て

支

援
納
付
金
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
」
と
い
う
。
)

の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。
)
に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康

保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
 

(
1
)
 

基
礎

課
税

額
(
国

民
健

康
保

険
税

の
う

ち
、

国
民

健
康

保
険

に
関

す
る

特
別

会
計

に
お

い
て

負
担

す
る

国
民

健
康

保
険

事
業

に
要

す
る

費
用

(
国

民
健

康
保

険
法

(
昭

和
3
3
年

法
律

第
1
9
2
号

)
の

規
定

に
よ

る
国

民
健

康
保

険
事

業
費

納
付

金
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
)
の
納

付
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
県

の
国

民
健

康
保

険
に

関
す

る
特

別
会

計
に

お
い

て
負

担
す

る
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
5
7
年

法
律

第
8
0
号

)

の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
」
と
い
う
。
)
及
び
介
護
保
険
法
(
平
成

9
年
法
律
第
1
2
3
号
)
の
規
定
に

よ
る
納
付
金
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  

の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。
)
に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康

保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
 

(
2
)
・

(
3
)
 
（
略
）
 

(
2
)
・

(
3
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
(
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
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康
保

険
事

業
費

納
付

金
の

納
付

に
要

す
る

費
用

(
県

の
国

民
健

康
保

険
に

関
す

る
特

別
会

計
に

お
い

て
負

担
す

る
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

納
付

金
の

納
付

に
要

す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。
)
に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課

税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
 

2
 
前
項
第

1
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
(
前
条
第
2
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
)
及
び

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

つ
き

算
定

し
た

所
得

割
額

並

び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
合
算
額
が
6
7
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
6
7
万
円
と
す

る
。
 

2
 
前
項
第

1
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
(
前
条
第
2
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
)
及
び

そ
の

世
帯

に
属

す
る

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

つ
き

算
定

し
た

所
得

割
額

並

び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
合
算
額
が
6
6
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
6
6
万
円
と
す

る
。
 

3
 
第

1項
第
2
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
(
前
条
第
2
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
)
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定

し
た

所
得

割
額

並
び

に
被

保
険

者
均

等
割

額
及

び
世

帯
別

平
等

割
額

の
合

算
額

と

す
る
。
た

だ
し
、
当
該
合
算
額
が
2
6
万
円
を

超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
2
6
万
円
と
す
る
。
 

3
 
第

1項
第
2
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
(
前
条
第
2
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
)
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被
保
険
者
に
つ
き
算
定

し
た

所
得

割
額

並
び

に
被

保
険

者
均

等
割

額
及

び
世

帯
別

平
等

割
額

の
合

算
額

と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
2
6
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
2
6
万
円
と
す
る
。
 

4
 
（
略
）
 

4
 
（
略
）
 

5
 
第

1項
第
4
号
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
世
帯
主
(
前
条
第
2
項

の
世
帯
主
を
除
く
。
)
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ

き
算

定
し

た
所

得
割

額
並

び
に

被
保

険
者

均
等

割
額

及
び

世
帯

別
平

等
割

額
の

合

算
額

に
、

当
該

世
帯

に
属

す
る

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

(
地

方
税

法
(
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
2
6
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
)
第

7
0
3
条
の
4
第

3
0
項
に
規
定
す
る
1
8
歳
以
上
被

保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
つ
き
算
定
し
た
1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
算
後
の
額
が
3
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
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て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
3
万
円
と
す
る
。
 

(
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
)
 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
)
 

第
3
条

 
前

条
第

2
項

の
所

得
割

額
は

、
賦

課
期

日
の

属
す

る
年

の
前

年
の

所
得

に
係

る
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

31
4条

の
2

第
1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

計
額

か
ら

同
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

控
除

を
し

た
後

の
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

計
額

(
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
)
に

1
0
0
分
の
8
.
4
を
乗
じ
て
算

定
す
る
。
 

第
3
条

 
前

条
第

2
項

の
所

得
割

額
は

、
賦

課
期

日
の

属
す

る
年

の
前

年
の

所
得

に
係

る
地
方
税
法
(
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
2
6
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
3
1
4
条
の

2第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

計
額

か
ら

同
条

第
2
項

の

規
定

に
よ

る
控

除
を

し
た

後
の

総
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の

合
計

額
(
以

下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
)
に
1
0
0
分
の

8.
4
を
乗
じ
て
算
定

す
る
。
 

2
 
（
略
）
 

2
 
（
略
）
 

(
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
)
 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
)
 

第
5
条
 
第

2条
第
2
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
5
条
 
第

2条
第
2
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 

特
定

世
帯

(
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

(
国

民
健

康
保

険
法

第
6
条

第
8
号

の
規

定
に

よ
り

被
保

険
者

の
資

格
を

喪
失

し
た

者
で

あ
っ

て
、

当
該

資
格

を
喪

失
し

た
日

の
前

日
以

後
継

続
し

て
同

一
の

世
帯

に
属

す
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同

じ
。
)
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属

す
る
月
(
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
)
以
後

5年
を
経
過
す
る

月
ま

で
の

間
に

あ
る

も
の

(
当

該
世

帯
に

他
の

被
保

険
者

が
い

な
い

場
合

に
限

る
。
)
を
い
う
。
次
号
、
第
7
条
の
2
、
第

9
条
の
6
及
び
第
2
3
条
第
1
項
に
お
い
て
同

じ
。

)
及

び
特

定
継

続
世

帯
(
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

す
る

被
保

険
者

が
属

す
る

世
帯

で
あ

っ
て

特
定

月
以

後
5
年

を
経

過
す

る
月

の
翌

月

(
1
)
 

特
定

世
帯

(
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

(
国

民
健

康
保

険
法

第
6
条

第
8
号

の
規

定
に

よ
り

被
保

険
者

の
資

格
を

喪
失

し
た

者
で

あ
っ

て
、

当
該

資
格

を
喪

失
し

た
日

の
前

日
以

後
継

続
し

て
同

一
の

世
帯

に
属

す
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同

じ
。
)
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属

す
る
月
(
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
)
以
後

5年
を
経
過
す
る

月
ま

で
の

間
に

あ
る

も
の

(
当

該
世

帯
に

他
の

被
保

険
者

が
い

な
い

場
合

に
限

る
。
)
を
い
う
。
次
号
、
第
7
条
の
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第

23
条
第

1項
に
お
い
て

同
じ

。
)
及

び
特

定
継

続
世

帯
(
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

と
同

一
の

世
帯

に
属

す

る
被

保
険

者
が

属
す

る
世

帯
で

あ
っ

て
特

定
月

以
後

5
年

を
経

過
す

る
月

の
翌
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か
ら

特
定

月
以

後
8
年

を
経

過
す

る
月

ま
で

の
間

に
あ

る
も

の
(
当

該
世

帯
に

他

の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
)
を
い
う
。
第
3
号
、
第
7
条
の
2
、
第

9
条

の
6
及
び
第

2
3
条
第
1
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
以
外
の
世
帯
 

1
万

9
,
9
0
0
円
 

月
か

ら
特

定
月

以
後

8
年

を
経

過
す

る
月

ま
で

の
間

に
あ

る
も

の
(
当

該
世

帯
に

他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
)
を
い
う
。
第
3
号
、
第

7条
の
2
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
及
び
第
2
3
条
第
1
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
以
外
の
世
帯
 

1
万

9
,
9
0
0
円
 

(
2
)
・

(
3
)
 
（
略
）
 

(
2
)
・

(
3
)
 
（
略
）
 

(
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
所

得
割
額
)
 

第
9
条
の

3
 
第
2
条
第

5
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
1
0
0
分

の
0
.
3
1
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 

(
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
)
 

第
9
条
の

4
 

第
2
条
第

5
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
1
人
に
つ
い
て
1
,
1
0

0
円
と
す
る
。
 

 

(
1
8
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
1
8
歳
以
上

被
保
険
者
均
等
割
額
)
 

第
9
条

の
5
 

第
2
条

第
5
項

の
1
8
歳

以
上

被
保

険
者

均
等

割
額

は
、

1
8
歳

以
上

被
保

険

者
1
人
に
つ
い
て
1
0
0
円
と
す
る
。
 

 

(
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
世

帯
別
平
等
割
額
)
 

第
9
条

の
6
 

第
2
条

第
5
項

の
世

帯
別

平
等

割
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

世
帯

の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
7
0
0
円
 

(
2
)
 

特
定
世
帯
 

3
5
0
円
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(
3
)
 

特
定
継
続
世
帯
 

5
2
5
円
 

(
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
)
 

(国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
)
 

第
2
3
条

 
次

の
各

号
の

一
に

掲
げ

る
国

民
健

康
保

険
税

の
納

税
義

務
者

に
対

し
て

課

す
る

国
民

健
康

保
険

税
の

額
は

、
第

2
条

第
2
項

本
文

の
基

礎
課

税
額

か
ら

ア
及

び

イ
に

掲
げ

る
額

を
減

額
し

て
得

た
額

(
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
6
7
万

円
を

超
え

る
場
合
に
は
、
6
7
万
円
)
、
同
条
第
3
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら

ウ
及

び
エ

に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
(
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
2
6
万

円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
2
6
万
円
)
、

 
 
 
 
同

条
第

4項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額

か
ら

オ
及

び
カ

に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
(
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
1
7

万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
1
7
万
円
)
並
び
に
同
条
第
5
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て

支
援

納
付

金
課

税
額

か
ら

キ
か

ら
ケ

ま
で

に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
(
当

該
減
額
し
て
得
た
額
が
3
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
3
万
円
)
の
合
算
額
と
す
る
。

第
2
3
条

 
次

の
各

号
の

一
に

掲
げ

る
国

民
健

康
保

険
税

の
納

税
義

務
者

に
対

し
て

課

す
る

国
民

健
康

保
険

税
の

額
は

、
第

2
条

第
2
項

本
文

の
基

礎
課

税
額

か
ら

ア
及

び

イ
に

掲
げ

る
額

を
減

額
し

て
得

た
額

(
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
6
6
万

円
を

超
え

る
場
合
に
は
、
6
6
万
円
)
、
同
条
第
3
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら

ウ
及

び
エ

に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
(
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
2
6
万

円

を
超

え
る

場
合

に
は

、
2
6
万

円
)
並

び
に

同
条

第
4
項

本
文

の
介

護
納

付
金

課
税

額

か
ら

オ
及

び
カ

に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
(
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
1
7

万
円

を
超

え
る

場
合

に
は

、
1
7
万

円
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
合
算
額
と
す
る

。
 

(
1
)
 

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額
が
、
4
3
万
円
(
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
の

う
ち

給
与

所
得

を
有

す
る

者
(
前

年

中
に

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

に
係

る
所

得
税

法
(
昭

和

4
0
年

法
律

第
3
3
号

)
第

2
8
条

第
1
項

に
規

定
す

る
給

与
所

得
に

つ
い

て
同

条
第

3

項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

控
除

額
の

控
除

を
受

け
た

者
(
同

条
第

1
項

に
規

定
す

る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
5
5
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に

お
い

て
同

じ
。

)
の

数
及

び
公

的
年

金
等

に
係

る
所

得
を

有
す

る
者

(
前

年

中
に

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

に
係

る
所

得
税

法
第

3
5

条
第

3
項

に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

に
係

る
所

得
に

つ
い

て
同

条
第

4
項

に
規

定

(
1
)
 

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額
が
、
4
3
万
円
(
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
の

う
ち

給
与

所
得

を
有

す
る

者
(
前

年

中
に

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

に
係

る
所

得
税

法
(
昭

和

4
0
年

法
律

第
3
3
号

)
第

2
8
条

第
1
項

に
規

定
す

る
給

与
所

得
に

つ
い

て
同

条
第

3

項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

控
除

額
の

控
除

を
受

け
た

者
(
同

条
第

1
項

に
規

定
す

る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
5
5
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に

お
い

て
同

じ
。

)
の

数
及

び
公

的
年

金
等

に
係

る
所

得
を

有
す

る
者

(
前

年

中
に

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

に
係

る
所

得
税

法
第

3
5

条
第

3
項

に
規

定
す

る
公

的
年

金
等

に
係

る
所

得
に

つ
い

て
同

条
第

4
項

に
規

定
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す
る

公
的

年
金

等
控

除
額

の
控

除
を

受
け

た
者

(
年

齢
6
5
歳

未
満

の
者

に
あ

っ

て
は

当
該

公
的

年
金

等
の

収
入

金
額

が
6
0
万

円
を

超
え

る
者

に
限

り
、

年
齢

6
5

歳
以

上
の

者
に

あ
っ

て
は

当
該

公
的

年
金

等
の

収
入

金
額

が
1
1
0
万

円
を

超
え

る
者
に
限
る
。
)
を
い
い
、
給
与
所
得
を

有
す
る
者
を
除
く
。
)
の
数
の
合
計
数
(
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
)
が

2
以
上
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1
を
減
じ
た
数
に
1
0
万
円
を

乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
)
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

す
る

公
的

年
金

等
控

除
額

の
控

除
を

受
け

た
者

(
年

齢
6
5
歳

未
満

の
者

に
あ

っ

て
は

当
該

公
的

年
金

等
の

収
入

金
額

が
6
0
万

円
を

超
え

る
者

に
限

り
、

年
齢

6
5

歳
以

上
の

者
に

あ
っ

て
は

当
該

公
的

年
金

等
の

収
入

金
額

が
1
1
0
万

円
を

超
え

る
者
に
限
る
。
)
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
)
の
数
の
合
計
数
(
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
)
が

2
以
上
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1
を
減
じ
た
数
に
1
0
万
円
を

乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
)
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

キ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
納

付
金

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
(
第

1
条

第
2
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除
く
。
)
1
人
に
つ
い
て
 
7
7
0
円
 

 

ク
 

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

に
係

る
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

納
付

金
課

税
額

の
1
8

歳
以

上
被

保
険

者
均

等
割

額
 

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

(
第

1
条

第
2
項

に
規

定

す
る
世
帯
主
を
除
く
。
)
1
人
に
つ
い
て
 
7
0
円
 

 

ケ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
納

付
金

課
税

額
の

世
帯

別
平

等
割

額
 

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に

定
め
る
額
 

(
ア

)
 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

4
9
0
円
 

(
イ

)
 
特
定
世
帯
 
2
4
5
円
 

(
ウ

)
 
特
定
継
続
世
帯
 
3
6
8
円
 

 

(
2
)
 

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額
が
、
4
3
万
円
(
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の

(
2
)
 

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額
が
、
4
3
万
円
(
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
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被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
の

う
ち

給
与

所
得

者
等

の
数

が
2
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1
を
減
じ
た
数

に
1
0
万

円
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同

一
世
帯
所
属
者
1
人
に
つ
き
3
1
万
円
 
 
 
 
 
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
(
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)
 

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
の

う
ち

給
与

所
得

者
等

の
数

が
2
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1
を
減
じ
た
数

に
1
0
万

円
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

1
人

に
つ

き
3
0
万

5
,
0
0
0
円

を
加

算
し

た
金

額
を

超
え

な
い

世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
(
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

キ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
納

付
金

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
(
第

1
条

第
2
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除
く
。
)
1
人
に
つ
い
て
 
5
5
0
円
 

 

ク
 

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

に
係

る
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

納
付

金
課

税
額

の
1
8

歳
以

上
被

保
険

者
均

等
割

額
 

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

(
第

1
条

第
2
項

に
規

定

す
る
世
帯
主
を
除
く
。
)
1
人
に
つ
い
て
 
5
0
円
 

 

ケ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
納

付
金

課
税

額
の

世
帯

別
平

等
割

額
 

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に

定
め
る
額
 

(
ア

)
 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

3
5
0
円
 

(
イ

)
 
特
定
世
帯
 
1
7
5
円
 

(
ウ

)
 
特
定
継
続
世
帯
 
2
6
3
円
 

 

(
3
)
 

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額
が
、
4
3
万
円
(
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
の

う
ち

給
与

所
得

者
等

の
数

が
2
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1
を
減
じ
た
数

(
3
)
 

法
第

7
0
3
条

の
5
第

1
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

算
額
が
、
4
3
万
円
(
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
の

う
ち

給
与

所
得

者
等

の
数

が
2
以

上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1
を
減
じ
た
数
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に
1
0
万

円
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

1
人

に
つ

き
5
7
万

円
を

加
算

し
た

金
額

を
超

え
な

い
世

帯
に

係

る
納
税
義
務
者
(
前

2号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)
 

に
1
0
万

円
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同

一
世

帯
所

属
者

1
人

に
つ

き
5
6
万

円
を

加
算

し
た

金
額

を
超

え
な

い
世

帯
に

係

る
納
税
義
務
者
(
前

2号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
)
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

キ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
納

付
金

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

 
被

保
険

者
(
第

1
条

第
2
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除
く
。
)
1
人
に
つ
い
て
 
2
2
0
円
 

 

ク
 

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

に
係

る
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

納
付

金
課

税
額

の
1
8

歳
以

上
被

保
険

者
均

等
割

額
 

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

(
第

1
条

第
2
項

に
規

定

す
る
世
帯
主
を
除
く
。
)
1
人
に
つ
い
て
 
2
0
円
 

 

ケ
 

国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
納

付
金

課
税

額
の

世
帯

別
平

等
割

額
 

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に

定
め
る
額
 

(
ア

)
 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

1
4
0
円
 

(
イ

)
 

特
定
世
帯
 

7
0
円
 

(
ウ

)
 
特
定
継
続
世
帯
 
1
0
5
円
 

 

2
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

属
す

る
世

帯
内

に
6
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初
の
3
月

3
1
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
(
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
)
が
あ
る

場
合

に
お

け
る

当
該

納
税

義
務

者
に

対
し

て
課

す
る

被
保

険
者

均
等

割
額

(
当

該

納
税

義
務

者
の

世
帯

に
属

す
る

未
就

学
児

に
つ

き
算

定
し

た
被

保
険

者
均

等
割

額

(
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額

後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
)
に
限
る
。
)
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の

2
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

属
す

る
世

帯
内

に
6
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初
の
3
月

3
1
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
(
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
)
が
あ
る

場
合

に
お

け
る

当
該

納
税

義
務

者
に

対
し

て
課

す
る

被
保

険
者

均
等

割
額

(
当

該

納
税

義
務

者
の

世
帯

に
属

す
る

未
就

学
児

に
つ

き
算

定
し

た
被

保
険

者
均

等
割

額

(
前
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額

後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
)
に
限
る
。
)
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
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各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

額
を

減
額

し
て

得

た
額
と
す
る
。
 

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

額
を

減
額

し
て

得

た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額
 

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

未
就

学
児
1
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
項
第
1
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
1
6
5
円
 

イ
 
前
項
第
2
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2
7
5
円
 

ウ
 
前
項
第
3
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4
4
0
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5
5
0
円
 

 

3
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

世
帯

に
地

方
税

法
施

行
令

第
5
6
条

の
8
9
第

4

項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
(
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
)
が
属
す
る
場

合
に

お
け

る
当

該
納

税
義

務
者

に
対

し
て

課
す

る
所

得
割

額
並

び
に

被
保

険
者

均

等
割

額
及

び
1
8
歳

以
上

被
保

険
者

均
等

割
額

(
第

1
項

に
規

定
す

る
金

額
を

減
額

す

る
も

の
と

し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

減
額

後
の

被
保

険
者

均
等

割
額

及
び

1
8

歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
)
は
、
当
該
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及

び
1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

3
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

世
帯

に
地

方
税

法
施

行
令

第
5
6
条

の
8
9
第

4

項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
(
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
)
が
属
す
る
場

合
に

お
け

る
当

該
納

税
義

務
者

に
対

し
て

課
す

る
所

得
割

額
及

び
被

保
険

者
均

等

割
額

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(第

1項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す

る
も
の
と
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
は
、
当
該
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ら

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 

国
民

健
康

保
険

の
出

産
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

所
得

割
額

 
当

該
出

産
被

保
険

者
に

つ
き

第
3
条

の
規

定
に

よ
り

算
定

し
た

所
得

割
額

の
1
2
分

の
1
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
(
地
方
税
法
施
行
規
則
第
2

4
条
の

3
0
の

6
に
定
め
る
場
合
に
は
、
出
産
の
日
。
以
下
同
じ
。
)
の
属
す
る
月
(
以

(
1
)
 

国
民

健
康

保
険

の
出

産
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

所
得

割
額

 
当

該
出

産
被

保
険

者
に

つ
き

第
3
条

の
規

定
に

よ
り

算
定

し
た

所
得

割
額

の
1
2
分

の
1
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
(
地
方
税
法
施
行
規
則
第
2

4
条
の

3
0
の

5
に
定
め
る
場
合
に
は
、
出
産
の
日
。
以
下
同
じ
。
)
の
属
す
る
月
(
以
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下
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
)
の
前
月
(
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
3
月
前
)
か
ら

出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
(
以
下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
)
の
う

ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

下
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
)
の
前
月
(
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
3
月
前
)
か
ら

出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
(
以
下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
)
の
う

ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(
2
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
2
)
～

(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額

の
所

得
割

額
 

当
該

出
産

被
保

険
者

に
つ

き
第

9
条

の
3
の

規
定

に
よ

り
算

定
し
た
所
得
割
額
の
1
2
分
の
1
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間

の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 

(
8
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額
 

当
該

出
産

被
保

険
者

に
つ

き
第

9
条

の
4
の

規
定

に
よ

り
算

定
し

た
被

保
険

者
均

等
割

額
(
第

1
項

に
規

定
す

る
金

額
を

減
額

す
る

も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
)
の

1
2
分

の
1
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す

る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 

(
9
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額

の
1
8
歳

以
上

被
保

険
者

均
等

割
額

 
当

該
出

産
被

保
険

者
に

つ
き

第
9
条

の
5
の

規
定

に
よ

り
算

定
し

た
1
8
歳

以
上

被
保

険
者

均
等

割
額

(
第

1
項

に
規

定

す
る

金
額

を
減

額
す

る
も

の
と

し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

減
額

後
の

1
8
歳

以
上

被
保

険
者

均
等

割
額

)
の

1
2
分

の
1
の

額
に

、
当

該
出

産
被

保
険

者
の

産
前

産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 

4
 

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
の

属
す

る
世

帯
内

に
1
8
歳

に
達

す
る

日
以

後

の
最

初
の

3
月

3
1
日

以
前

で
あ

る
被

保
険

者
(
以

下
「

1
8
歳

未
満

被
保

険
者

」
と

い
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う
。
)
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
(
第

1項
、
第
2
項
又
は
前
項
に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
す

る
も

の
と

し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

減
額

後
の

被
保

険

者
均
等
割
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か

ら
、

当
該

納
税

義
務

者
の

世
帯

に
属

す
る

1
8
歳

未
満

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た

被
保
険
者
均
等
割
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

(
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
) 

6
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

法
附

則
第

3
3
条

の
2
第

5
項

の
配

当
所

得
等

を
有

す
る

場
合

に

お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、
第
8
条
、
第

9条
の
3
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
3
条

の
2
第

5
項

に
規

定
す

る
上

場
株

式
等

に
係

る
配

当
所

得

等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
2
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1
4
条
の
2
第

2項
」
と
、
同

条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
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又
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又
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る
第
3
条
、
第

6条
、
第
8
条
、
第
9
条
の

3
及
び
第
2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」
と
あ
る
の
は

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
4
条

第
4
項

に
規

定
す

る
長

期
譲

渡
所

得
の

金
額

(
租

税
特

別
措

置
法

(
昭

和
3
2
年

法
律

第
2
6
号

)
第

3
3
条

の
4
第

1
項

若
し

く
は
第
2
項
、
第
3
4
条
第
1
項
、
第
3
4
条
の
2
第
1
項
、
第

3
4
条
の
3
第

1項
、
第
3
5
条
第

1
項

、
第

3
5
条
の
2
第

1項
、
第
3
5
条
の
3
第
1
項
又
は
第

3
6
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
3
1
条
第
1
項
に
規
定
す
る
長
期
譲

渡
所

得
の

金
額

か
ら

控
除

す
る

金
額

を
控

除
し

た
金

額
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て

「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
)
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
2

第
2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
(
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額

並
び

に
控

除
後

の
長

期
譲

渡
所

得
の

金
額

の
合

計
額

(
」

と
、

同
条

第
2
項

中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
4
条
第
4
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
3
4
条
第
4
項

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

る
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、
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中
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3
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律
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条

の
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第
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項
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項
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3
4
条
第
1
項
、
第
3
4
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3
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項
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第
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項
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第
3
5
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項
又
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渡
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4
条
の

2
第

2
項
」
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、
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所

得
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並
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譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
(
」
と
、
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第
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項
中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
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の
は
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若
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林
所
得
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額
又
は
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則
第

3
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第
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に
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す
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渡
所
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は
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所
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金
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に
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附
則
第
3
4
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第
4
項

に
規
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す
る
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譲
渡
所
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の
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額
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と
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。
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等
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の
2
第

2項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く

は
山

林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
3
5
条

の
2
第

5
項

に
規
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す

る
一

般
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式
等

に
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る
譲
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所
得
等
の
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額
」
と
、
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2
3
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第
1
項
中
「
及
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山
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」
と
あ
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「
及
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山
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並
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」
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る
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の
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第
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」
と
、
同
条
第
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項
中
「
又
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林
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額
」
と
あ
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の
は
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若
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林
所

得
金

額
又

は
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附
則

第
3
5
条

の
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5
項

に
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る
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般
株

式
等

に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
5
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の
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5
項
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る
一

般

株
式
等
に
係
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譲
渡
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の
金
額
」
と
す
る
。
 

(
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
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場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
) 
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世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

法
附

則
第

3
5
条

の
2
の

2
第

5
項

の
上

場
株

式
等

に
係

る
譲

渡

所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、
第
8
条
、
第

9条
の
3
及
び
第

2
3

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
3
5
条
の
2
の

2第
5
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
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額
」
と
、
「
同
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」
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あ
る
の
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1
4
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項
」
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、
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第
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項
中
「
又
は
山
林
所
得
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額
」
と
あ
る
の
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若

し
く
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林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
3
5
条

の
2
の

2
第

5
項

に
規

定
す

る
上

場
株

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
2
3
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第
1
項
中
「
及
び
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所
得
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」
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及
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所
得
金
額
並
び
に
法
附
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3
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上
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又
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条

の
2
の

2
第

5
項

に
規

定
す

る
上

場
株

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
3
5
条
の
2
の
2
第

5項
に
規
定

す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

(
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

1
1
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

法
附

則
第

3
5
条

の
4
第

4
項

の
事

業
所

得
、

譲
渡

所
得

又
は

雑

所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、
第

8条
、
第
9
条
の
3
及
び
第

2
3
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

1
1
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

法
附

則
第

3
5
条

の
4
第

4
項

の
事

業
所

得
、

譲
渡

所
得

又
は

雑

所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
3
条

、
第
6
条

、
第
8
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第

2
3
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第

1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
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は
「

及
び

山
林

所
得

金
額

並
び

に
法

附
則

第
3
5
条

の
4
第

4
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は

山
林

所
得

金
額

又
は

法
附

則
第

3
5
条

の
4
第

4
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に

係
る

雑

所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
5
条

の
4
第

4
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に

係

る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

は
「

及
び

山
林

所
得

金
額

並
び

に
法

附
則

第
3
5
条

の
4
第

4
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
2
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の

2
第

2
項
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は

山
林

所
得

金
額

又
は

法
附

則
第

3
5
条

の
4
第

4
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に

係
る

雑

所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
5
条

の
4
第

4
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に

係

る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

(
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特

例
)
 

1
2
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

の
事

業
所

得
又

は
雑

所
得

を
有

す

る
場
合
に
お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、
第

8条
、
第
9
条
の
3
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業

所
得
等
の
金
額
」
と

、
「
同
条
第
2
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の

2第
2
項

」
と
、

同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額

又
は

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得
等

の
金

額
」
と
、
第

2
3
条
第

1項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得

等
の
金
額

」
と
す
る
。
 

1
2
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

の
事

業
所

得
又

は
雑

所
得

を
有

す

る
場
合
に
お
け
る
第
3
条

、
第
6
条

、
第
8
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第

2
3
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業

所
得
等
の
金
額
」
と

、
「
同
条
第
2
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
3
1
4
条
の

2第
2
項

」
と
、

同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額

又
は

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得
等

の
金

額
」
と
、
第

2
3
条
第

1項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金

額
並

び
に

法
附

則
第

3
3
条

の
3
第

5
項

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
事

業
所

得

等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

(
特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(特
例
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

1
3
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税

1
3
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
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等
の

非
課

税
等

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
4
号

)
第

8
条

第
2
項

に
規

定

す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第
1
2
条
第
5
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
又
は

同
法

第
1
6
条

第
2
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
利

子
等

に
係

る
利

子
所

得
、

配
当

所

得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、

第
8
条
、
第

9条
の
3
及
び
第

2
3
条
第
1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第

1
項

中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額

並
び

に
外

国
居

住
者

等
の

所
得

に
対

す
る

相
互

主
義

に
よ

る
所

得
税

等
の

非
課

税

等
に

関
す

る
法

律
(
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
4
号

)
第

8
条

第
2
項

(
同

法
第

1
2
条

第
5
項

及
び

第
1
6
条

第
2
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)
に

規
定

す
る

特
例

適
用

利
子

等
の

額
(
以

下
こ

の
条

及
び

第
2
3
条

第
1
項

に
お

い
て

「
特

例
適

用
利

子
等

の

額
」
と
い
う
。
)
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
2
第

2項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額
の

合
計

額
(
」
と

あ
る

の
は
「

山
林

所
得

金
額

並
び

に
特

例
適

用
利

子
等

の
額

の
合

計

額
(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林

所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

等
の

非
課

税
等

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
4
号

)
第

8
条

第
2
項

に
規

定

す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
同
法
第
1
2
条
第
5
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
又
は

同
法

第
1
6
条

第
2
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
利

子
等

に
係

る
利

子
所

得
、

配
当

所

得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、

第
8条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第

23
条
第

1項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第

1

項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金

額
並

び
に

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非

課

税
等

に
関

す
る

法
律

(
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
4
号

)
第

8
条

第
2
項

(
同

法
第

1
2
条

第
5

項
及

び
第

1
6
条

第
2
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)
に

規
定

す
る

特
例

適

用
利

子
等

の
額

(
以

下
こ

の
条

及
び

第
2
3
条

第
1
項

に
お

い
て

「
特

例
適

用
利

子
等

の
額
」
と
い
う
。
)
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
2
第

2項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額

の
合

計
額

(
」
と

あ
る

の
は
「

山
林

所
得

金
額

並
び

に
特

例
適

用
利

子
等

の
額

の
合

計
額
(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第

1項
中
「
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

(
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

1
4
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税

等
の

非
課

税
等

に
関

す
る

法
律

第
8
条

第
4
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

、
同

法
第

1
2
条

第
6
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

又
は

同
法

第
1
6
条

第
3
項

に
規

定

す
る

特
例

適
用

配
当

等
に

係
る

利
子

所
得

、
配

当
所

得
及

び
雑

所
得

を
有

す
る

場

合
に
お
け
る
第
3
条
、
第

6条
、
第
8
条
、
第

9条
の
3
及
び
第
2
3
条
第
1
項
の
規
定
の
適

1
4
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税

等
の

非
課

税
等

に
関

す
る

法
律

第
8
条

第
4
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

、
同

法
第

1
2
条

第
6
項

に
規

定
す

る
特

例
適

用
配

当
等

又
は

同
法

第
1
6
条

第
3
項

に
規

定

す
る

特
例

適
用

配
当

等
に

係
る

利
子

所
得

、
配

当
所

得
及

び
雑

所
得

を
有

す
る

場

合
に
お
け
る
第
3
条
、
第

6
条
、
第
8
条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第
2
3
条
第
1
項
の
規
定
の
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用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」

と
あ

る
の

は
「

山
林

所
得

金
額

並
び

に
外

国
居

住
者

等
の

所
得

に
対

す
る

相
互

主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非

課
税

等
に

関
す

る
法

律
第

8
条

第
4
項

(
同

法
第

1
2
条

第
6

項
及

び
第

1
6
条

第
3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)
に

規
定

す
る

特
例

適

用
配

当
等

の
額

(
以

下
こ

の
条

及
び

第
2
3
条

第
1
項

に
お

い
て

「
特

例
適

用
配

当
等

の
額
」
と
い
う
。
)
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
2
第

2項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額

の
合

計
額

(
」
と

あ
る

の
は
「

山
林

所
得

金
額

並
び

に
特

例
適

用
配

当
等

の
額

の
合

計
額
(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第

1項
中
「
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」

と
あ

る
の

は
「

山
林

所
得

金
額

並
び

に
外

国
居

住
者

等
の

所
得

に
対

す
る

相
互

主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非

課
税

等
に

関
す

る
法

律
第

8
条

第
4
項

(
同

法
第

1
2
条

第
6

項
及

び
第

1
6
条

第
3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)
に

規
定

す
る

特
例

適

用
配

当
等

の
額

(
以

下
こ

の
条

及
び

第
2
3
条

第
1
項

に
お

い
て

「
特

例
適

用
配

当
等

の
額
」
と
い
う
。
)
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の
2
第

2項
」
と
、
「
山
林
所
得
金
額

の
合

計
額

(
」
と

あ
る

の
は
「

山
林

所
得

金
額

並
び

に
特

例
適

用
配

当
等

の
額

の
合

計
額
(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第

1項
中
「
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

(
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

1
5
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

租
税

条
約

等
の

実
施

に
伴

う
所

得
税

法
、

法
人

税
法

及
び

地

方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号

。
以
下
「
租
税
条
約
等

実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
)
第

3
条
の
2
の

2第
1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
に

係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、
第
8
条
、
第

9条
の
3
及
び
第
2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号
。
以

下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
)
第

3
条
の
2
の
2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の

2第
2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所

1
5
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

租
税

条
約

等
の

実
施

に
伴

う
所

得
税

法
、

法
人

税
法

及
び

地

方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号

。
以
下
「
租
税
条
約
等

実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
)
第

3
条
の
2
の

2第
1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
に

係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合

に
お
け
る
第
3
条
、
第

6条
、
第
8
条

  
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第
2
3
条
の
規
定
の
適
用
に

つ

い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号
。
以

下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
)
第

3
条
の
2
の
2
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の

2第
2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
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得
金

額
の

合
計

額
(
」
と

あ
る

の
は
「

及
び

山
林

所
得

金
額

並
び

に
租

税
条

約
等

実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
0
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
利

子
等

の
額

の
合

計
額

(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

3
条

の
2
の

2
第

1
0
項

に
規

定
す

る
条

約

適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
0
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

得
金

額
の

合
計

額
(
」
と

あ
る

の
は
「

及
び

山
林

所
得

金
額

並
び

に
租

税
条

約
等

実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
0
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
利

子
等

の
額

の
合

計
額

(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

3
条

の
2
の

2
第

1
0
項

に
規

定
す

る
条

約

適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
0
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

(
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

(条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
)
 

1
6
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
配

当
等

に
係

る
利

子
所

得
、

配
当

所
得

及
び

雑
所

得
を

有
す

る
場

合

に
お
け
る
第
3
条
、
第
6
条
、
第
8
条
、
第

9条
の
3
及
び
第
2
3
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号
。
以

下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
)
第

3
条
の
2
の
2
第

1
2
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の

2第
2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所

得
金

額
の

合
計

額
(
」
と

あ
る

の
は
「

及
び

山
林

所
得

金
額

並
び

に
租

税
条

約
等

実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
配

当
等

の
額

の
合

計
額

(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規

定
す

る
条

約

適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

1
6
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く
は

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
が

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
配

当
等

に
係

る
利

子
所

得
、

配
当

所
得

及
び

雑
所

得
を

有
す

る
場

合

に
お
け
る
第
3
条
、
第

6条
、
第
8
条

  
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
第
2
3
条
の
規
定
の
適
用
に

つ

い
て
は
、
第
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
2
項
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号
。
以

下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
)
第

3
条
の
2
の
2
第

1
2
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第
3
1
4
条
の

2第
2
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所

得
金

額
の

合
計

額
(
」
と

あ
る

の
は
「

及
び

山
林

所
得

金
額

並
び

に
租

税
条

約
等

実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
配

当
等

の
額

の
合

計
額

(
」
と
、
同
条
第
2
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金

額
又

は
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規

定
す

る
条

約

適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
2
3
条
第
1
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

156



「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
 

「
及

び
山

林
所

得
金

額
並

び
に

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
3
条

の
2
の

2
第

1
2
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
す
る
。
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たので、同項の規定により報告する。 
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備前市長 長 﨑 信 行 
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,
8
0
6
,
4
8
0

6
5
9
,
6
0
6
,
4
8
0

6
5
6
,
2
0
0
,
0
0
0

4
,
6
2
1
,
2
0
0
,
0
0
0

2
,
2
6
6
,
8
0
0
,
0
0
0

7
6
7
,
6
5
4
,
0
0
0

3
,
0
3
4
,
4
5
4
,
0
0
0

1
,
3
1
8
,
6
6
2
,
5
2
0

1
,
7
1
5
,
7
9
1
,
4
8
0

1
,
7
1
5
,
7
9
1
,
4
8
0

8
5
9
,
6
9
1
,
4
8
0

8
5
6
,
1
0
0
,
0
0
0

令
和

7
年

度
備

前
市

継
続

費
繰

越
計

算
書

一
般

会
計

合
計

継
続

費
の

総
額

繰
越

金

令
和

7
年

度
継

続
費

予
算

現
額

計

左
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

翌
年

度
逓

次
繰

越
額
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(
一
般
会
計
)

(
単
位
　
円
)

事
業

名
目

節

備
前
焼
伝
統
産
業

会
館

改
修

事
業

3
　

観
光

費
1
3
　

委
託
料

1
5
　

工
事
請
負
費

新
図
書
館
整
備
事

業
3
　

図
書

館
費

1
3
　

委
託

料

1
5
　

工
事
請
負
費

歳
出

繰
越

明
細

書

翌
年
度
逓
次
繰
越
額

3
8
9
,
1
8
5
,
0
0
0
 

1
,
7
1
5
,
7
9
1
,
4
8
0
 

一
般

会
計

合
計

1
0
,
8
0
0
,
0
0
0
 

商
工

費
計

3
9
9
,
9
8
5
,
0
0
0
 

社
会

教
育

費
計

1
,
3
1
5
,
8
0
6
,
4
8
0
 

1
8
,
4
8
0
,
0
0
0
 

1
,
2
9
7
,
3
2
6
,
4
8
0
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報告第7号 

 

令和7年度繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第1項の規定に基づき別紙のとおり繰り越し

たので、同条第2項の規定により報告する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 
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(
単

位
　

円
)

翌
年

度

款
項

事
業

名
金

額
既

収
入

一
般

繰
越

額
特

定
財

源
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

財
源

2
　

総
務

費
1
　

総
務

管
理

費
自

転
車

用
ヘ

ル
メ

ッ
ト

購
入

費
補

助
金

1
5
0
,
0
0
0

1
5
0
,
0
0
0

1
5
0
,
0
0
0

市
営

バ
ス

車
両

(
送

迎
タ

イ
プ

)
購

入
事

業
5
1
,
4
9
5
,
0
0
0

 
 

 

生
活

支
援

ポ
イ

ン
ト

交
付

事
業

3
0
8
,
9
6
5
,
0
0
0

2
5
9
,
8
1
7
,
5
0
3

2
3
7
,
3
0
3
,
0
0
0

2
2
,
5
1
4
,
5
0
3

3
　

戸
籍

住
民

基
本

　
 
台

帳
費

電
算

シ
ス

テ
ム

改
修

業
務

(
戸

籍
附

票
シ

ス
テ

ム
外

2
件

)
3
,
8
2
8
,
0
0
0

3
,
8
2
8
,
0
0
0

3
,
8
2
8
,
0
0
0

 

電
算

シ
ス

テ
ム

改
修

業
務

(
戸

籍
附

票
シ

ス
テ

ム
旧

氏
振

り
仮

名
対

応
)

2
,
7
8
3
,
0
0
0

2
,
7
8
3
,
0
0
0

2
,
7
8
3
,
0
0
0

 

6
　

監
査

委
員

費
技

術
支

援
業

務
(
工

事
監

査
委

託
)

3
5
9
,
0
0
0

3
5
8
,
8
2
0

1
3
0
,
4
6
0

2
2
8
,
3
6
0

3
　

民
生

費
2
　

老
人

福
祉

費
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

大
ヶ

池
荘

施
設

修
繕

事
業

1
,
9
1
4
,
0
0
0

1
,
9
1
4
,
0
0
0

1
,
9
1
4
,
0
0
0

3
　

児
童

福
祉

費
家

庭
育

児
応

援
金

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

物
価

高
対

応
子

育
て

応
援

手
当

支
給

事
業

7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
2
0
,
0
0
0

1
,
0
2
0
,
0
0
0

 

4
　

衛
生

費
1
　

保
健

衛
生

費
省

エ
ネ

家
電

買
い

換
え

支
援

補
助

事
業

2
1
,
3
5
0
,
0
0
0

2
1
,
2
0
1
,
7
9
8

6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
5
,
2
0
1
,
7
9
8

6
　

農
林

水
産

業
費

1
　

農
業

費
猪

ノ
谷

堰
地

区
改

修
工

事
1
4
,
1
0
0
,
0
0
0

9
,
1
0
0
,
0
0
0

5
,
8
2
4
,
0
0
0

3
,
2
7
6
,
0
0
0

た
め

池
廃

止
事

業
4
3
,
2
2
0
,
0
0
0

2
9
,
3
0
9
,
0
0
0

2
8
,
8
5
0
,
0
0
0

4
5
9
,
0
0
0

8
　

土
木

費
2
　

道
路

橋
梁

費
道

路
維

持
事

業
(
伊

部
畠

田
線

外
道

路
修

繕
工

事
外

4
件

)
1
2
,
4
1
5
,
0
0
0

7
,
3
6
6
,
0
0
0

7
,
3
0
0
,
0
0
0

6
6
,
0
0
0

道
路

新
設

改
良

事
業

(
伊

部
8
8
号

線
道

路
測

量
設

計
業

務
委

託
)

5
,
9
8
0
,
0
0
0

4
,
3
8
0
,
0
0
0

3
,
9
0
0
,
0
0
0

4
8
0
,
0
0
0

道
路

新
設

改
良

事
業

(
片

上
6
8
号

線
道

路
改

良
工

事
外

2
件

)
4
9
,
3
5
0
,
0
0
0

4
6
,
3
5
0
,
0
0
0

4
6
,
3
5
0
,
0
0
0

橋
梁

維
持

事
業

(
橋

梁
点

検
業

務
委

託
外

1
件

)
1
0
,
4
6
0
,
0
0
0

9
,
7
0
6
,
7
0
0

5
,
5
5
4
,
0
0
0

4
,
1
5
2
,
7
0
0

令
和

7
年

度
備

前
市

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

区
分

左
の

財
源

内
訳

未
収

入
特

定
財

源

一
般

会
計
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(
単

位
　

円
)

翌
年

度

款
項

事
業

名
金

額
既

収
入

一
般

繰
越

額
特

定
財

源
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

財
源

区
分

左
の

財
源

内
訳

未
収

入
特

定
財

源

3
 
 
河

川
費

河
川

改
良

事
業

(
舟

部
川

河
川

改
良

工
事

外
1

件
)

1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

 

河
川

維
持

管
理

事
業

(
持

田
川

河
川

修
繕

工
事

外
5
件

)
1
3
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
6
7
9
,
0
0
0

1
0
,
6
0
0
,
0
0
0

7
9
,
0
0
0

荒
神

堂
川

砂
防

地
指

定
業

務
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
8
7
0
,
0
0
0

1
,
8
7
0
,
0
0
0

4
　

港
湾

費
港

湾
建

設
事

業
(
鴻

島
港

環
境

調
査

業
務

委
託

外
1
件

)
4
0
,
7
5
0
,
0
0
0

2
6
,
4
5
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

6
,
4
5
0
,
0
0
0

1
0
　

教
育

費
1
　

教
育

総
務

費
ス

ク
ー

ル
バ

ス
車

両
(
1
4
人

乗
り

)
購

入
事

業
4
,
5
7
8
,
0
0
0

4
,
5
7
7
,
6
3
0

9
9
0
,
0
0
0

3
,
5
0
0
,
0
0
0

8
7
,
6
3
0

2
　

小
学

校
費

教
育

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

環
境

改
善

事
業

(
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

改
善

事
業

外
1
件

)
9
,
8
0
1
,
0
0
0

3
,
3
6
6
,
0
0
0

3
,
3
6
6
,
0
0
0

3
　

中
学

校
費

教
育

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

環
境

改
善

事
業

(
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

改
善

事
業

外
1
件

)
4
,
9
0
1
,
0
0
0

2
,
0
4
0
,
5
0
0

2
,
0
4
0
,
5
0
0

日
生

中
学

校
屋

上
改

修
工

事
2
8
,
6
0
0
,
0
0
0

2
8
,
6
0
0
,
0
0
0

2
8
,
6
0
0
,
0
0
0

6
　

社
会

教
育

費
香

登
公

民
館

高
圧

幹
線

引
き

換
え

工
事

1
,
2
6
5
,
0
0
0

1
,
2
6
5
,
0
0
0

1
,
2
6
5
,
0
0
0

7
　

保
健

体
育

費
吉

永
Ｂ

＆
Ｇ

海
洋

セ
ン

タ
ー

施
設

修
繕

事
業

4
,
2
8
3
,
0
0
0

4
,
2
8
2
,
3
0
0

4
,
2
8
2
,
3
0
0

6
7
7
,
5
4
7
,
0
0
0

5
1
5
,
4
1
5
,
2
5
1

 
2
8
6
,
3
2
8
,
0
0
0

6
2
,
3
0
0
,
0
0
0

5
,
9
5
4
,
4
6
0

1
6
0
,
8
3
2
,
7
9
1

1
　

宅
地

造
成

分
譲

　
 
事

業
費

1
　

宅
地

造
成

分
譲

 
 
 
事

業
費

鶴
海

地
区

宅
地

造
成

事
業

1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
4
3
2
,
9
7
0

1
,
4
3
2
,
9
7
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
4
3
2
,
9
7
0

 
 

 
 

1
,
4
3
2
,
9
7
0

2
　

事
業

費
1
　

企
業

用
地

造
成

　
 
事

業
費

福
満

企
業

用
地

造
成

事
業

3
2
,
1
1
1
,
0
0
0

3
1
,
7
0
0
,
0
0
0

3
1
,
7
0
0
,
0
0
0

伊
里

中
企

業
用

地
造

成
事

業
7
7
,
0
6
0
,
0
0
0

7
7
,
0
6
0
,
0
0
0

7
7
,
0
6
0
,
0
0
0

1
0
9
,
1
7
1
,
0
0
0

1
0
8
,
7
6
0
,
0
0
0

 
 

 
 

1
0
8
,
7
6
0
,
0
0
0

企
業

用
地

造
成

事
業

特
別

会
計

合
計

一
般

会
計

合
計

企
業

用
地

造
成

事
業

特
別

会
計

宅
地

造
成

分
譲

事
業

特
別

会
計

宅
地

造
成

分
譲

事
業

特
別

会
計

合
計
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(
一

般
会

計
)

(
単

位
　

円
)

事
業

名
目

節
繰

越
予

算
額

実
繰

越
額

自
転

車
用

ヘ
ル

メ
ッ

ト
購

入
費

補
助

金
8
 
 
安

全
対

策
費

1
9
 
 
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金
1
5
0
,
0
0
0

1
5
0
,
0
0
0

市
営

バ
ス

車
両

(
送

迎
タ

イ
プ

)
購

入
事

業
1
1
　

地
域

振
興

費
1
8
　

備
品

購
入

費
5
1
,
4
9
5
,
0
0
0

 

生
活

支
援

ポ
イ

ン
ト

交
付

事
業

1
6
　

諸
費

1
　

報
酬

5
1
5
,
0
0
0

4
1
7
,
6
0
0

9
　

旅
費

6
8
,
0
0
0

5
6
,
0
0
0

1
1
　

需
用

費
2
,
0
2
7
,
0
0
0

 

1
2
　

役
務

費
3
,
3
5
5
,
0
0
0

1
1
0
,
0
0
0

1
9
　

負
担

金
補

助
及

び
交

付
金

3
0
3
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
9
,
2
3
3
,
9
0
3

3
6
0
,
6
1
0
,
0
0
0

2
5
9
,
9
6
7
,
5
0
3

電
算

シ
ス

テ
ム

改
修

業
務

(
戸

籍
附

票
シ

ス
テ

ム
外

2
件

)
1
　

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
1
3
　

委
託

料
3
,
8
2
8
,
0
0
0

3
,
8
2
8
,
0
0
0

電
算

シ
ス

テ
ム

改
修

業
務

(
戸

籍
附

票
シ

ス
テ

ム
旧

氏
振

り
仮

名
対

応
)

1
　

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
1
3
　

委
託

料
2
,
7
8
3
,
0
0
0

2
,
7
8
3
,
0
0
0

6
,
6
1
1
,
0
0
0

6
,
6
1
1
,
0
0
0

技
術

支
援

業
務

(
工

事
監

査
委

託
)

1
　

監
査

委
員

費
1
3
　

委
託

料
3
5
9
,
0
0
0

3
5
8
,
8
2
0

3
5
9
,
0
0
0

3
5
8
,
8
2
0

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
大

ヶ
池

荘
施

設
修

繕
事

業
2
　

老
人

福
祉

施
設

費
1
1
　

需
用

費
1
,
9
1
4
,
0
0
0

1
,
9
1
4
,
0
0
0

1
,
9
1
4
,
0
0
0

1
,
9
1
4
,
0
0
0

家
庭

育
児

応
援

金
1
　

児
童

福
祉

総
務

費
1
9
　

負
担

金
補

助
及

び
交

付
金

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

物
価

高
対

応
子

育
て

応
援

手
当

支
給

事
業

1
　

児
童

福
祉

総
務

費
1
2
　

役
務

費
1
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

1
9
　

負
担

金
補

助
及

び
交

付
金

6
,
9
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
9
,
0
2
0
,
0
0
0

省
エ

ネ
家

電
買

い
換

え
支

援
補

助
事

業
4
　

公
害

対
策

費
1
1
　

需
用

費
3
5
0
,
0
0
0

2
0
1
,
7
9
8

1
9
　

負
担

金
補

助
及

び
交

付
金

2
1
,
0
0
0
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0
,
0
0
0

2
1
,
3
5
0
,
0
0
0

2
1
,
2
0
1
,
7
9
8

猪
ノ

谷
堰

地
区

改
修

工
事

5
　

農
地

費
1
5
　

工
事

請
負

費
1
4
,
1
0
0
,
0
0
0

9
,
1
0
0
,
0
0
0

た
め

池
廃

止
事

業
5
　

農
地

費
1
3
　

委
託

料
4
2
,
9
2
0
,
0
0
0

2
9
,
0
0
9
,
0
0
0

1
7
　

公
有

財
産

購
入

費
3
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

5
7
,
3
2
0
,
0
0
0

3
8
,
4
0
9
,
0
0
0

歳
 
 
 
 
出

 
 
 
 
繰

 
 
 
 
越

 
 
 
 
明

 
 
 
 
細

 
 
 
 
書

総
務

管
理

費
計

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
計

監
査

委
員

費
計

老
人

福
祉

費
計

児
童

福
祉

費
計

保
健

衛
生

費
計

農
業

費
計
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(
単

位
　

円
)

事
業

名
目

節
繰

越
予

算
額

実
繰

越
額

道
路

維
持

事
業

(
伊

部
畠

田
線

外
道

路
修

繕
工

事
外

4
件

)
2
　

道
路

維
持

費
1
5
　

工
事

請
負

費
1
2
,
4
1
5
,
0
0
0

7
,
3
6
6
,
0
0
0

道
路

新
設

改
良

事
業

(
伊

部
8
8
号

線
道

路
測

量
設

計
業

務
委

託
)

3
　

道
路

新
設

改
良

費
1
3
　

委
託

料
5
,
9
8
0
,
0
0
0

4
,
3
8
0
,
0
0
0

道
路

新
設

改
良

事
業

(
片

上
6
8
号

線
道

路
改

良
工

事
外

2
件

)
3
　

道
路

新
設

改
良

費
1
5
　

工
事

請
負

費
4
9
,
3
5
0
,
0
0
0

4
6
,
3
5
0
,
0
0
0

橋
梁

維
持

事
業

(
橋

梁
点

検
業

務
委

託
外

1
件

)
4
　

橋
梁

維
持

費
1
3
　

委
託

料
1
0
,
4
6
0
,
0
0
0

9
,
7
0
6
,
7
0
0

7
8
,
2
0
5
,
0
0
0

6
7
,
8
0
2
,
7
0
0

河
川

改
良

事
業

(
舟

部
川

河
川

改
良

工
事

外
1
件

)
1
　

河
川

総
務

費
1
5
　

工
事

請
負

費
1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

河
川

維
持

管
理

事
業

(
持

田
川

河
川

修
繕

工
事

外
5
件

)
1
　

河
川

総
務

費
1
5
　

工
事

請
負

費
1
3
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
6
7
9
,
0
0
0

荒
神

堂
川

砂
防

地
指

定
業

務
1
　

河
川

総
務

費
1
3
　

委
託

料
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
8
7
0
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0
,
0
0
0

2
9
,
5
4
9
,
0
0
0

港
湾

建
設

事
業

(
鴻

島
港

環
境

調
査

業
務

委
託

外
1
件

)
2
　

港
湾

建
設

費
1
3
　

委
託

料
4
0
,
7
5
0
,
0
0
0

2
6
,
4
5
0
,
0
0
0

4
0
,
7
5
0
,
0
0
0

2
6
,
4
5
0
,
0
0
0

ス
ク

ー
ル

バ
ス

車
両

(
1
4
人

乗
り

)
購

入
事

業
2
　

事
務

局
費

1
8
　

備
品

購
入

費
4
,
5
7
8
,
0
0
0

4
,
5
7
7
,
6
3
0

4
,
5
7
8
,
0
0
0

4
,
5
7
7
,
6
3
0

教
育

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

環
境

改
善

事
業

(
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

改
善

事
業

外
1
件

)
1
　

学
校

管
理

費
1
3
　

委
託

料
9
,
8
0
1
,
0
0
0

3
,
3
6
6
,
0
0
0

9
,
8
0
1
,
0
0
0

3
,
3
6
6
,
0
0
0

教
育

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

環
境

改
善

事
業

(
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

改
善

事
業

外
1
件

)
1
　

学
校

管
理

費
1
3
　

委
託

料
4
,
9
0
1
,
0
0
0

2
,
0
4
0
,
5
0
0

日
生

中
学

校
屋

上
改

修
工

事
1
　

学
校

管
理

費
1
5
　

工
事

請
負

費
2
8
,
6
0
0
,
0
0
0

2
8
,
6
0
0
,
0
0
0

3
3
,
5
0
1
,
0
0
0

3
0
,
6
4
0
,
5
0
0

香
登

公
民

館
高

圧
幹

線
引

き
換

え
工

事
2
　

公
民

館
費

1
5
　

工
事

請
負

費
1
,
2
6
5
,
0
0
0

1
,
2
6
5
,
0
0
0

1
,
2
6
5
,
0
0
0

1
,
2
6
5
,
0
0
0

吉
永

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
施

設
修

繕
事

業
2
　

体
育

施
設

費
1
1
　

需
用

費
4
,
2
8
3
,
0
0
0

4
,
2
8
2
,
3
0
0

4
,
2
8
3
,
0
0
0

4
,
2
8
2
,
3
0
0

6
7
7
,
5
4
7
,
0
0
0

5
1
5
,
4
1
5
,
2
5
1

教
育

総
務

費
計

保
健

体
育

費
計

社
会

教
育

費
計

中
学

校
費

計

一
般

会
計

合
計

道
路

橋
梁

費
計

小
学

校
費

計

港
湾

費
計

河
川

費
計
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(
特

別
会

計
)

(
単

位
　

円
)

事
業

名
目

節
繰

越
予

算
額

実
繰

越
額

鶴
海

地
区

宅
地

造
成

事
業

1
　

宅
地

分
譲

費
1
3
　

委
託

料
1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
4
3
2
,
9
7
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
4
3
2
,
9
7
0

福
満

企
業

用
地

造
成

事
業

1
　

企
業

用
地

造
成

事
業

費
1
2
　

役
務

費
4
1
1
,
0
0
0

 

1
5
　

工
事

請
負

費
1
8
,
7
0
0
,
0
0
0

1
8
,
7
0
0
,
0
0
0

1
7
　

公
有

財
産

購
入

費
2
,
1
0
0
,
0
0
0

2
,
1
0
0
,
0
0
0

2
2
　

補
償

補
填

及
び

賠
償

金
1
0
,
9
0
0
,
0
0
0

1
0
,
9
0
0
,
0
0
0

伊
里

中
企

業
用

地
造

成
事

業
1
　

企
業

用
地

造
成

事
業

費
1
1
　

需
用

費
6
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

1
7
　

公
有

財
産

購
入

費
7
7
,
0
0
0
,
0
0
0

7
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
9
,
1
7
1
,
0
0
0

1
0
8
,
7
6
0
,
0
0
0

1
1
0
,
6
7
1
,
0
0
0

1
1
0
,
1
9
2
,
9
7
0

特
別

会
計

合
計

企
業

用
地

造
成

事
業

特
別

会
計

合
計

宅
地

造
成

分
譲

事
業

特
別

会
計

合
計
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報告第8号 

 

令和7年度繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第1項の規定に基づき別紙のとおり繰り越した

ので、同条第3項の規定により報告する。 

 

 

令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 
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(
単

位
　

円
)

支
払

義
務

翌
年

度

発
生

額
繰

越
額

1
.
資

本
的

支
出

1
.
建

設
改

良
費

1
8
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

計

1
8
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

令
和

7
年

度
備

前
市

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

　
地

方
公

営
企

業
法

第
2
6
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
　

左
の

財
源

内
訳

款
項

事
 
 
業

 
 
名

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
明

予
算

計
上

額
企

業
債

工
事

負
担

金
損

益
勘

定
留

保
資

金

三
石

第
一

加
圧

ポ
ン

プ
場

整
備

工
事

新
三

石
第

一
加

圧
ポ

ン
プ

場
に

つ
い

て
は

、
令

和
8
年

度
中

の
運

用
開

始
に

向
け

発
注

準
備

を
進

め
て

い
た

が
、

隣
接

す
る

国
道

2
号

の
付

属
物

で
あ

る
擁

壁
が

工
事

の
掘

削
範

囲
に

含
ま

れ
る

こ
と

が
判

明
し

、
そ

の
対

策
の

検
討

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

た
め

.
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(
単

位
　

円
)

支
払

義
務

翌
年

度

発
生

額
繰

越
額

1
.
資

本
的

支
出

1
.
建

設
改

良
費

3
3
,
0
0
0
,
0
0
0

3
3
,
0
0
0
,
0
0
0

3
1
,
3
0
0
,
0
0
0

1
,
7
0
0
,
0
0
0

1
8
,
6
7
8
,
0
0
0

1
8
,
6
7
8
,
0
0
0

3
,
9
0
0
,
0
0
0

1
3
,
8
0
0
,
0
0
0

9
7
8
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

計

8
3
,
6
7
8
,
0
0
0

8
3
,
6
7
8
,
0
0
0

1
9
,
9
0
0
,
0
0
0

4
5
,
1
0
0
,
0
0
0

1
8
,
6
7
8
,
0
0
0

備
前
浄
化
セ
ン
タ
ー
し
渣

掻
揚
機
整
備
工
事

本
工
事
で
使
用
す
る
製
品
に
つ
い
て
、

メ
ー
カ
ー
の
製
作
期
間
が
当
初
の
予
定

よ
り
遅
延
し
、
年
度
内
完
成
が
困
難
と

な
っ
た
た
め
。

補
助

金
企

業
債

令
和

7
年

度
備

前
市

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

　
地
方
公
営
企
業
法
第
2
6
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額
　

款
項

事
 
 
業

 
 
名

左
の

財
源

内
訳

翌
年
度
繰
越
額

に
係
る
繰
越
を

要
す
る
た
な
卸

資
産
の
購
入
限

度
額

損
益

勘
定

留
保

資
金

不
用

額
説

明
予

算
計

上
額

木
谷
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ

整
備
工
事

本
工
事
で
使
用
す
る
製
品
に
つ
い
て
、

電
子
部
品
の
供
給
不
足
等
に
よ
り
メ
ー

カ
ー
か
ら
の
納
期
が
当
初
の
予
定
よ
り

遅
延
し
、
年
度
内
完
成
が
困
難
と
な
っ

た
た
め
。

雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域

図
作
成
業
務
委
託

水
位
・
雨
量
測
定
に
お
い
て
浸
水
想
定

区
域
図
の
精
度
に
影
響
す
る
出
水
期
の

サ
ン
プ
ル
の
測
定
が
十
分
で
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
工
期
を
延
期
し
サ
ン
プ
ル

の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
た
た
め
。
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報告第9号 

 

専決処分(損害賠償の額の決定及び和解)の報告について 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき議会が指定した市長の専決処

分事項の項目である下記の事件を次のとおり専決したので、同条第2項の規定により報告する。 

 

 

  令和8年6月1日提出 

 

備前市長 長 﨑 信 行 

 

 

記 

 

専決第5号  物損事故損害賠償額の決定及び和解 
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専
 

 
決

 
 

処
 

 
分

 
 

書
 

   

地
方

自
治

法
(
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

)第
1
8
0
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

専
決

す
る

。
 

  

令
和

8
年

3
月

27
日

 

 

備
前
市
長

 
長

 
﨑
 

信
 

行
 

  

専
決
 

番
号
 

事
 件

 名
 

賠
 償

 金
 

保
 険

 等
 

補
 塡

 額
 

相
 

 
 

手
 

 
 

方
 

事
 
 
 

件
 

 
 
の

 
 

 
概
 

 
 

要
 

5
 

物
損
事
故
 

損
害
賠
償
 

額
の
決
定
 

及
び
和
解
 

円

 1
7
0
,6

1
0

円

 

0

備
前

市
＊

＊
＊

＊
＊

＊
 

＊
＊

＊
＊

 

令
和

8
年

2
月

2
7
日

頃
、

八
木

山
地

内
に

お
い

て
市

が
所

有
管

理
す

る
保

安
林

の
倒

木
に

よ
り

、
相

手
方

が
所

有
管

理
す

る
倉

庫
の

屋
根

を
破

損
さ
せ

た
も

の
。
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報告第9号参考資料 
(専決第5号関係) 
 

位置図 

 
 

事故現場見取図 

 
 

 

地図出典：国土地理院地図 

相手方倉庫
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	01　議案表紙
	02　6月付議事件
	10　議56～61　令和8年度補正予算
	20-01　議62　備前市農業委員の任命同意について
	20-02　議62参　備前市農業委員の任命同意について（履歴書）
	21-01　議63　備前市教育委員会委員の任命同意について
	21-02　議63参　教育委員会委員任命同意参考資料（難波）
	22-01　議64　固定資産評価員の選任同意
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	32-01　議68　備前市税条例の一部を改正する条例の制定について
	32-02　議68参　備前市税条例の一部を改正する条例の制定について【新旧対照表】
	33-01　議69　備前市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例の制定について
	33-02　議69参　備前市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例の制定について【新旧対照表】
	34-01　議70　備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
	34-02　議70参　備前市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について【新旧対照表】
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